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自

明
治
三
十
九
年
八
月

至

明
治
四
十
四
年
十
二
月

村

会

議

事

録

綴

愛
知
郡
長
久
手
村
役
場
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長
久
手
村
々
会
議
事
録

１

左
事
件
議
決
の
為
め
、
明
治
三
十
九
年
八
月
二
十
一
日
長
久
手
村
会

２

を
長
久
手
村
役
場
内

３

議
事
場
に
招
集
す
。

一

訴
願
裁
決
の
件

一

村
長
選
挙
の
件

出
席
者

一
番 

水
野
兼
太
郎

二
番 

加
藤
永
助

三
番 
山
田
鉄
次
郎

四
番 

與
語
九
蔵

五
番 

青
山
亮

六
番 

浅
井
広
助

七
番 

水
野
春
次
郎

八
番 

中

野
京
三
郎

九
番 

村
瀬
正
録

十
番 

加
藤
浜
三
郎

十
一
番 

三
岡
兼
松

十
二
番 

倉
地
勇
太
郎

十
四
番 

浅
川
幸
右
エ
門

十
五
番 

川
本
斧
次
郎

十
六
番 

松
原
磯
太
郎

十
七
番 

戸
田
鉷
四
郎

十
八
番 

青
山
義
信

十
三
番 

伊
藤
富
三
郎 

本
員
は
事
故
に
よ
り
遅
刻
し
、
午
後
第
三
時
三
十
分
出
席
。

計
十
八
名

午
後
一
時
二
十
分
開
議
、
村
長
事
務
取
扱
吉
田
知
行

４

議
長
席
に
着
く
。
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議
長
は
開
会
の
趣
旨
を
述
べ
、
続
て
第
一
号
議
案
訴
願

５

裁
決
の
件
に
付
第
一
次
会
を
開
き
、
書
記
を
し
て
之
を
朗
読
せ
し
む
。
十
四
番
大
体
に
付
異
議

な
き
旨
を
述
ふ
る
に
全
会
異
議
な
く
、
第
二
次
会
を
開
く
に
決
す
。
次
て
第
二
次
会
を
開
き
、
六
番
裁
決
書
の
内
第
二
に
付
尋
問
す
。
議
長
は
之
か
説
明

を
な
す
。
三
番
原
案
を
可
と
す
る
旨
を
述
ぶ
。
五
番
同
意
す
。
他
に
異
説
な
き
に
よ
り
、
此
処
に
於
て
議
長
は
原
案
を
可
と
す
る
も
の
の
起
立
を
問
ふ
に

総
起
立
。
五
番
は
第
三
次
会
省
略
確
定
せ
ん
事
を
述
へ
た
る
に
、
同
意
者
多
数
に
し
て
原
案
に
確
定
す
。
議
長
は
暫
時
休
憩
を
報
す
。
一
同
散
席
、
于
時

と
き
に

午
後
二
時
三
十
分
。

午
後
三
時
三
十
分
一
同
着
席
。
十
三
番
議
員
伊
藤
富
三
郎
出
席
に
付
、
議
長
は
席
に
着
か
し
む
。
是
よ
り
第
二
号
議
案
村
長
選
挙
会
を
開
き
た
る
に
、
三

番
議
員
外
十
四
名
よ
り
建
議
書
提
出
に
よ
り
、
之
を
調
査
す
る
に
議
題
と
す
へ
き
も
の
な
る
に
よ
り
、
之
を
議
題
と
し
書
記
を
し
て
朗
読
せ
し
む

「
建
議
書

本
村
は
山
間

僻

諏

へ
き
し
ゅ
（
僻
地
）

の
地
に
し
て
専
ら
農
業
家
多
く
、
傍
ら
蚕
業
等
を
営
む
も
の
あ
り
て
偶
々
公
民
中
資
産
を
有
す
る
相
当
の
人
物
あ
り

と

雖
い
え
ど

も
、
是
又

こ
れ
ま
た

商
業
に
熱
注

（
熱
中
）

し
、
又
は
身
教
職
に
あ
る
も
の
軍
人
に
出
て
た
る
も
の
あ
り
て
、
此
合
併
し
た
る
新
村
を
統
轄

（
統
括
）

す
へ
き
適
当
の
人
物
を
挙

け
ん
と
す
る
に
、
其
人
物
得
難
き
に
付
、
先 ま

つ
当
分
の
中
有
給
専
務
職
を
置
く
の
必
要
を
認
む
。
依
て
及
建
議
届
也

明
治
三
十
九
年
八
月
二
十
一
日

山
田
鉄
次
郎
・
水
野
春
次
郎
・
村
瀬
正
録
・
伊
藤
富
三
郎
・
中
野
京
三
郎
・
戸
田
鉷
四
郎
・
與
語
九
蔵
・
三
岡
兼
松
・
倉
地
勇
太
郎
・
青
山
義
信
・
水
野

兼
太
郎
・
川
本
斧
次
郎
・
加
藤
浜
三
郎
・
加
藤
永
助
・
松
原
磯
太
郎
」
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議
長
は
本
建
議
案
は
過
半
数
以
上
の
建
議
者
な
る
に
よ
り
、
最
早
賛
否
を
会
議
に
問
ふ
迄
も
な
く
採
用
す
る
こ
と
を
述
ふ
。
就 つ

い

て
は
村
長
選
挙
は
自
然
否

決
に
帰
す
へ
き
に
よ
り
之
を
取
消
し
、
本
建
議
案
に
対
し
直
に
村
條
例
案
を
提
出
す
へ
き
旨
を
述
へ
、
暫
時
休
憩
を
報
す
。
干
時

と
き
に

午
後
第
四
時
。

午
後
四
時
三
十
分
一
同
着
席
。
議
長
は
前
提
出
の
建
議
案
に
対
し
村
條
例
案
之
を
各
員
に
配
符

（
配
布
）

し
、
書
記
を
し
て
朗
読
せ
し
む
。
七
番
異
議
な
き
旨
を
述

ふ
る
に
、
満
場
同
意
に
し
て
二
次
会
を
開
く
に
決
す
。
続
て
第
二
次
会
を
開
き
た
る
に
五
番
原
案
を
可
と
し
、
三
次
会
を
省
略
。
二
次
会
に
於
て
確
定
せ

ら
れ
ん
こ
と
を
述
ふ
。
六
番
は
有
給

吏

員

り
い
ん
（
公
務
員
）

の
任
期
及
臨
時
解
職
す
る
を
得
へ
き
や
否
を
問
ふ
。
之
に
対
し
議
長
は
詳
細
説
明
を
な
し
、
他
に
異
議
な

き
や
を
問
ふ
に
満
員
異
議
な
き
に
よ
り
原
案
に
決
す
。
此
度
に
於
て
議
長
は
、
村
條
例

（
条
例
）

案
の
議
決
せ
し
に
就
て
は
其
節
の
認
可
を
要
す
へ
き
に
付
、
其
手

続
を
行
ふ
へ
き
旨
を
述
ふ
。

右
議
員
の
面
前
に
於
て
朗
読
を
な
し
、
左
の
四
名
署
名
す

明
治
三
十
九
年
八
月
二
十
一
日

議
長
村
長
事
務
取
扱 

吉
田
知
行

議
員 

水
野
春
次
郎

加
藤
永
助

山
田
鉄
次
郎

長
久
手
村
会
議
事
録
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今
回
左
の
事
件
議
決
及
選
挙
の
為
め
、
明
治
三
十
九
年
九
月
十
日
長
久
手
村
会
を
長
久
手
村
役
場
内
議
事
場
に
召
集
す

一

明
治
三
十
九
年
度
県
税
戸
数
割
賦
課

ふ

か

方
法
の
件

一

村
長
選
挙
の
件

一

助
役
選
挙
の
件

出
席
者

一
番 

水
野
兼
太
郎

二
番 

加
藤
永
助

三
番 
山
田
鉄
次
郎

四
番 

與
語
九
蔵

五
番 

青
山
亮

六
番 

浅
井
広
助

七
番 

水
野
春
次
郎

九
番 

村

瀬
正
録

十
番 

加
藤
浜
三
郎

十
三
番 

伊
藤
富
三
郎

十
四
番 

浅
川
幸
右
エ
門

十
五
番 

川
本
斧
次
郎

十
六
番 

松
原
磯
太
郎

十
七
番 

戸
田
鉷

四
郎

十
八
番 

青
山
義
信

計
十
五
名

五
番 

青
山
亮

本
員
は
病
気
の
故
を
以
て
午
後
二
時
退
場
す

欠
席
者



- 6 -

八
番 

中
野
京
三
郎

十
一
番 

三
岡
兼
松

十
二
番 

倉
地
勇
太
郎

計
三
名

午
前
第
九
時
開
議
、
村
長
事
務
取
扱
吉
田
知
行
議
長
席
に
着
く

一

議
長
は
開
会
の
趣
意
を
述
へ
、
続
て
第
一
号
議
案
県
税
戸
数
割
賦
課

６

方
法
案
の
第
一
次
会
を
開
き
し
に
、
全
会
異
議
な
く
第
二
次
会
を
開
く
と
決

す
。
続
て
第
二
次
会
を
開
き
、
林
吉
十
・
浅
井
新
三
郎
・
浅
井
又
三
郎
・
浅
井
鉄
五
郎
・
浅
井
利
三
郎
・
加
藤
菊
次
郎
の
六
人
を
二
十
六
等
へ
操
上
け
、

而
し
こ
う

し
て
二
十
六
等
を
二
十
七
等
に
操
下
け
、
三
十
等
の
内
浅
井
新
兵
衛
・
浅
井
勇
右
ェ
門
・
浅
井
鈴
左
エ
門
・
日
比
野
金
次
郎
・
加
藤
儀
蔵
・
加
藤
勘

蔵
・
加
藤
作
次
郎
・
加
藤
富
十
・
加
藤
増
次
郎
・
加
藤
甚
兵
エ
・
中
野
宮
三
郎
・
浅
井
藤
五
郎
の
十
二
名
を
二
十
九
等
へ
操
上
け
、
二
十
七
等
の
内
浅
井

喜
助
・
浅
井
又
蔵
・
浅
井
柳
助
・
浅
井
丈
助
・
加
藤
久
蔵
・
福
岡
常
吉
・
福
岡
徳
之
助
・
浅
井
兵
九
朗
・
浅
井
利
兵
工
・
丹
羽
銀
次
郎
・
浅
井
清
太
郎
・

加
藤
利
平
・
浅
井
市
三
郎
・
加
藤
政
八
・
浅
井
萩
三
郎
・
加
藤
米
四
郎
・
加
藤
広
三
郎
の
十
七
名
を
二
十
八
等
に
操
下
け
、
二
十
一
等
中
柘
植
吟
海
を
二

十
五
等
へ
、
鍋
島
大
慶
を
二
十
六
等
へ
、
藤
本
慶
善
を
二
十
九
等
へ
操
下
け
ん
と
の
六
番
の
説
に
、
満
場
同
意
に
し
て
修
正
説
に
決
す
。
爰 こ

こ

に
於
て
議
長

は
暫
時
休
憩
を
報
す
。
時
于

と
き
に

午
前
十
一
時
三
十
分
。

午
後
二
時
一
同
着
席
。
議
長
席
に
着
り
、
是
よ
り
午
前
の
続
き
県
税
戸
数
割
賦
課
方
法
案
の
第
三
次
会
を
開
き
し
に
、
十
四
番
は
二
次
会
の
通
り
に
て
異
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議
な
き
旨
を
述
ぶ
。
満
場
同
意
に
し
て
之
を
決
し
た
る
を
以
て
、
確
定
議
と
す
。
此
時
五
番
議
員
は
疾
病
の
為
め
退
席
す
。

次
に
第
二
号
議
案
村
長
の
選
挙
を
行
ふ
。
其
顛
末
左
の
如
し

十
四
票 

吉
田
知
行

投
票
全
数
を
得
た
る
吉
田
知
行
を
以
て
当
選
と
す

続
て
第
三
号
議
案
助
役
の
選
挙
を
行
ふ
。
其
顛
末
左
の
如
し

十
二
票 

水
野
春
次
郎

一
票 

川
本
弥
六

一
票 

戸
田
勅
之
助

依
て
過
半
数
を
得
た
る
水
野
春
次
郎

７

を
以
当
選
と
す

右
議
員
の
面
前
に
於
て
朗
読
を
な
し
、
左
の
三
名
署
名
す

明
治
三
十
九
年
九
月
十
日
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議
長 

村
長
事
務
取
扱 

吉
田
知
行

議
員 

青
山
義
信

議
員 

戸
田
鉷
四
郎

午
後
第
四
時
三
十
分
閉
会
す

長
久
手
村
会
議
事
録

左
記
の
事
件
議
決
の
為
め
、
明
治
三
十
九
年
十
月
十
五
日
長
久
手
村
会
を
長
久
手
村
役
場
内
議
事
場
に
招
集
す

一 

常
設
委
員
設
置

并
な
ら
び
に

選
挙
の
件

二 

明
治
三
十
九
年
度
歳
入
出
追
加
予
算
案
の
件

三 

同
年
度
村
税
賦
課
方
法
并
徴
収
期
限
案
の
件

四 

同
年
度
村
税
地
価
割
課
率
の
件

五 

同
年
度
歳
出
予
算
款
内
限
の
流
用
の
件

六 

収
入
役
書
記
選
挙
の
件
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七 

同
上
給
料
額
議
決
の
件

八 

小
学
校
位
置
指
定
に
関
し
諮
問
案
の
件

出
席
者

一
番 

水
野
兼
太
郎

三
番 
山
田
鉄
次
郎

五
番 

青
山
亮

六
番 

浅
井
広
助

七
番 

水
野
春
次
郎

九
番 

村
瀬
正
録

十
番 

加
藤
浜
三
郎

十
一

番 

三
岡
兼
松

十
二
番 

倉
地
勇
太
郎

十
三
番 

伊
藤
富
三
郎

十
四
番 

浅
川
幸
右
エ
門

十
五
番 

川
本
斧
次
郎

十
六
番 

松
原
磯
太
郎

十
七
番 

戸
田
鉷
四
郎

計
十
四
名

欠
席
者

二
番 

加
藤
永
助

四
番 

與
語
九
蔵

八
番 

中
野
京
三
郎

十
八
番 
青
山
義
信

計
四
名

午
前
第
九
時
開
議
。
村
長
吉
田
知
行
議
長
席
に
着
く
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議
長
は
開
会
の
趣
旨
を
述
へ
、
常
設
委
員

８

設
置
規
程
の
第
一
次
会
を
開
き
た
る
に
、
全
会
異
議
な
く
第
二
次
会
を
開
く
に
決
す
。
続
て
第
二
次
会
を
開

く
に
、
七
番
は
第
一
條
常
設
委
員
三
名
を
四
名
と
修
正
増
加
せ
ん
こ
と
を
述
ふ
る
に
、
全
員
賛
成
之
れ
に
決
す
。
第
二
條
以
下
全
部
原
案
を
可
と
す
る
七

番
の
説
に
諸
員
異
議
な
く
、
原
案
に
決
す
。
続
て
第
三
次
会
を
開
き
た
る
に
、
第
二
次
会
の
通
り
確
定
し
た
る
を
以
て
常
設
委
員
四
名
の
選
挙
を
行
ふ
。

其
顛
末
左
の
如
し

十
四
票

浅
井
伝
右
エ
門

十
四
票

伊
藤
牧
三
郎

十
四
票

寺
島
臺

十
四
票

伊
藤
鎮
一
郎

依
て
全
数
を
得
た
る
浅
井
伝
右
エ
門
・
伊
藤
牧
三
郎
・
寺
島
臺
・
伊
藤
鎮
一
郎
を
以
て
当
選
と
す
。

続
て
歳
入
出
予
算
の
第
一
次
会
を
開
き
、
書
記
を
し
て
朗
読
せ
し
む
。
六
番
は
第
一
款 か

ん

の
役
場
費
始
め
各
款
項
目
に
渉
り
質
問
す
る
。
議
長
は
問
に
応
し

詳
細
説
明
を
な
す
。
他
に
異
議
な
き
に
よ
り
、
第
二
次
会
を
開
く
に
決
す
。
爰 こ

こ

に
於
て
議
長
は
暫
時
休
憩
を
報
す
。
于
時

と
き
に

午
前
十
一
時
。
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正
午
十
二
時
一
同
着
席
。
是
よ
り
歳
出
経
常
部
の
第
二
次
会
を
開
き
、
議
せ
ら
し
こ
と
を
述
へ
、
第
一
款
よ
り
逐
次
議
事
に
付
し
た
る
に
、
六
番
は
第
一

項
の
一
村
長
給
料
百
十
九
円
と
あ
る
を
九
十
八
円
と
し
、
第
二
項
の
二
旅
費
三
十
五
円
と
あ
る
を
二
十
五
円
と
修
正
の
旨
を
述
ふ
る
に
、
七
番
は
第
一
項

の
四

使

丁

し
ち
ょ
う
（
雑
役
）

給
料
九
十
一
円
と
あ
る
を
百
一
円
五
十
銭
と
修
正
の
旨
を
述
ふ
。
爰 こ

こ

に
於
て
議
長
は
六
番
説
村
長
給
料
修
正
に
同
意
者
の
起
立
を
問
ひ

た
る
に
、
一
番
・
三
番
・
六
番
・
十
番
・
十
一
番
・
十
三
番
・
十
五
番
・
十
六
番
・
十
七
番
の
多
数
に
よ
り
之
に
決
す
。
次
に
六
番
の
説
旅
費
修
正
に
同

意
者
の
起
立
を
問
ふ
。
六
番
・
八
番
・
十
番
・
十
六
番
の
起
立
者
あ
る
も
、
少
数
な
る
を
以
て
原
案
に
決
す
。
尚
、
続
て
七
番
の
説
使
丁
給
料
修
正
の
説

に
同
意
者
を
起
立
に
問
ふ
る
に
、
起
立
者
少
数
に
て
原
案
に
決
す
。
之
に
て
第
一
款
の
可
否
書
き
た
る
を
以
て
、
第
二
款
会
議
費
を
議
事
に
付
す
。
七
番

原
案
を
可
と
す
。
満
場
同
意
に
し
て
原
案
に
決
す
。
第
三
款
土
木
費
を
議
す
る
に
、
七
番
道
路
修
繕
費
五
十
円
と
あ
る
を
三
十
円
と
し
、
橋
梁
修
繕
費
五

十
円
と
あ
る
を
三
十
円
と
し
、
堤
防
修
繕
費
五
十
円
と
あ
る
を
三
十
円
と
し
、
用
悪
水
路
修
繕
費
百
円
と
あ
る
を
六
十
円
と
し
、
溜
池
修
繕
費
五
十
円
と

あ
る
を
三
十
円
と
し
、
其
他
は
原
案
を
可
と
す
る
説
に
満
場
同
意
に
依
り
、
修
正
説
に
決
す
。
第
四
款
救
助
費
三
番
原
案
を
可
と
す
。
満
場
同
意
に
よ
り

原
案
に
決
す
。
第
五
款
衛
生
費
を
議
す
る
に
、
六
番
原
案
を
可
と
す
る
説
に
同
意
者
多
数
に
よ
り
之
を
決
す
。
第
六
款
勧
業
費
は
、
十
四
番
原
案
を
可
と

す
る
説
に
同
意
者
多
数
に
よ
り
之
を
決
す
。
第
七
款
諸
税
及
負
担
原
案
を
可
と
す
る
七
番
の
説
に
、
同
意
者
多
数
に
て
之
を
決
す
。
第
八
款
雑
支
出
三
番

原
案
を
可
と
す
満
場
之
に
同
意
し
、
原
案
に
決
す
。
第
九
款
予
備
費
二
百
六
円
と
あ
る
を
、
百
二
十
六
円
九
十
六
銭
三
厘
と
修
正
す
と
の
六
番
の
説
に
満

場
同
意
に
よ
り
、
修
正
説
に
決
す
。
之
に
て
暫
次
休
憩
を
報
す
。
于
時

と
き
に

午
後
二
時
。
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午
後
二
時
三
十
分
一
同
着
席
。
是
よ
り
歳
入
の
第
二
次
会
を
開
き
、
第
一
款
よ
り
議
事
に
付
し
た
る
に
、
原
案
を
可
と
す
る
六
番
の
説
に
七
番
・
九
番
・

十
番
・
十
二
番
・
十
四
番
・
十
五
番
・
十
六
番
・
十
七
番
の
賛
成
を
表
し
た
る
に
、
他
に
異
議
な
く
原
案
に
決
す
。
第
二
款
雑
収
入
原
案
を
可
と
す
る
十

一
番
説
に
満
場
同
意
に
よ
り
、
原
案
に
決
す
。
第
三
款
国
庫
交
付
金
十
番
原
案
を
可
と
す
。
賛
成
者
多
数
に
よ
り
原
案
に
決
す
。
第
四
款
県
税
交
付
金
十

二
番
原
案
を
可
と
す
る
説
に
満
場
同
意
に
よ
り
、
之
に
決
す
。
第
五
款
村
税
を
議
す
る
に
当
り
、
六
番
は
地
価
割
八
百
九
円
八
十
八
銭
と
あ
る
を
七
百
一

円
八
十
九
銭
六
厘
と
し
、
国
税
営
業
割
三
十
一
円
と
あ
る
を
百
十
円
と
し
、
戸
別
割
四
百
七
十
四
円
二
十
六
銭
と
あ
る
を
三
百
九
十
一
円
七
十
銭
と
し
、

所
得
税
割
三
十
七
円
二
銭
八
厘
と
あ
る
を
二
十
九
円
六
十
二
銭
二
厘
と
修
正
す
と
の
六
番
の
説
に
十
五
番
の
反
対
説
あ
る
も
、
多
数
に
よ
り
之
に
決
す
。

次
に
歳
入
出
予
算
の
第
三
次
会
を
開
き
た
る
に
、
二
次
会
の
通
り
確
定
し
た
る
を
以
て
、
第
三
号
議
案
村
税
賦
課
方
法
并
徴
収
期
限
案
の
第
一
次
会
を
開

き
、
全
会
異
議
な
く
第
二
次
会
を
開
く
に
決
す
。
次
に
第
二
次
会
を
開
き
し
に
、
歳
入
修
正
の
結
果
、
地
価
割
地
租
一
円
に
付
十
五
銭
と
あ
る
を
十
三
銭

と
し
、
国
税
営
業
割
県
税
営
業
割
本
税
一
円
に
付
金
十
五
銭
と
あ
る
を
各
十
銭
と
し
、
戸
別
割
一
戸
に
付
四
十
六
銭
と
あ
る
を
三
十
銭
と
し
、
所
得
税
割

本
税
一
円
に
付
金
十
銭
と
あ
る
を
八
銭
と
修
正
。
他
は
異
議
な
き
と
の
六
番
の
説
に
満
場
同
意
し
、
之
に
決
す
。

第
四
号
議
案
の
一
次
会
を
開
き
、
全
会
異
議
な
く
二
次
会
を
開
き
し
に
、
歳
入
予
算
修
正
に
伴
ひ
、
地
価
割
地
租
に
付
十
五
銭
と
あ
る
を
十
三
銭
に
修
正

す
と
の
七
番
の
説
に
満
場
同
意
し
、
之
に
決
す
。
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第
五
号
議
案
の
第
一
次
会
を
開
き
、
全
会
異
議
な
く
二
次
会
を
開
き
し
に
、
原
案
を
可
と
し
、
三
次
会
省
略
確
定
せ
ん
と
の
十
四
番
の
説
に
同
意
者
多
数

に
よ
り
、
之
に
決
す
。

第
六
号
議
案
を
議
事
に
付
し
、
村
長
に
於
て
本
村
収
入
役
に
浅
井
為
三
郎
、
同
書
記
に
川
本
弥
六
・
寺
島
健
三
郎
・
加
藤
源
一
・
戸
田
勅
之
助
を
推
薦
せ

し
に
、
十
番
之
れ
に
同
意
す
と
の
説
に
満
場
異
議
な
く
、
之
れ
に
選
任
す
。

第
七
号
議
案
吏
員

り
い
ん

給
料
額
を
議
事
に
付
し
た
る
に
、
六
番
は
予
算
修
正
の
結
果
、
村
長
月
報

９

を
十
四
円
に
修
正
し
、
他
は
原
案
を
可
と
す
る
の
説
に
満

場
異
議
な
く
、
之
に
決
す
。

次
に
、
第
八
号
議
案
小
学
校

１
０

位
置
指
定
に
関
し
、
諮
問
案
の
件
を
議
す
る
に
全
会
異
議
な
く
原
案
に
決
し
た
る
を
以
て
、
議
長
は
本
日
の
議
事
終
り
た

る
旨
を
告
け
た
り
。

右
議
員
の
面
前
に
於
て
朗
読
を
な
し
、
左
の
四
名
署
名
す

明
治
三
十
九
年
十
月
十
五
日

議
長

村
長

吉
田
知
行

議
員

山
田
鉄
次
郎

同

加
藤
永
助

同
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午
後
第
五
時
閉
会

長
久
手
村
会
議
事
録

左
記
事
件
議
決
及
報
告
の
為
め
、
明
治
三
十
九
年
十
二
月
十
七
日
、
長
久
手
村
会
を
長
久
手
村
役
場
内
議
事
場
に
招
集
す

一

明
治
三
十
八
年
度
村
税
未
納
金
徴
収
延
期
の
件

一

明
治
三
十
八
年
度
歳
入
出
決
算
報
告
の
件

一

明
治
三
十
九
年
度
歳
入
出
追
加
予
算
の
件

一

同
上
村
税
賦
課
方
法
并
に
徴
収
期
限
案

一

同
村
税
地
価
割
制
限
外
賦
課
の
件

出
席
者

十
一
番 

三
岡
兼
松

二
番

加
藤
永
助

十
七
番 

戸
田
鉷
四
郎

十
三
番 

伊
藤
富
三
郎

四
番 
與
語
九
蔵

十
六
番 

松
原
磯
太
郎
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九
番 

村
瀬
正
録

十
五
番 

川
本
斧
次
郎

三
番 

山
田
鉄
次
郎

十
番 

加
藤
浜
三
郎

七
番 

水
野
春
次
郎

計
十
一
名

欠
席
者

六
番 
浅
井
広
助

一
番

水
野
兼
太
郎

八
番

中
野
京
三
郎

五
番 

青
山
亮

十
二
番 

倉
地
勇
太
郎

十
四
番 

浅
川
幸
右
エ
門

十
八

番 

青
山
義
信

計
七
名

于
時

と
き
に

午
前
第
十
一
時
開
議
、
議
長
村
長
は
議
長
席
に
着
く

一

明
治
三
十
八
年
度
村
税
未
納
金
徴
収
延
期
の
件
を
議
事
に
付
す
る
に
、
三
番
・
二
番
は
異
議
な
き
旨
を
述
ふ
る
に
、
全
会
原
案
に
賛
成
可
決
す
。

一

次
に
議
長
は
明
治
三
十
八
年
度
決
算
報
告
に
移
る
旨
を
述
へ
、
本
議
は
町
村
制
第
百
十
三
條

１
１

に
依
り
議
長
代
理
者
共
に
故
障
あ
る
に
よ
り
、
年
長

者
議
員
加
藤
永
助
を
以
て
議
長
席
に
着
せ
し
め
、
村
長
は
退
席
す
。

一

明
治
三
十
八
年
度
歳
入
出
決
算
報
告
を
議
決
に
付
す
。
九
番
は
本
件
に
付
い
て
は
別
に
調
査
委
員
を
設
け
す
、
前
三
ヶ
村
に
係
る
決
算
は
、
其
地
方

に
在
住
す
る
本
会
議
員
に
於
て
各
調
査
委
員
と
な
り
、
調
査
せ
ん
こ
と
を
演 の

ふ
る
に
諸
員
異
議
な
く
、
依
て
暫
時
休
憩

昼

餐

ち
ゅ
う
さ
ん
（
昼
食
）

を
為
し
、
直
ち
に
調
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査
に
着
手
す
。

一

各
委
員
は
調
査
の
結
果
を
報
告
し
、
全
会
異
議
な
く
正
当
の
決
算
と
認
定
す
。

一

明
治
三
十
九
年
度
歳
入
出
追
加
予
算
案
の
第
一
次
会
を
開
き
た
る
に
、
全
会
異
議
な
く
第
二
次
会
を
開
く
に
決
す
。
続
て
経
常
部
の
第
二
次
会
を
開

き
、
第
三
款
よ
り
逐
次
議
事
に
付
し
た
る
に
、
三
番
は
原
案
賛
成
す
る
に
諸
員
異
議
な
く
原
案
に
決
す
。
続
て
第
四
款
教
育
費
を
議
す
る
に
、
十
七
番
は

全
部
原
案
賛
成
を
表
す
る
に
、
満
場
異
議
な
く
原
案
に
決
す
。
続
て
歳
入
の
第
二
次
会
を
開
き
た
る
に
、
十
五
番
は
第
二
款
よ
り
通
し
て
原
案
賛
成
を
表

す
る
。
全
会
異
議
な
く
決
す
。
続
て
歳
入
出
追
加
予
算
の
第
三
次
会
を
開
き
た
る
に
、
第
二
次
会
の
通
り
確
定
す
。

一

明
治
三
十
九
年
度
追
加
村
税
賦
課
方
法
并
徴
収
期
限
案
を
議
す
る
に
、
四
番
は
原
案
賛
成
を
表
す
る
に
全
会
異
議
な
く
原
案
に
決
す
。

一

明
治
三
十
九
年
度
追
加
村
税
地
価
割
期
限
外
賦
課
の
件
を
議
事
に
付
し
た
る
に
、
十
番
は
原
案
に
賛
成
当
次
会
省
略
決
定
せ
ん
こ
と
を
演
す
る
に
、

満
場
異
議
な
く
原
案
に
確
定
す
。

右
議
員
の
面
前
に
於
て
朗
読
を
な
し
、
左
の
四
名
署
名
す

明
治
三
十
九
年
十
二
月
十
七
日
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議
長
村
長

吉
田
知
行

年
長
議
員

加
藤
永
助

議
員

戸
田
鉷
四
郎

同

川
本
斧
次
郎

午
後
第
四
時
三
十
分
閉
会
す

村
会
議
事
録

左
記
事
件
議
決
の
為
め
、
明
治
三
十
九
年
十
二
月
二
十
四
日
、
長
久
手
村
会
を
長
久
手
村
役
場
内
議
事
場
に
招
集
す
。

一

郡
道
改
修
工
事
夫
役
負
担
の
件

出
席
者

一
番 

水
野
兼
太
郎

六
番 

浅
井
広
助

三
番

山
田
鉄
次
郎

七
番 

水
野
春
次
郎

四
番

與
語
九
蔵

九
番 

村
瀬
正
録

十
三
番 

伊
藤
富
三
郎

十
一
番

三
岡
兼
松

十
六
番 

松
原
磯
太
郎

十
二
番

倉
地
勇
太
郎

十
八
番

青
山
義
信

十
七
番 

戸
田
鉷
四
郎

計
十
二
名

欠
席
者
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二
番

加
藤
永
助

五
番 

青
山
亮

八
番

中
野
京
三
郎

十
番 

加
藤
浜
三
郎

十
四
番

浅
川
幸
右
エ
門

十
五
番

川
本
斧
次
郎

計
六
名

午
後
第
一
時
開
議
、
議
長
村
長
吉
田
知
行
は
議
長
席
に
着
く

一

郡
道
改
修
工
事
夫
役
負
担
の
件
を
議
事
に
付
し
た
る
に
、
十
八
番
は
原
案
賛
成
を
表
す
る
に
七
番
は
夫
役

惣
（
総
）

額
十
分
の
四
を
改
修
道
路
工
事
に
係

る
大
字
の
負
担
と
な
し
、
十
分
の
六
を
全
村
の
負
担
と
す
と
修
正
せ
ん
こ
と
を
口
述
し
た
る
に
、
四
番
十
三
番
十
七
番
の
三
名
賛
成
し
た
る
に
よ
り
之
を

議
題
と
な
し
修
正
説
賛
成
者
を
起
立
に
問
ひ
た
る
に
、
起
立
者
四
名
の
小
数
に
て
修
正
説
は
否
決
す
、
次
に
議
長
は
原
案
賛
成
者
を
起
立
に
問
ひ
た
る
に

起
立
者
八
名
、
依
て
賛
成
者
過
半
数
な
る
に
付
、
原
案
を
決
す

右
議
員
の
面
前
に
於
て
朗
読
を
な
し
、
左
の
三
名
署
名
す

明
治
三
十
九
年
十
二
月
二
十
四
日

議
長
村
長

吉
田
知
行

議
員

戸
田
鉷
四
郎

議
員

松
原
磯
太
郎

午
後
第
三
時
閉
会
す
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村
会
議
事
録

左
記
事
件
議
決
の
為
め
、
明
治
四
十
年
一
月
十
四
日
、
長
久
手
村
会
を
長
久
手
村
役
場
内
に
招
集
す
。

一

明
治
三
十
九
年
度
歳
入
出
追
加
予
算
案

一

明
治
三
十
九
年
度
歳
入
出
追
加
予
算
更
正
の
件

出
席
者

二

番

（
一
番
カ
） 

水
野
兼
太
郎

六
番 

浅
井
広
助

三
番

山
田
鉄
次
郎

七
番 

水
野
春
次
郎

四
番

與
語
九
蔵

九
番 

村
瀬
正
録

十
三
番 

伊
藤
富
三
郎

十
一
番

三
岡
兼
松

十
六
番 

松
原
磯
太
郎

十
二
番

倉
地
勇
太
郎

十
八
番

青
山
義
信 

十
七
番 

戸
田
鉷
四
郎

五
番 

青
山
亮

計
十
三
名

欠
席
者

二
番

加
藤
永
助

十
番 

加
藤
浜
三
郎

八
番

中
野
京
三
郎

十
五
番

川
本
斧
次
郎

十
四
番

浅
川
幸
右
エ
門
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計
五
名

零
時
四
十
分
開
議
、
議
長
村
長
吉
田
知
行
議
長
席
に
着
く
。

一

明
治
三
十
九
年
度
歳
入
出
追
加
予
算
案
の
第
一
次
会
を
開
き
た
る
に
、
満
場
異
議
な
く
第
二
次
会
を
開
く
に
決
す
。
尚
祥
細

（
詳
細
）

に
追
加
を
要
す
る
旨
、

及
不
均
一
課
税
の
止
む
を
得
さ
る
旨
を
説
明
す
る
に
、
全
会
異
議
な
く
原
案
に
決
す
。
続
て
第
三
次
会
を
開
き
た
る
に
、
第
二
次
会
の
通
り
確
定
す
。

一

次
に
明
治
三
十
九
年
度
歳
入
出
追
加
予
算
更
正
の
件
の
議
事
に
付
し
た
る
に
、
満
場
異
議
な
く
原
案
に
決
す
。

右
議
員
の
面
前
に
於
て
朗
読
を
な
し
、
左
の
三
名
署
名
す

明
治
四
十
年
一
月
十
四
日

議
長
村
長

吉
田
知
行

村
会
議
員

山
田
鉄
次
郎

村
会
議
員

浅
井
広
助

午
後
第
四
時
閉
会
す

村
会
議
事
録
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左
記
事
件
議
決
の
為
め
、
明
治
四
十
年
二
月
六
日
、
長
久
手
村
会
を
長
久
手
村
役
場
内
議
事
場
に
招
集
す

一

常
設
委
員
選
挙
の
件

一

常
設
委
員
寺
島
臺
辞
任
の
理
由
、
当
否
認
定
の
件

一

山
林
引
渡
被
告
事
件
代
理
委
任
の
件

出
席
者

四
番 

與
語
九
蔵

五
番 

青
山
亮

七
番 

水
野
春
次
郎

八
番

中
野
京
三
郎

九
番 

村
瀬
正
録

十
二
番

倉
地
勇
太
郎

十
三
番 

伊
藤
富
三
郎

十
五
番 

川
本
斧
次
郎

三
番 

山
田
鉄
次
郎 

十
七
番 
戸
田
鉷
四
郎

計
十
名

欠
席
者

一
番 

水
野
兼
太
郎

二
番

加
藤
永
助

六
番 

浅
井
広
助

十
番

加
藤
浜
三
郎

十
一
番

三
岡
兼
松

十
四
番 

浅
川
幸
右
エ
門

十
六
番 

松
原

磯
太
郎

十
八
番

青
山
義
信
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計
八
名

午
後
第
三
時
開
議
、
議
長
吉
田
知
行
は
議
長
席
に
着
く

一

常
設
委
員
寺
島
臺
辞
任
届
出
に
付
、
後
任
者
の
選
挙
を
行
ふ
。
其
顛
末
左
の
如
し

十
票

村
瀬
斧
三
郎

依
て
、
全
数
を
得
た
る
村
瀬
斧
三
郎
を
当
選
と
す
。

一

常
設
委
員
寺
島
臺
辞
任
の
理
由
、
当
否
認
定
の
件
を
議
事
に
付
し
、
第
一
次
会
を
開
き
た
る
に
、
議
員
異
議
な
く
第
二
次
会
を
開
く
に
決
す
。
続
て

第
二
次
会
を
開
き
た
る
に
、
諸
員
異
議
な
き
に
よ
り
、
議
長
は
三
次
会
を
省
略
し
、
二
次
会
に
於
て
確
定
し
て
異
議
な
き
や
を
諮
り
た
る
に
、
全
会
異
議

な
き
に
よ
り
原
案
に
確
定
す
。

一

山
林
引
渡
被
告
事
件
代
理
委
員
案
の
第
一
次
会
を
開
き
、
全
会
異
議
な
く
第
二
次
会
を
開
く
に
決
す
。
続
て
第
二
次
会
を
開
き
た
る
に
、
五
番
は
原

案
に
異
議
な
き
に
付
、
三
次
会
を
省
略
し
て
二
次
会
に
於
て
決
定
せ
ら
れ
ん
事
を
冀
望

（
希
望
）

し
た
る
に
、
議
長
は
三
次
会
を
省
き
、
原
案
に
確
定
し
て
異
議
な

き
諸
員
に
起
立
を
命
し
た
る
に
、
総
起
立
に
て
原
案
に
確
定
す
。
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右
議
員
の
面
前
に
於
て
朗
読
を
な
し
、
左
の
三
名
署
名
す

明
治
四
十
年
二
月
六
日

議
長
村
長

吉
田
知
行

村
会
議
員

山
田
鉄
次
郎

同

水
野
春
次
郎

午
後
第
四
時
三
十
分
閉
会
す

長
久
手
村
会
議
事
録

今
回
左
の
事
件
議
決
の
為
め
、
明
治
四
十
年
二
月
二
十
八
日
、
長
久
手
村
会
を
長
久
手
村
役
場
内
に
招
集
す
。

一

明
治
四
十
年
度
県
税
戸
数
割
賦
課
方
法
案

一

山
林
借
地
権
譲
受
の
件

出
席
者

二
番

加
藤
永
助

三
番 

山
田
鉄
次
郎

四
番 

與
語
九
蔵

五
番 

青
山
亮

六
番 

浅
井
広
助

七
番 

水
野
春
次
郎

八
番

中
野
京
三
郎

九
番 
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村
瀬
正
録

十
番

加
藤
浜
三
郎

十
一
番

三
岡
兼
松

十
三
番 

伊
藤
富
三
郎

十
五
番 

川
本
斧
次
郎

十
六
番 

松
原
磯
太
郎

十
七
番 

戸
田
鉷

四
郎

十
八
番

青
山
義
信

計
十
五
名

欠
席
者

一
番 

水
野
兼
太
郎

十
二
番

倉
地
勇
太
郎

十
四
番 

浅
川
幸
右
エ
門

計
三
名

午
前
第
十
時
開
議
、
議
長
村
長
議
長
席
に
着
く
。

一

明
治
四
十
年
度
県
税
戸
数
割
賦
課
方
法
案
の
第
一
次
会
を
開
き
、
全
会
異
議
な
く
第
二
次
会
を
開
く
に
決
す
。
続
て
第
二
次
会
を
開
き
、
等
差
の
賦

課
率
を
議
す
る
に
際
し
、
等
級
別
人
名
書
に
付
き
各
員
調
査
を
な
す
。
六
番
は
諸
等
級
別
人
名
書
に
、
榊
原
く
れ
は
な
る
者
の
人
名
を
見
当
ら
す
右
は
何

等
に
組
入
あ
る
や
を
議
長
に
問
た
る
に
、
議
長
は
書
記
を
し
て
是
か
調
査
を
為
さ
し
め
、
本
人
は
原
案
に
書
き
漏
ら
せ
し
に
よ
り
、
右
は
原
案
十
二
等
へ

記
入
を
な
さ
し
め
、
其
旨
報
告
を
な
す
。
六
番
は
七
等
の
加
藤
宗
次
郎
、
九
等
の
加
藤
米
助
・
浅
井
杁
太
郎
を
十
等
へ
繰
下
し
、
十
二
等
の
浅
井
作
三
郎

を
十
三
等
へ
、
朝
井
義
德
を
十
一
等
へ
、
十
三
等
の
加
藤
新
三
郎
を
十
二
等
へ
、
孰 い

ず

れ
も
組
替
ん
こ
と
を
述
へ
た
る
に
、
全
会
異
議
な
く
賛
成
修
正
に
決
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す
。
尚
六
番
は
、
十
五
等
の
浅
井
幸
三
郎
・
加
藤
彦
十
・
加
藤
平
左
エ
門
を
十
四
等
へ
繰
上
け
、
十
八
等
の
浅
井
政
十
・
加
藤
浜
助
・
加
藤
初
四
郎
・
加

藤
新
兵
衛
を
十
七
等
へ
昇
給
せ
し
め
、
二
十
二
等
の
加
藤
松
蔵
を
十
九
等
へ
、
日
比
野
新
之
助
を
二
十
五
等
へ
、
浅
井
助
三
郎
を
二
十
一
等
へ
、
十
四
等

の
浅
井
万
次
郎
二
十
二
等
へ
、
二
十
三
等
の
浅
井
米
次
郎
を
二
十
一
等
へ
、
二
十
五
等
の
福
岡
弥
左
エ
門
を
二
十
八
等
へ
、
青
山
左
五
郎
を
二
十
六
等

へ
、
各
上
下
組
替
、
二
十
七
等
の
吉
田
知
行
を
二
十
四
等
へ
繰
上
け
、
二
十
二
等
の
日
比
野
又
八
を
二
十
四
等
へ
、
三
十
二
等
の
林
鎌
太
郎
を
三
十
六
等

へ
引
下
け
、
三
十
四
等
の
倉
地
仁
三
郎
を
二
十
八
等
へ
、
加
藤
助
十
・
浅
井
鶴
次
郎
を
二
十
九
等
へ
繰
上
け
、
二
十
一
等
の
澤
田
重
五
郎
を
三
十
等
へ
引

下
け
、
三
十
五
等
の
加
藤
春
平
・
福
岡
與
茂
吉
・
加
藤
喜
代
四
郎
・
毛
受
喜
三
郎
三
十
等
へ
、
三
十
六
等
の
加
藤
清
次
郎
を
三
十
二
等
へ
上
昇
せ
ん
こ
と

を
演
へ
た
る
に
、
二
十
番
・
二
番
・
十
六
番
賛
成
を
な
す
。
議
員
異
議
な
く
之
に
決
す
。

于
時

と

き

に

正
午
十
二
時
、
議
長
は
暫
時
休
憩
を
報
す
。

午
後
零
時
五
十
分
諸
員
着
席
す
。
議
長
は
五
番
青
山
亮
は
病
気
堪
へ
難
く
退
場
し
た
る
旨
報
告
し
、
前
議
に
続
き
開
議
を
な
す
。
十
三
番
は
三
十
二
等
の

與
語
富
次
郎
を
三
十
七
等
へ
、
三
十
三
等
の
松
原
鎌
太
郎
三
十
四
等
へ
、
三
十
一
等
の
與
語
銀
松
を
三
十
二
等
へ
、
三
十
五
等
の
與
語
勇
太
郎
を
三
十
六

等
へ
引
下
け
、

而
し
こ
う

し
て
三
十
六
等
の
福
岡
銀
松
を
三
十
五
等
へ
、
三
十
七
等
の
水
野
志
ゆ
ん
を
三
十
五
等
へ
上
級
せ
し
め
ん
こ
と
を
述
へ
た
る
に
、
四

番
・
八
番
・
十
一
番
賛
成
す
る
に
全
会
異
議
な
く
賛
成
、
之
に
決
す
。
又
十
七
番
は
二
十
六
等
の
浅
井
太
兵
衛
を
二
十
五
等
へ
、
二
十
四
等
の
近
藤
亀
三

郎
を
二
十
六
等
へ
、
二
十
五
等
の
中
野
玉
助
を
二
十
四
等
へ
、
二
十
三
等
の
近
藤
治
左
エ
門
を
二
十
二
等
へ
、
三
十
一
等
の
中
野
喜
代
三
郎
を
三
十
二
等
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へ
、
二
十
六
等
の
近
藤
米
三
郎
を
二
十
七
等
へ
、
二
十
七
等
の
近
藤
徳
三
郎
を
二
十
六
等
へ
上
下
組
替
ん
こ
と
を
述
へ
た
る
に
、
全
会
異
議
な
く
十
七
番

の
修
正
説
に
決
す
。
又
十
八
番
は
二
十
六
等
の
青
山
辰
三
郎
を
二
十
五
等
へ
繰
上
け
、
林
末
次
郎
を
二
十
七
等
へ
引
下
け
、
十
二
等
の
川
本
重
太
郎
を
十

三
等
へ
低
下
し
、
十
五
等
の
青
山
長
三
郎
を
十
四
等
へ
、
二
十
五
等
の
山
田
亀
太
郎
を
二
十
四
等
へ
繰
上
け
、

而
し
こ
う

し
て
山
田
丈
太
郎
・
山
田
鉱
太
郎
を

二
十
八
等
へ
級
下
せ
ん
こ
と
を
述
ふ
る
に
、
是
又

こ
れ
ま
た

全
会
異
議
な
く
之
れ
に
決
す
。
又
六
番
は
十
一
等
の
あ
四
郎
、
十
二
等
の
山
田
治
三
郎
・
青
山
竹
左
エ

門
を
各
一
等
つ
つ
上
級
せ
ん
こ
と
を
陳
述
し
た
る
に
、
十
番
・
二
番
・
四
番
・
八
番
賛
成
す
る
に
、
諸
員
異
議
な
く
之
れ
に
決
す
。
二
番
は
三
十
三
等
の

浅
井
捨
三
郎
、
三
十
六
等
の
浅
井
伊
三
郎
を
各
一
等
つ
つ
低
下
せ
ん
こ
と
を
述
ふ
る
に
、
全
会
賛
成
之
れ
に
決
す
。

于
時

と

き

に

議
長
は
等
差
の
賦
課
率
に
付
い
て
は
異
議
な
き
や
を
問
ひ
た
る
に
、
六
番
は
課
率
個
数
一
等
七
十
個
を
百
五
十
個
に
、
二
等
六
十
五
個
を
百
十
個

に
、
三
等
五
十
七
個
を
八
十
個
に
、
四
等
四
十
八
個
を
五
十
個
に
修
正
せ
ん
こ
と
を
述
ふ
る
に
、
七
番
は
一
等
を
百
二
十
個
に
、
二
等
を
百
個
に
、
三
等

を
七
十
五
個
に
、
四
等
を
五
十
個
に
修
正
せ
ん
こ
と
を
演
ふ
る
に
、
又
十
八
番
は
一
等
を
百
個
に
、
二
等
を
八
十
個
に
、
三
等
を
六
十
五
個
に
、
四
等
を

五
十
個
に
修
正
せ
ん
こ
と
を
提
出
し
た
る
に
よ
り
、
議
長
は
右
各
員
の
修
正
に
対
し
起
立
を
以
て
採
決
す
る
旨
を
報
し
、
先
六
番
説
に
賛
成
を
な
す
諸
員

に
起
立
を
請
ひ
た
る
に
、
起
立
者
一
名
。
依
て
本
修
正
は
賛
成
者
少
数
に
し
て
成
立
せ
さ
る
に
よ
り
、
議
長
は
次
に
七
番
の
修
正
に
同
意
の
諸
員
に
起
立

を
請
ひ
た
る
に
、
起
立
者
十
二
名
。
賛
成
者
過
半
数
を
得
た
る
に
よ
り
、
本
修
正
に
可
決
す
。
議
長
は
五
等
以
下
は
原
案
に
異
議
な
き
や
を
議
場
に
問
ひ

た
る
に
、
全
会
異
議
な
く
原
案
に
決
す
。
続
て
県
税
戸
数
割
賦
課
方
法
案
の
第
三
次
会
を
開
き
た
る
に
、
第
二
次
会
の
通
り
確
定
す
。
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一

山
林
借
地
権
譲
受
の
件
、
第
一
次
会
を
開
き
た
る
に
全
会
異
議
な
く
、
第
二
次
会
を
開
く
に
決
す
。
続
て
第
二
次
会
を
開
き
、
議
長
は
祥
細

（
詳
細
）

に
是
か

説
明
を
な
す
に
、
満
場
異
議
な
き
に
よ
り
議
長
は
第
三
次
会
を
省
略
し
、
確
定
に
て
異
議
な
き
や
を
諮
り
た
る
に
、
全
会
異
議
な
く
原
案
に
確
定
す
。

右
議
員
の
面
前
に
於
て
朗
読
を
な
し
、
左
の
三
名
署
名
す
。

明
治
四
十
年
二
月
二
十
八
日

議
長
村
長

吉
田
知
行

議
員

山
田
鉄
次
郎

同

浅
井
広
助

午
後
第
五
時
閉
会
す

長
久
手
村
会
議
事
録

今
回
左
記
事
件
議
決
及
報
告
の
為
め
、
明
治
四
十
年
三
月
二
十
六
日
、
長
久
手
村
会
を
長
久
手
村
役
場
内
議
事
場
に
招
集
す
。

一

財
産
明
細
表
并
に
明
治
三
十
九
年
事
務
報
告
の
件

一

明
治
四
十
年
度
歳
入
出
予
算
案
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一

同
年
度
村
税
賦
課
方
法
并
に
徴
収
期
限
案

一

同
年
度
地
価
割
制
限
外
賦
課
の
件

一

同
年
度
歳
出
予
算
費
目
中
流
用
支
出
の
件

出
席
者

一
番 

水
野
兼
太
郎

四
番 

與
語
九
蔵

三
番 

山
田
鉄
次
郎

五
番 

青
山
亮

六
番 

浅
井
広
助

七
番 

水
野
春
次
郎

八
番

中
野
京
三
郎

九
番 

村
瀬
正
録

十
番 

加
藤
浜
三
郎

十
一
番 
三
岡
兼
松

十
三
番 

伊
藤
富
三
郎

十
五
番 

川
本
斧
次
郎

十
六
番 

松
原
磯
太
郎 

十
七
番 

戸
田
鉷
四

郎

十
八
番

青
山
義
信

計
十
五
名

欠
席
者

二
番

加
藤
永
助

十
二
番 

倉
地
勇
太
郎

十
四
番 

浅
川
幸
右
エ
門

計
三
名
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午
前
第
十
一
時
開
議
、
村
長
吉
田
知
行
議
長
席
に
着
く
。

一

財
産
明
細
表
并
明
治
三
十
九
年
事
務
報
告
を
な
す
。

一

明
治
四
十
年
度
歳
入
出
予
算
案
の
第
一
次
会
を
開
き
、
全
会
異
議
な
く
第
二
次
会
を
開
く
に
決
す
。

于
時

と

き

に

正
午
十
二
時
、
議
長
は
昼
食
の
為
め
暫
時
休
憩
を
報
す
。

午
後
第
一
時
諸
員
着
席
す
。

歳
出
経
常
部
の
第
二
次
会
を
開
き
、
第
一
款
よ
り
逐
次
議
事
に
付
し
た
る
に
、
六
番
は
前
年
度
予
算
と
本
年
度
予
算
と
異
り
た
る
部
分
の
説
明
を
乞
た
る

に
、
議
長
は
前
年
度
予
算
に
対
し
本
年
度
予
算
に
於
て
増
額
し
た
る
は
、
第
一
項
の
四
使
丁

し
ち
ょ
う

給
料
使
丁
一
人
に
付
金
五
十
銭
宛
を
増
加
し
、
第
二
項
の
五

賄
費
賄
一
回
に
付
金
三
銭
宛
を
増
せ
り
、
又
第
四
項
訴
訟
費
の
如
き
は
前
年
に
比
し
増
加
を
致
さ
さ
る
も
、
該
事
件
は
未
た
完
結
せ
さ
る
に
よ
り
、
同
一

訴
訟
費
を
再
度
編
入
し
た
る
等
詳
細
説
明
を
な
し
た
る
に
、
全
会
異
議
な
く
原
案
に
決
す
。
続
て
第
二
款
会
議
費
を
議
事
に
付
し
た
る
に
、
諸
員
異
議
な

く
原
案
に
決
。
続
て
第
三
款
土
木
費
を
議
事
に
付
し
た
る
に
、
満
場
異
議
な
く
原
案
に
決
す
。
次
に
第
四
款
教
育
費
を
議
事
に
付
し
た
る
に
、
三
番
は
第

一
項
給
料
の
増
加
し
た
る
理
由
を
問
ひ
た
る
に
、
議
長
は
是
か
説
明
を
な
し
た
る
に
、
諸
員
異
議
な
く
原
案
に
決
す
。
次
に
第
五
款
第
六
款
を
通
し
て
議

題
に
付
し
た
る
に
、
全
会
異
議
な
く
原
案
に
決
す
。
次
に
第
七
款
を
議
事
に
付
し
た
る
に
、
異
議
な
く
原
案
に
決
す
。
次
に
第
八
款
を
議
事
に
付
し
た
る



- 30 -

に
、
十
七
番
は
本
予
算
高
は
、
村
長
に
於
て
推
測
し
た
る
概
算
な
り
や
否
や
を
問
ひ
た
る
に
、
議
長
は
本
案
は
即
の
告
示
に
據 よ

り
た
る
旨
を
述
ふ
る
に
、

全
会
異
議
な
く
原
案
に
決
す
。
次
に
九
款
以
下
通
し
て
議
事
に
付
し
た
る
に
、
異
議
な
く
原
案
に
決
す
。

一

続
て
歳
入
の
第
二
次
会
を
開
き
、
第
一
款
よ
り
第
三
款
ま
て
通
し
て
議
事
に
付
し
た
る
に
、
満
場
異
議
な
く
原
案
に
決
す
。
次
に
第
四
款
よ
り
第
七

款
ま
て
通
し
て
議
題
に
供
し
た
る
に
、
諸
員
異
議
な
く
原
案
に
決
す
。
次
に
第
八
款
を
議
事
に
付
し
た
る
に
、
十
五
番
は
前
年
度
に
比
す
る
は
地
価
割
に

対
し
戸
別
割
の
多
額
な
る
理
由
を
問
ひ
た
る
に
、
議
長
は
地
価
割
初
め
営
業
割
は
孰 い

ず

れ
も
法
規
の
許
す
限
り
賦
課
し
た
る
も
の
に
て
、
此
上
賦
課
す
る
こ

と
を
得
さ
る
に
よ
り
戸
別
割
に
賦
課
し
た
る
旨
、
及
歳
出
に
於
て
最
も
多
額
の
支
出
を
要
す
る
は
教
育
費
に
し
て
、
本
年
度
の
如
き
は
校
舎
の
改
築
積
立

金
等
も
有
之
に
よ
り
、
戸
別
割
に
多
く
賦
課
せ
さ
る
を
得
さ
る
旨
、
詳
細
説
明
を
な
し
た
る
に
、
満
場
異
議
な
く
原
案
を
可
決
す
。

一

次
に
第
三
号
案
地
価
割
課
率
の
件
を
議
事
に
付
し
た
る
に
、
異
議
な
く
原
案
に
決
す
。

一

次
に
第
四
号
案
歳
出
予
算
費
目
中
流
用
支
出
の
件
を
議
事
に
付
し
た
る
に
、
全
会
異
議
な
く
原
案
に
決
す
。

一

次
に
第
二
号
案
村
税
賦
課
方
法
并
に
徴
収
期
限
案
の
第
二
次
会
を
開
き
た
る
に
、
五
番
は
原
案
に
賛
成
し
、
尚
次
会
省
略
を
確
定
せ
ん
こ
と
を
述
へ

た
る
に
、
全
会
異
議
な
く
原
案
に
確
定
す
。

一

次
に
議
長
は
、
第
三
号
四
号
案
を
一
括
し
て
第
二
次
会
を
開
く
旨
を
報
し
議
事
に
付
し
た
る
に
、
十
六
番
は
次
会
を
省
き
原
案
に
決
せ
ん
こ
と
を
述
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へ
た
る
に
、
諸
員
之
に
賛
成
原
案
に
確
定
す
。

一

次
に
歳
入
出
予
算
案
第
三
次
会
を
開
き
た
る
に
、
第
二
次
会
の
通
り
確
定
す
。

右
議
員
の
面
前
に
於
て
朗
読
を
な
し
、
左
の
三
名
署
名
す

明
治
四
十
年
三
月
二
十
六
日

議
長
村
長

吉
田
知
行

村
会
議
員

浅
井
広
助

同

山
田
鉄
次
郎

午
後
第
五
時
閉
会
す

長
久
手
村
会
議
事
録

左
記
事
件
議
決
の
為
め
、
明
治
四
十
年
三
月
二
十
八
日
、
長
久
手
村
会
を
長
久
手
村
役
場
内
議
事
場
に
招
集
す
。

一

寄
附
金
採
納
の
件

一

明
治
三
十
九
年
度
歳
入
出
追
加
予
算
案
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出
席
者

十
八
番

青
山
義
信

十
六
番 

松
原
磯
太
郎

十
七
番 

戸
田
鉷
四
郎

十
五
番 

川
本
斧
次
郎

十
三
番 

伊
藤
富
三
郎

十
一
番 

三
岡
兼
松

十
番 

加
藤
浜
三
郎

九
番 

村
瀬
正
録

八
番

中
野
京
三
郎

七
番 

水
野
春
次
郎

六
番 

浅
井
広
助

五
番 

青
山
亮

四
番 

與
語
九
蔵

三
番 

山
田
鉄

次
郎

一
番 

水
野
兼
太
郎

計
十
五
名

欠
席
者

二
番

加
藤
永
助

十
二
番 

倉
地
勇
太
郎

十
四
番 
浅
川
幸
右
エ
門

計
三
名

午
後
第
一
時
三
十
分
開
議
、
助
役
水
野
春
次
郎
議
長
席
に
着
く
。

一

寄
付
金
採
納
案
の
第
一
次
会
を
開
き
た
る
に
、
全
会
異
議
な
く
第
二
次
会
を
開
く
に
決
す
。
続
て
第
二
次
会
を
開
き
た
る
に
、
十
七
番
は
原
案
を
可

と
し
三
次
会
省
略
決
定
せ
ん
こ
と
を
演
述
し
た
る
に
、
満
場
異
議
な
く
原
案
に
確
定
す
。
茲 こ

こ

に
於
て
議
長
代
理
者
助
役
水
野
春
次
郎
議
長
席
を
退
り
、
村



- 33 -

長
吉
田
知
行
議
長
席
に
着
く
。

一

明
治
三
十
九
年
度
歳
入
出
追
加
予
算
の
第
一
次
会
を
開
き
た
る
に
、
諸
員
異
議
な
く
第
二
次
会
を
開
く
に
決
す
。
続
て
歳
出
経
常
費
の
第
二
次
会
を

開
き
、
議
長
は
本
年
度
於
て
追
加
を
要
す
る
理
由
を
説
明
し
た
る
に
、
全
員
異
議
な
く
原
案
に
決
す
。
次
に
歳
入
予
算
の
第
二
次
会
を
開
き
た
る
に
、
満

場
異
議
な
く
原
案
に
決
す
。
続
て
歳
入
出
予
算
の
第
三
次
会
を
開
き
た
る
に
、
第
二
次
会
の
通
り
確
定
す
。

右
議
員
の
面
前
に
於
て
朗
読
を
な
し
、
左
の
四
名
署
名
す
。

明
治
四
十
年
三
月
二
十
八
日

議
長
代
理
助
役

水
野
春
次
郎

議
長
村
長

吉
田
知
行

村
会
議
員

浅
井
広
助

同

午
後
第
三
時
四
十
分
閉
会
す

長
久
手
村
会
議
事
録

今
回
左
記
事
件
議
決
の
為
め
、
明
治
四
十
年
四
月
二
十
六
日
、
長
久
手
村
会
を
長
久
手
村
役
場
内
に
招
集
す
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一

旧
村
有
財
産
處
分

（
処
分
）

の
件

一

蓄
積
條
例
設
定
の
件

出
席
者

一
番 

水
野
兼
太
郎

二
番

加
藤
永
助

三
番 

山
田
鉄
次
郎

四
番 

與
語
九
蔵

五
番 

青
山
亮

六
番 

浅
井
広
助

七
番 

水
野
春
次
郎

八
番

中
野
京
三
郎

九
番 

村
瀬
正
録

十
番 

加
藤
浜
三
郎

十
一
番 

三
岡
兼
松

十
七
番 

戸
田
鉷
四
郎

十
八
番

青
山
義
信

計
十
三
名

欠
席
者

十
二
番

倉
地
勇
太
郎

十
三
番 

伊
藤
富
三
郎

十
四
番 

浅
川
幸
右
エ
門

十
五
番 

川
本
斧
次
郎

十
六
番 

松
原
磯
太
郎

計
五
名

零
時
三
十
分
開
議
、
村
長
吉
田
知
行
議
長
席
に
着
く
。

一

財
産
處
分
に
関
す
る
第
一
号
案
の
第
一
次
会
を
開
き
た
る
に
、
全
員
異
議
な
く
第
二
次
会
を
開
く
に
決
す
。
続
て
第
二
次
会
を
開
き
た
る
に
、
全
会
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異
議
な
き
に
よ
り
議
長
は
第
三
次
会
を
省
略
し
原
案
に
確
定
す
。
依
て
賛
成
者
に
起
立
を
乞
た
る
に
、
十
一
名
の
多
数
に
て
原
案
に
決
す
。
続
て
第
二
号

案
を
議
事
に
付
し
た
る
に
、
全
会
異
議
な
く
次
会
を
略
し
原
案
に
決
す
。
次
に
第
三
号
案
の
議
事
に
移
り
た
る
に
、
五
番
は
第
三
号
案
及
第
四
号
案
は
同

一
性
質
の
も
の
に
付
、
通
し
て
議
題
に
供
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
演
へ
た
る
に
よ
り
、
議
長
は
之
を
客 い

れ
第
三
号
の
一
よ
り
第
四
号
案
を
一
括
し
て
議
す
る
旨

を
報
す
る
に
、
五
番
は
原
案
に
賛
成
を
な
す
。
他
に
異
説
な
き
に
よ
り
、
議
長
は
次
会
を
省
き
原
案
に
決
定
し
て
異
議
な
き
議
員
に
起
立
を
命
し
た
る

に
、
全
員
起
立
に
て
原
案
を
確
定
す
。
続
て
第
五
号
案
及
第
六
号
案
の
第
一
次
会
を
開
き
た
る
に
、
全
会
異
議
な
く
第
二
次
会
を
開
く
に
決
す
。
続
て
第

五
号
案
の
第
二
次
会
を
開
き
た
る
に
、
全
会
異
議
な
く
原
案
に
決
す
。
続
て
第
六
号
案
の
第
二
次
会
を
開
き
た
る
に
、
十
番
は
別
紙
比
較
調
書
と
記
載
あ

る
大
字
熊
張
内
旧
北
熊
・
旧
大
草
の
内
訳
を
取
消
さ
ん
こ
と
を
述
へ
た
る
に
、
六
番
・
八
番
・
十
七
番
賛
成
を
な
す
。
依
て
議
長
は
大
字
熊
張
内
旧
北
熊

及
旧
大
草
の
区
別
を
取
消
し
、
大
字
熊
張
の
一
と
な
す
十
番
説
に
異
議
な
き
諸
員
に
起
立
を
請
た
る
に
、
起
立
者
十
二
名
の
多
数
に
て
取
消
す
事
に
決

す
。
依
て
議
長
は
書
記
を
し
て
、
財
産
額
旧
北
熊
の
次
位
に
あ
る
長
湫
を
標
準
と
し
蓄
積
す
へ
き
金
額
を
訂
正
な
さ
し
め
、
会
議
に
報
告
を
な
す
。
八
番

は
、
本
案
に
五
カ
年
以
内
と
あ
る
を
八
カ
年
と
修
正
せ
ん
こ
と
を
述
へ
た
る
に
、
満
場
異
議
な
く
賛
成
修
正
に
決
す
。
六
番
は
本
案
に
左
の
但
書
を
加
へ

ん
こ
と
を
述
り
『
但
本
期
限
内
に
於
て
、
本
案
見
積
価
格
に
対
し
大
く
な
る
変
動
を
来
し
た
る
も
の
あ
る
と
き
は
、
村
会
の
決
議
を
経
て
之
を
更
正
す
る

こ
と
あ
る
へ
し
』
二
番
・
八
番
・
十
番
之
に
賛
成
を
な
し
た
る
に
よ
り
、
議
長
は
之
を
議
題
と
な
し
、
議
事
に
付
し
た
る
に
全
会
異
議
な
く
之
に
決
す
。

続
て
第
五
号
・
第
六
号
案
の
第
三
次
会
を
開
き
た
る
に
、
第
二
次
会
の
通
り
確
定
す
。



- 36 -

一

次
に
蓄
積
條
例
案
の
第
一
次
会
を
開
き
た
る
に
、
六
番
は
村
廃
合
に
よ
り
学
校
舎
改
築
の
為
め
非
常
な
る
支
出
を
要
す
へ
く
に
よ
り
、
校
舎
築
造
の

完
成
す
る
ま
て
蓄
積
を
延
期
せ
ん
こ
と
を
演
へ
た
る
に
、
満
場
之
に
賛
成
延
期
に
決
す
。

右
議
員
の
面
前
に
於
て
朗
読
を
な
し
、
左
の
三
名
署
名
す
。

明
治
四
十
年
四
月
二
十
六
日

議
長

村
長

吉
田
知
行

村
会
議
員

山
田
鉄
次
郎

同

浅
井
広
助

午
後
第
五
時
五
十
分
閉
会
す

長
久
手
村
会
議
事
録

今
回
左
の
事
件
議
決
の
為
め
、
七
月
二
十
七
日
、
長
久
手
村
会
を
長
久
手
村
役
場
内
に
招
集
す
。

一

明
治
三
十
九
年
度
歳
入
出
決
算
報
告
の
件

一

明
治
四
十
年
度
歳
入
出
予
算
追
加
の
件
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出
席
者

二
番

加
藤
永
助

四
番 

與
語
九
蔵

五
番 

青
山
亮

六
番 

浅
井
広
助

七
番 

水
野
春
次
郎

九
番 

村
瀬
正
録

十
番 

加
藤
浜
三
郎

十
一
番 

三
岡
兼
松

十
三
番 

伊
藤
富
三
郎

十
五
番 

川
本
斧
次
郎

十
六
番 

松
原
磯
太
郎

十
七
番 

戸
田
鉷
四
郎

十
八
番

青
山
義
信

計
十
三
名

欠
席
者

一
番 

水
野
兼
太
郎

三
番 

山
田
鉄
次
郎

八
番

中
野
京
三
郎

十
二
番

倉
地
勇
太
郎

十
四
番 

浅
川
幸
右
エ
門

計
五
名

午
後
第
一
時
開
会
、
村
長
吉
田
知
行
議
長
席
に
着
く
。

本
議
は
町
村
制
第
百
三
十
條
に
依
り
、
議
長
及
代
理
者
共
に
故
障
あ
る
に
よ
り
、
年
長
議
員
二
番
加
藤
永
助
を
以
て
議
長
席
に
着
か
し
め
、
村
長
は
退
席

す
。

明
治
三
十
九
年
度
歳
入
出
決
算
報
告
を
認
定
に
付
す
。
本
報
告
書
は
数
冊
あ
る
に
よ
り
、
別
に
調
査
委
員
を
設
け
す
各
員
に
て
逐
一
調
査
せ
ん
と
の
十
七
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番
説
に
諸
員
異
議
な
き
に
よ
り
、
直
ち
に
明
治
三
十
九
年(

四
月
一
日
よ
り
五
月
十
日
至
る)

旧
村
の
歳
入
出
決
算
、
及
長
湫
尋
常
小
学
校
初
め
存
続
期
間

に
係
る
歳
入
出
決
算
、
并
に
長
久
手
村
明
治
三
十
九
年
度
歳
入
出
決
算
報
告
を
逐
一
調
査
を
遂
け
た
る
に
、
全
会
異
議
な
く
何
れ
も
正
当
の
決
算
と
認
定

す
。
年
長
議
員
議
長
加
藤
永
助
退
席
す
。
村
長
吉
田
知
行
議
長
席
に
着
く
。

明
治
四
十
年
度
歳
入
出
追
加
予
算
案
の
第
一
次
会
を
議
事
に
付
し
た
る
に
、
全
会
異
議
な
く
次
会
を
省
略
し
て
原
案
に
決
す
。

右
議
員
の
面
前
に
於
て
朗
読
を
な
し
、
左
の
四
名
署
名
す

明
治
四
十
年
七
月
二
十
七
日

議
長
村
長

吉
田
知
行

議
長
年
長
議
員

加
藤
永
助

議
員

青
山
義
信

同

戸
田
鉷
四
郎

午
後
第
五
時
三
十
分
閉
会

村
会
議
事
録

左
記
事
件
議
決
の
為
め
、
明
治
四
十
年
十
二
月
十
六
日
、
長
久
手
村
会
を
長
久
手
村
役
場
内
に
招
集
す
。
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一

砂
防
工
事
施
行
申
請
の
件

出
席
者

一
番 

水
野
兼
太
郎

八
番

中
野
京
三
郎

二
番

加
藤
永
助

九
番 

村
瀬
正
録

三
番 

山
田
鉄
次
郎

十
一
番 

三
岡
兼
松

四
番 

與
語
九
蔵

十
二
番

倉
地
勇
太
郎

五
番 

青
山
亮

十
三
番 

伊
藤
富
三
郎

六
番 

浅
井
広
助

十
四
番 

浅
川
幸
右
エ
門

七
番 

水
野
春
次
郎

十
五
番 

川
本

斧
次
郎

十
六
番 

松
原
磯
太
郎

十
七
番 

戸
田
鉷
四
郎

十
八
番

青
山
義
信

計
十
七
名

欠
席
者

十
番 

加
藤
浜
三
郎

計
一
名

午
後
第
一
時
開

儀
（
マ
マ
）

、
村
長
吉
田
知
行
議
長
席
に
着
く
。

一

砂
防
工
事
急
速
施
行
方
申
請
案
の
第
一
次
会
を
開
き
た
る
に
、
第
二
次
会
を
開
く
に
決
す
。
続
て
第
二
次
会
を
開
き
た
る
に
、
十
八
番
は
本
案
は
県
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有
山
林
に
限
り
た
る
も
の
の
、
よ
く
其
理
由
を
問
た
る
に
、
議
長
は
本
案
は
別
紙
の
通
り
各
大
字
初
め
の
請
求
に
よ
り
た
る
も
の
に
付
、
其
請
求
に
係
る

ケ
所
を
記
載
し
た
る
旨
答
へ
ら
れ
た
る
に
、
十
八
番
は
砂
防
工
事
は
何
れ
の
ケ
所
も
必
要
な
る
に
よ
り
、
本
案
県
有
山
林
の
下
へ
「
其
他
村
有
山
林
」
の

文
字
を
記
入
せ
ん
こ
と
を
述
へ
た
る
に
、
三
番
・
九
番
賛
成
す
る
に
全
会
異
議
な
き
に
よ
り
修
正
に
決
す
。
続
て
第
三
次
会
を
開
き
た
る
に
、
第
二
次
会

の
通
り
確
定
す
。

右
議
員
の
面
前
に
於
て
朗
読
を
な
し
、
左
の
三
名
署
名
す
。

明
治
四
十
年
十
二
月
十
六
日

議
長
村
長

吉
田
知
行

村
会
議
員

同

戸
田
鉷
四
郎

青
山
亮

午
後
第
四
時
閉
会
す

長
久
手
村
会
議
事
録

左
記
事
件
議
決
の
為
め
、
明
治
四
十
年
十
二
月
二
十
日
、
臨
時
長
久
手
村
会
を
長
久
手
村
役
場
に
招
集
す
。
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一

山
林
貸
借
訴
訟
の
件

一

代
理
委
任
の
件

一

明
治
四
十
年
度
歳
出
予
算
変
更
の
件

出
席
者

二
番

加
藤
永
助

九
番 

村
瀬
正
録

三
番 

山
田
鉄
次
郎

十
一
番 

三
岡
兼
松

五
番 

青
山
亮

十
三
番 

伊
藤
富
三
郎

七
番 

水
野
春
次
郎

十

四
番 

浅
川
幸
右
エ
門

八
番

中
野
京
三
郎

十
五
番 

川
本
斧
次
郎

十
六
番 

松
原
磯
太
郎

十
八
番

青
山
義
信

十
七
番 

戸
田
鉷
四
郎

計
十
三
名

欠
席
者

一
番 

水
野
兼
太
郎

十
番 

加
藤
浜
三
郎

四
番 

與
語
九
蔵

十
二
番

倉
地
勇
太
郎

六
番 

浅
井
広
助

計
五
名

午
後
第
一
時
開
議
、
議
長
村
長
吉
田
知
行
議
長
席
に
着
く
。
議
長
は
傍
聴
人
に
対
し
制
第
四
十
七
條

１
２

に
よ
り
傍
聴
を
禁
じ
、
傍
聴
者
を
退
席
せ
し
む
。
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一

山
林
貸
借
訴
訟
事
件

１
３

、
及
ひ
是
れ
に
付
帯
し
た
る
第
二
号
・
第
三
号
案
の
第
一
次
会
を
開
き
、
大
体
の
説
明
を
な
し
た
る
に
、
全
会
異
議
な
く
第

二
次
会
を
開
く
に
決
す
。
続
て
第
一
号
案
の
第
二
次
会
を
開
き
、
別
冊
判
決
書
及
引
證

（
引
証
）

し
た
る
書
類
を
提
示
し
、
是
迄
の
経
歴
を
説
明
し
た
り
。
五
番

は
、
本
員
は
此
の
書
類
を
以
て
上
告
す
れ
は
勝
訴
す
る
や
否
や
認
定
す
る
こ
と
を
得
た
る
も
、
被
控
訴
村
が
本
判
決
の
如
く
不
正
行
為
を
な
し
た
る
も
の

な
ら
ば
止
む
を
得
さ
れ
と
も
、
正
義
を
以
て
為
し
参
り
た
る
事
実
に
反
す
る
判
決
な
ら
ば
、
上
告
の
必
要
あ
る
も
の
と
思
考
す
。
仍 よ

り

て
原
案
に
賛
成
す
と

述
り
。
八
番
は
、
本
件
は
大
問
題
に
付
延
期
を
な
し
篤 と

く

と
思
考
せ
ん
こ
と
を
述
り
。
十
五
番
は
本
件
は
控
訴
院
に
於
て
敗
訴
の
判
決
あ
り
た
る
に
付
て

は
、
之
れ
に
服
従
す
れ
は
夫 そ

れ
迄
な
れ
と
も
、
上
告
せ
ん
と
す
る
に
は
期
日
も
あ
る
こ
と
故
に
、
本
日
決
定
せ
ん
こ
と
を
述
ふ
。
十
八
番
は
五
番
の
原
案

賛
成
説
に
同
意
賛
成
す
る
旨
を
述
り
、
議
長
は
第
八
番
説
に
同
意
の
議
員
に
起
立
を
命
し
た
る
に
、
起
立
者
な
し
。
仍
て
本
案
は
原
案
に
決
た
る
旨
を
述

り
。
続
て
第
二
号
案
の
第
二
次
会
を
開
き
た
る
に
、
全
会
異
議
な
く
議
長
に
一
任
す
る
こ
と
に
決
す
。
第
三
号
案
の
第
二
次
会
を
開
き
た
る
に
、
全
会
異

議
な
く
原
案
に
決
す
。
続
て
第
一
・
第
二
・
第
三
号
案
を
通
し
て
第
三
次
会
を
開
き
し
に
、
第
二
次
会
の
通
り
確
定
す
。

右
議
員
の
面
前
に
於
て
朗
読
を
な
し
、
左
の
三
名
署
名
す

明
治
四
十
年
十
二
月
二
十
日

議
長
村
長

吉
田
知
行

議
員

山
田
鉄
次
郎

同

加
藤
永
助
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午
後
第
四
時
閉
会
す

長
久
手
村
会
議
事
録

左
記
事
件
議
決
の
為
め
、
明
治
四
十
一
年
一
月
十
七
日
、
臨
時
長
久
手
村
会
を
長
久
手
村
役
場
内
に
招
集
す

一

原
告
本
村
大
字
長
湫
川
本
澤
助
よ
り
、
同
村
同
大
字
に
係
る
契
約
履
行
請
求
事
件
に
関
す
る
件

出
席
者

一
番 

水
野
兼
太
郎

八
番

中
野
京
三
郎

二
番

加
藤
永
助

九
番 

村
瀬
正
録

三
番 

山
田
鉄
次
郎

十
番 

加
藤
浜
三
郎

六
番 

浅
井
広
助

十
一
番 

三
岡
兼
松

七
番 

水
野
春
次
郎

十
三
番 

伊
藤
富
三
郎

十
四
番 

浅
川
幸
右
エ
門

十
七
番 

戸
田
鉷
四
郎

十
五
番 

川
本
斧
次
郎

十
八

番

青
山
義
信

十
六
番 

松
原
磯
太
郎

計
十
五
名

欠
席
者
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四
番 

與
語
九
蔵

十
二
番

倉
地
勇
太
郎

五
番 

青
山
亮

計
三
名

午
後
第
二
時
開
議
、
議
長
村
長
吉
田
知
行
議
長
席
に
着
く
。

一

契
約
履
行
請
求
事
件(
本
日
提
出)

案
を
議
事
に
付
し
、
第
一
次
会
を
開
き
た
る
に
、
全
会
異
議
な
く
第
二
次
会
を
開
く
に
決
す
。
続
て
第
二
次
会
を

開
き
た
る
に
、
諸
員
異
議
な
く
原
案
に
決
す
。
続
て
第
三
次
会
を
開
き
た
る
に
、
第
二
次
会
の
通
り
確
定
す
。

右
議
員
の
面
前
に
於
て
朗
読
を
な
し
、
左
の
三
名
署
名
す

明
治
四
十
一
年
二
月
十
七
日

議
長
村
長

吉
田
知
行

村
会
議
員

川
本
斧
次
郎

同

戸
田
鉷
四
郎

午
後
第
五
時
閉
会
す

長
久
手
村
会
議
事
録
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左
記
事
件
議
決
の
為
め
、
明
治
四
十
一
年
二
月
二
十
九
日
、
長
久
手
村
会
を
長
久
手
村
役
場
内
に
召
集
す
。

一

明
治
四
十
一
年
度
県
税
戸
数
割
賦
課
方
法
案

出
席
者

一
番 

水
野
兼
太
郎 

八
番 
中
野
京
三
郎

二
番 

加
藤
永
助 

九
番 

村
瀬
正
録

三
番 

山
田
鉄
次
郎 

十
番 

加
藤
浜
三
郎

四
番 

與
語
九
蔵 

十
一
番 

三
岡
兼
松

五
番 

青
山
亮 

十
三
番 
伊
藤
富
三
郎

六
番 

浅
井
広
助 

十
四
番 

浅
川
幸
右
エ
門

七
番 

水
野
春
次
郎 

十
六
番 

松
原
磯
太
郎

十
七

番 

戸
田
鉷
四
郎 

十
八
番 

青
山
義
信

計
十
六
名

欠
席
者

十
二
番 

倉
地
勇
太
郎

十
五
番 

川
本
斧
次
郎

計
二
名

午
前
第
十
時
開
議
、
議
長
村
長
吉
田
知
行
議
長
席
に
着
く
。
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明
治
四
十
一
年
度
県
税
戸
数
割
賦
課
方
法
案
を
議
事
に
付
し
、
第
一
次
会
を
開
き
た
る
に
、
全
会
異
議
な
く
第
二
次
会
を
開
く
に
決
す
。
続
て
第
二
次
会

を
開
き
た
る
に
、
十
七
番
は
同
一
等
級
に
あ
る
甲
乙
大
字
の
者
と
丙
丁
大
字
の
者
と
の
比
較
を
な
し
、

而
し
こ
う

し
て
大
字
毎
に
於
て
在
住
の
議
員
其
大
字
の

委
員
と
な
り
、
調
査
せ
ん
こ
と
を
述
へ
た
る
に
、
満
場
異
議
な
く
是
に
賛
し
、
各
員
之
が
調
査
を
な
す
。
午
前
第
三
時
調
査
の
結
果
を
報
す
。
十
七
番
は

二
十
七
等
伊
藤
善
九
朗
を
二
十
六
等
へ
、
三
十
二
等
の
中
野
仁
三
郎
を
三
十
一
等
へ
繰
上
け
、
二
十
三
等
中
野
良
吉
を
二
十
五
等
へ
、
三
十
一
等
中
野
吉

之
助
を
三
十
二
等
へ
、
二
十
等
近
藤
左
五
郎
を
二
十
一
等
へ
、
三
十
二
等
中
野
兼
蔵
を
三
十
三
等
へ
繰
下
げ
、
三
十
三
等
中
野
祭
助
は
死
亡
後
、
其
遺
族

(

中
野
仁
三
郎
家
属
す
な
り)

一
定
独
立
生
計
を
成
す
能 あ

た

わ
さ
る
も
の
に
付
之
を
削
り
、
井
藤
乙
市
は
公
然
分
家
の
届
出
を
な
さ
さ
る
も
、
一
家
の
生
計
を

為
す
も
の
に
付
、
三
十
五
等
へ
組
入
賦
課
せ
ん
こ
と
を
述
べ
た
る
に
、
全
会
異
議
な
く
こ
れ
に
決
す
。
十
三
番
は
二
十
二
等
中
の
加
藤
民
三
郎
・
興
語
義

三
郎
を
二
十
一
等
へ
繰
上
け
、
二
十
八
等
水
野
仁
三
郎
を
二
十
九
等
へ
引
下
け
ん
こ
と
を
述
へ
た
る
に
、
諸
員
異
議
な
く
こ
れ
に
決
す
。
十
六
番
は
二
十

等
の
福
岡
金
太
郎
を
十
九
等
へ
、
二
十
二
等
の
河
井
鉄
次
郎
を
二
十
一
等
へ
、
二
十
七
等
の
加
藤
広
三
郎
を
二
十
五
等
へ
、
二
十
九
等
浅
井
鶴
次
郎
を
二

十
七
等
へ
、
二
十
八
等
の
倉
地
仁
三
郎
を
二
十
七
等
へ
、
二
十
九
等
加
藤
助
十
を
二
十
七
等
へ
、
二
十
五
等
浅
井
彦
三
郎
を
二
十
三
等
へ
、
十
三
等
の
加

藤
幸
太
郎
を
十
二
等
へ
繰
上
け
、

而
し
こ
う

し
て
十
三
等
の
加
藤
善
麓
を
十
四
等
へ
、
十
七
等
の
加
藤
濱
助
を
十
五
番
へ
、
二
十
一
等
の
加
藤
針
太
郎
を
二
十

三
等
へ
、
二
十
二
等
の
松
原
長
之
助
を
二
十
三
等
へ
、
二
十
一
等
の
加
藤
太
七
を
二
十
二
等
へ
、
二
十
三
等
浅
井
政
四
郎
を
二
十
四
等
へ
、
二
十
七
等
の

伊
藤
嘉
六
を
二
十
八
等
へ
繰
下
け
、
二
十
七
等
の
加
藤
又
助
を
二
十
六
等
へ
繰
上
け
ん
こ
と
を
陳
述
し
た
る
に
、
満
場
異
議
異
説
な
く
之
れ
に
決
す
。
九
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番
は
十
三
等
加
藤
賢
二
・
川
本
助
三
郎
を
十
四
等
へ
、
十
五
等
の
川
本
み
子 ね

を
十
六
等
へ
、
二
十
二
等
の
山
田
鍋
三
郎
を
二
十
四
等
、
大
橋
政
数
を
二
十

五
等
へ
、
二
十
六
等
山
田
富
士
三
郎
を
二
十
九
等
へ
、
二
十
七
等
の
寺
島
惣
市
を
二
十
九
等
へ
、
山
田
賢
二
郎
を
二
十
八
等
へ
、
二
十
八
等
の
山
田
丈
太

郎
を
二
十
九
等
へ
、
山
田
鉱
太
郎
を
三
十
等
へ
、
二
十
九
等
川
本
粂
三
郎
・
山
田
亀
助
を
三
十
等
へ
、
三
十
一
等
の
山
田
彦
太
郎
を
三
十
三
等
へ
繰
下

け
、

而
し
こ
う

し
て
三
十
九
等
の
青
山
伊
八
を
二
十
九
等
へ
、
二
十
八
等
川
本
松
三
郎
を
二
十
七
等
へ
、
二
十
七
等
の
川
本
喜
曽
八
を
二
十
六
等
へ
、
二
十
等

の
青
山
仙
之
左
エ
門
を
十
九
等
へ
、
十
九
等
の
青
山
敬
一
を
十
八
等
へ
、
十
六
等
の
水
野
儀
十
を
十
五
等
へ
、
十
一
等
の
山
田
弥
助
を
十
等
へ
、
十
等
の

青
山
清
四
郎
を
九
等
へ
、
六
等
山
田
仙
太
郎
を
五
等
へ
繰
上
け
ん
こ
と
を
述
へ
た
る
に
、
全
会
異
議
な
く
之
れ
に
決
す
。
六
番
は
二
十
六
等
青
山
喜
代
蔵

を
二
十
四
等
に
繰
上
け
ん
こ
と
を
述
へ
た
る
に
、
賛
成
者
な
く
、
十
六
番
は
二
十
五
等
へ
昇
級
せ
ん
こ
と
を
述
へ
た
る
に
、
全
会
賛
成
之
れ
に
決
す
。
九

番
は
一
等
百
二
十
個
を
百
個
に
、
二
等
百
個
を
八
十
個
に
、
三
等
七
十
五
個
を
六
十
個
に
修
正
せ
ん
こ
と
を
述
へ
た
る
に
、
十
四
番
・
十
八
番
賛
成
を
な

す
。
六
番
は
、
之
れ
に
反
し
課
率
全
部
原
案
に
決
せ
し
こ
と
を
述
ふ
。
議
長
は
他
に
異
説
な
き
を
認
め
、
採
決
の
旨
を
報
し
、
九
番
の
修
正
説
に
同
意
旨

の
起
立
を
請
ひ
た
る
に
、
起
立
者
少
数
。
仍
て
九
番
の
修
正
説
は
否
決
す
。
次
に
、
六
番
の
全
部
原
案
賛
成
説
に
同
意
の
諸
員
に
起
立
を
命
し
た
る
に
、

起
立
者
多
数
。
仍
て
原
案
に
決
す
。
続
て
第
三
次
会
を
開
き
た
る
に
、
第
二
次
会
の
通
り
確
定
す
。

右
議
員
の
面
前
に
於
て
朗
読
を
な
し
、
左
の
三
名
署
名
す
。

明
治
四
十
一
年
二
月
二
十
九
日
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議
長
村
長

吉
田
知
行

村
会
議
員

加
藤
永
助

同

松
原
磯
太
郎

午
後
第
五
時
閉
会
す

長
久
手
村
会
議
事
録

今
回
左
の
事
件
議
決
及
報
告
の
為
め
、
明
治
四
十
一
年
三
月
二
十
八
日
、
長
久
手
村
会
を
招
集
し
た
る
に
出
席
議
員
八
名
に
し
て
定
数
に
充
た
さ
り
し

故
、
更
に
同
月
三
十
日
、
長
久
手
村
会
を
長
久
手
村
役
場
内
に
招
集
す
。

一

助
役
事
務
分
掌
の
件

一

財
産
明
細
表
并
に
明
治
四
十
年
事
務
報
告
の
件

一

明
治
四
十
一
年
度
歳
入
出
予
算
案

一

明
治
四
十
一
年
度
地
価
割
制
限
外
賦
課
の
件

一

同
年
度
村
税
賦
課
方
法
并
に
徴
収
期
限
案
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一

同
年
度
歳
出
予
算
費
目
中
流
用
支
出
の
件

出
席
者

一
番 

水
野
兼
太
郎

十
四
番 

浅
川
幸
右
エ
門

七
番 

水
野
春
次
郎

十
六
番 

松
原
磯
太
郎

九
番 

村
瀬
正
録

十
七
番 

戸
田
鉷
四
郎

十
番 

加

藤
浜
三
郎

十
八
番 

青
山
義
信

十
三
番 

伊
藤
富
三
郎

計
九
名

欠
席
者

二
番 

加
藤
永
助

八
番 

中
野
京
三
郎

三
番 

山
田
鉄
次
郎

十
一
番 

三
岡
兼
松

四
番 

與
語
九
蔵

十
二
番 

倉
地
勇
太
郎

五
番 

青
山
亮

十

五
番 

川
本
斧
次
郎

六
番 

浅
井
広
助

午
前
第
十
時
三
十
分
開
議
、
議
長
村
長
吉
田
知
行
議
長
席
に
着
く
。

一

明
治
四
十
一
年
第
三
号
案
助
役
事
務
分
掌
の
件
を
議
事
に
付
し
、
第
一
次
会
を
開
き
た
る
に
、
全
会
異
議
な
く
第
二
次
会
を
開
く
に
決
す
。
続
て
第

二
次
会
を
開
き
た
る
に
、
全
会
異
議
な
き
に
よ
り
三
次
会
を
省
略
原
案
に
確
定
す
。
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一

財
産
明
細
表
明
治
四
十
年
事
務
報
告
を
な
す
。

一

明
治
四
十
一
年
度
歳
入
出
予
算
案
の
第
一
次
会
を
開
き
た
る
に
、
全
会
異
議
な
く
第
二
次
会
を
開
く
に
決
す
。
于
時

と

き

に

正
午
十
二
時
、
議
長
は
昼
食
の

為
め
暫
時
休
憩
を
報
す
。

午
後
第
一
時
歳
出
経
常
費
の
第
二
次
会
を
開
き
、
第
一
款
よ
り
逐
次
議
事
に
付
し
た
る
に
、
十
八
番
は
本
款
項
目
を
調
査
す
る
に
、
前
年
度
と
大
差
な
き

も
の
に
付
原
案
に
異
議
な
き
旨
を
述
へ
た
る
に
、
諸
員
異
議
な
く
原
案
に
決
す
。
続
て
第
二
款
を
議
事
に
付
し
た
る
に
、
満
場
異
議
な
く
原
案
に
決
す
。

続
て
第
三
款
土
木
費
を
議
事
に
付
し
た
る
に
、
十
六
番
は
第
一
目
附
記
欄
に
大
字
長
湫
下
川
原
及
草
掛
前
後
の
道
路
と
記
載
あ
り
て
、
他
大
字
に
係
る
道

路
の
明
記
な
き
は
、
本
年
度
に
於
て
修
繕
を
要
す
る
ヶ
所
は
、
他
の
道
路
に
は
無
之
見
込
な
り
や
否
や
と
問
ひ
た
る
に
、
議
長
は
右
三
ヶ
所
の
み
を
揚
け

た
る
は
、
其
一
場
を
示
し
た
る
も
の
に
て
、
例
え
は
草
掛
宮
道
路
線
と
云
ふ
と
き
は
、
東
春
日
井
郡
守
山
町
大
字
森
孝
境
よ
り
西
加
茂
郡
保
見
村
大
字
大

畑
界
に
至
る
ま
て
を
差
し
た
る
も
の
な
り
と
説
明
せ
ら
れ
た
る
に
、
而 し

か

ら
は
本
目
以
下
全
部
原
案
に
賛
成
を
表
し
た
る
に
、
議
員
異
議
な
く
原
案
に
決

す
。
次
に
教
育
費
全
部
を
通
し
て
議
事
に
付
し
た
る
に
、
十
四
番
は
歳
出
は
成
る
へ
く
削
減
を
加
へ
た
き
も
、
世
の
発
展
え
教
育
に
重
き
を
置
か
る
へ
き

今
日
に
付
、
本
予
算
に
於
て
教
育
施
設
上
支
障
な
き
や
を
問
ひ
た
る
に
、
議
長
は
元
よ
り
歳
入
に
財
源
な
き
に
よ
り
、
及
ふ
限
り
節
倹

（
倹
約
）

を
加
へ
た
る
も
の

に
付
余
裕
は
あ
ら
さ
る
も
、
支
給
規
則
等
改
正
に
よ
り
給
料
等
は
前
年
度
よ
り
増
加
し
た
る
も
の
に
付
、
本
予
算
内
に
於
て
支
払
し
得
る
見
込
な
る
旨
を

説
明
せ
ら
れ
た
る
に
、
本
款
全
部
原
案
に
賛
成
す
る
十
四
番
説
を
全
会
異
議
な
く
、
之
に
決
す
。
十
八
番
は
、
第
五
款
以
下
全
部
原
案
に
異
議
な
き
に
よ
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り
、
通
し
て
議
題
に
供
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
求
め
た
る
に
、
議
長
は
第
五
款
よ
り
十
一
款
ま
て
通
し
て
議
事
に
付
し
た
る
に
、
満
場
異
議
な
く
原
案
に
決

す
。
続
て
歳
入
の
第
二
次
会
を
開
き
、
議
長
は
本
年
度
予
算
に
村
税
賦
課
率
初
め
、
総
て
前
年
度
に
同
し
た
る
も
の
に
付
、
其
金
額
に
於
て
も
前
年
度
と

大
差
な
き
も
の
な
り
。
独 ひ

と

つ
雑
収
入
高
等
学
校
授
業
に
於
て
は
、
尋
常
小
学
校
義
務
年
限
の
延
長
に
伴
ひ
高
等
科
の
生
徒
数
減
し
た
る
に
よ
り
、
其
金
額

に
於
て
は
減
額
し
た
る
も
の
の
、
一
人
別
月
額
授
業
料
に
於
て
は
前
年
度
と
違
ふ
こ
と
な
し
。
又
本
年
度
に
於
て
新
た
に
保
管
金
預
入
の
目
を
設
け
た
る

は
、
支
払
余
裕
金
の
預
入
を
な
し
利
殖
を
計
ら
ん
と
し
た
る
所
以
ん
を
演 の

ふ
る
に
、
十
七
番
は
歳
入
全
部
原
案
に
異
議
な
き
旨
を
述
ふ
る
に
、
全
会
異
議

な
く
原
案
を
決
す
。
続
て
歳
出
歳
入
の
第
三
次
会
を
開
き
た
る
に
、
第
二
次
会
の
通
り
確
定
す
。

一

次
に
地
価
割
制
限
外
賦
課
の
件
を
議
事
に
付
し
た
る
に
、
十
七
番
は
本
案
は
歳
入
予
算
議
決
の
結
果
止
む
を
得
さ
る
も
の
に
付
、
次
会
を
省
略
し
原

案
に
確
定
せ
ん
こ
と
を
述
ふ
る
に
、
全
会
異
議
な
く
之
に
決
す
。

一

続
て
第
六
款
案
村
税
賦
課
方
法
、
并
に
徴
収
期
限
案
を
議
事
に
付
し
た
る
に
、
全
会
異
議
な
き
に
よ
り
議
長
は
次
会
省
略
確
定
し
て
差
支
な
き
や
を

諮
り
た
る
に
、
満
場
異
議
な
く
原
案
に
確
定
す
。

一

続
て(

第
七
号
案)

明
治
四
十
一
年
度
歳
出
予
算
費
目
中
流
用
支
出
の
件
を
議
事
に
付
し
た
る
に
、
九
番
は
前
案
同
様
次
会
を
略
し
原
案
に
決
せ
ん
こ

と
を
述
へ
た
る
に
、
諸
員
異
議
な
く
原
案
に
確
定
す
。
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右
議
員
の
面
前
に
於
て
朗
読
を
な
し
、
左
の
三
名
署
名
す
。

明
治
四
十
一
年
三
月
三
十
日

議
長
村
長 

吉
田
知
行

議
員 

浅
川
幸
右
エ
門

同 

松
原
磯
太
郎

午
後
第
四
時
三
十
分
閉
会
す

村
会
議
事
録

左
記
事
件
議
決
の
為
め
、
明
治
四
十
一
年
四
月
六
日
、
長
久
手
村
会
を
長
久
手
村
役
場
内
に
招
集
す
。

一

亜
炭
採
掘
権
獲
得
の
為
め
、
契
約
締
結
の
件

一

常
設
委
員
浅
井
伝
右
エ
門
辞
任
に
付
、
後
任
者
選
挙
の
件

一

同
上
浅
井
伝
右
エ
門
辞
任
の
理
由
、
当
否
認
定
の
件

一

道
路
改
修
の
件
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出
席
者

三
番 
山
田
鉄
次
郎 

九
番 

村
瀬
正
録

六
番 

浅
井
広
助

十
番 

加
藤
浜
三
郎

七
番 

水
野
春
次
郎 

十
一
番 

三
岡
兼
松

八
番 

中
野
京
三
郎 

十
五

番 

川
本
斧
次
郎

十
七
番 

戸
田
鉷
四
郎 

十
六
番 

松
原
磯
太
郎

計
十
名

欠
席
者

一
番 

水
野
兼
太
郎 

十
二
番 

倉
地
勇
太
郎

二
番 

加
藤
永
助 

十
三
番 

伊
藤
富
三
郎

四
番 

與
語
九
蔵 

十
四
番 

浅
川
幸
右
エ
門

五
番 

青
山
亮 

十
八
番 

青
山
義
信

計
八
名

午
前
零
時
三
十
分
開
議
、
議
長
村
長
吉
田
知
行
議
長
席
に
着
く
。

第
八
号
議
案
亜
炭
採
掘
権
獲
得

１
４

に
関
す
る
契
約
締
結
案
の
第
一
次
会
を
開
き
た
る
に
、
全
会
異
議
な
く
第
二
次
会
を
開
く
に
決
す
。
続
て
第
二
次
会
を

開
き
、
議
長
は
確
定
判
決
に
基
き
亜
炭
採
掘
権
獲
得
せ
ん
か
た
め
、
其
採
掘
権
者
へ
対
し
交
渉
し
た
る
結
果(

山
田
金
太
郎
と
中
央
炭
鉱
株
式
会
社
と
の
関
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係
、
及
山
田
金
太
郎
よ
り
提
示
し
た
る
三
十
四
年
契
約
の
当
時
村
長
よ
り
同
人
へ
與 あ

た

へ
た
る
書
類)

を
報
告
し
、
催
告
期
日
に
余
日
な
き
に
よ
り
、
止
む
を

得
す
本
契
約
を
締
結
す
る
も
の
に
付
、
速
に
賛
成
あ
ら
ん
こ
と
を
求
め
た
る
に
、
六
番
は
、
青
山
亮
初
め
の
契
約
書
に
あ
る
入
費
金
等
明
文
に
対
し
本
契

約
第
三
第
四
項
を
存
し
、
議
決
す
べ
き
は
真
に
心
苦
し
き
に
付
、
右
の
二
項
を
削
除
し
た
き
こ
と
を
述
ふ
る
に
、
十
六
番
之
に
同
意
す
る
の
外
他
に
賛
成

す
る
も
の
な
く
、
十
七
番
は
、
六
番
説
に
賛
成
し
た
き
も
此
場
合
に
迫
り
た
る
上
に
原
案
に
賛
成
す
る
の
外
な
き
旨
を
述
ふ
る
に
、
諸
員
之
に
賛
成
原
案

に
決
す
。
続
て
第
三
次
会
を
開
き
た
る
に
、
全
会
異
議
な
く
原
案
に
確
定
す
。

一

常
設
委
員
浅
井
伝
右
エ
門
辞
任
届
出
に
付
、
後
任
者
の
選
挙
を
行
ふ
其
顛
末
左
の
如
し
。

十
票 

浅
井
松
兵
衛

依
て
全
数
を
得
た
る
に
よ
り
、
浅
井
松
兵
衛
当
選
す
。

一

常
設
委
員
浅
井
伝
右
エ
門
辞
任
の
理
由
、
当
否
認
定
の
件
を
議
事
に
付
し
た
る
に
、
全
会
異
議
な
く
正
当
の
理
由
あ
る
も
の
と
決
す
。

一

次
に
道
路
改
修
案
を
議
事
に
付
し
た
る
に
、
六
番
は
本
案
は
席
上
の
み
に
て
其
可
否
決
し
か
た
き
に
付
、
各
員
に
於
て
実
地
に
付
き
篤 と

く

と
調
査
を
な

し
、

而
し
こ
う

し
て
之
を
決
せ
ん
こ
と
を
述
へ
た
る
に
、
十
番
・
十
五
番
・
十
七
番
之
に
賛
成
し
た
る
に
よ
り
、
議
長
は
本
案
の
議
決
を
延
期
し
直
ち
に
調
査

に
着
手
せ
ん
か
為
め
、
之
に
て
閉
会
せ
ん
こ
と
を
宣 の

へ
た
り
。
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右
議
員
の
面
前
に
於
て
朗
読
を
な
し
、
左
の
三
名
署
名
す
。

明
治
四
十
一
年
四
月
六
日

議
長
村
長 

吉
田
知
行

村
会
議
員 

浅
川
広
助

同 

山
田
鉄
次
郎

午
後
第
三
時
閉
会
す

村
会
議
事
録

左
の
事
件
議
決
の
為
め
、
明
治
四
十
一
年
四
月
二
十
七
日
、
長
久
手
村
会
を
長
久
手
村
役
場
内
に
招
集
す

一

道
路
改
修
案
議
決
の
件

一

高
等
尋
常
学
校
指
定
地
変
更
の
件

一

臨
時
委
員
設
置
規
程
議
決
の
件

一

臨
時
委
員
選
挙
の
件
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出
席
者

二
番 
加
藤
永
助

三
番 

山
田
鉄
次
郎

五
番 

青
山
亮

六
番 

浅
井
広
助

七
番 

水
野
春
次
郎

八
番 

中
野
京
三
郎

九
番 

村
瀬
正
録

十
番 

加

藤
浜
三
郎

十
一
番 

三
岡
兼
松

十
二
番 

倉
地
勇
太
郎

十
三
番 

伊
藤
富
三
郎

十
四
番 

浅
川
幸
右
エ
門

十
五
番 

川
本
斧
次
郎

十
六
番 

松
原

磯
太
郎

十
七
番 

戸
田
鉷
四
郎

十
八
番 

青
山
義
信

計
十
六
名

欠
席
者

一
番 

水
野
兼
太
郎

四
番 

與
語
九
蔵

計
二
名

午
後
第
一
時
開
議
、
議
長
村
長
議
長
席
に
着
く

一

本
年
第
十
号
案
道
路
改
修
に
対
す
る
実
地
調
査
の
結
果
を
報
告
し
、
二
番
の
修
正
せ
ん
と
す
る
乙
丙
号
線(

原
案
を
甲
号
と
し)

、
及
六
番
の
修
正
せ

ん
と
す
る
丙
号
線
の
示
し
、
先
に
二
番
の
修
正
案
に
対
し
決
を
採
る
旨
を
報
し
、
賛
成
者
の
起
立
を
求
め
た
る
に
、
賛
成
者
少
数
に
て
否
決
す
。
次
に
六
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番
の
修
正
案
に
付
き
起
立
を
乞
ひ
た
る
に
、
起
立
者
多
数
に
て
六
番
の
修
正
案
成
立
す
。
仍
て
議
長
は
、
六
番
の
修
正
線
路
決
定
し
た
る
に
付
て
は
、
大

字
長
湫
字
先
達
へ
通
す
る
分
枝
線
よ
り
、
大
字
岩
作
字
中
島
五
十
五
番
田
の
東
北
隅
の
個
所
ま
で
は
自
然
不
必
要
の
道
路
と
な
る
も
、
夫 こ

れ

よ
り
以
東
甲
号

改
修
線
路
は
必
要
の
も
の
は
認
む
る
に
よ
り
、
原
案
線
に
付
て
も
尚
採
決
す
る
旨
を
述
へ
、
賛
成
諸
員
の
起
立
を
求
め
た
る
に
、
起
立
者
多
数
に
て
是 こ

れ

又 ま
た

改
修
す
る
こ
と
に
決
す
、

一

臨
時
委
員
設
置
規
程
案
を
議
事
に
付
し
た
る
に
、
全
会
異
議
な
く
原
案
に
決
す
。
次
に
臨
時
委
員
の
選
挙
を
行
う
。
其
顛
末
左
の
如
し
。

(

一)

十
一
票

浅
井
広
助

四
票

戸
田
勅
之
助

(

二)

十
三
票

伊
藤
牧
三
郎

二
票

加
藤
房
太
郎

一
票

寺
島
健
三
郎

(

三)

十
四
票

戸
田
鉷
四
郎

二
票

浅
井
為
三
郎

(

四)

十
五
票

加
藤
房
太
郎

一
票

加
藤
源
一

(

五)

十
三
票

山
田
鍵
三
郎

三
票

村
瀬
正
録

(

六)

十
五
票

青
山
義
信

一
票

浅
井
松
兵
衛
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依
て
、
多
数
を
得
た
る
浅
井
広
助
・
伊
藤
牧
三
郎
・
戸
田
鉷
四
郎
・
加
藤
房
太
郎
・
山
田
鍵
三
郎
・
青
山
義
信
を
以
て
当
選
者
と
す
。

一

本
村
尋
常
高
等
小
学
校
の
御
指
定
地
は
、
家
屋
の
移
転
を
要
す
る
も
の
有
て
、
関
係
者
の
不
便

尟
す
く
な

か
ら
す
。

然
し
か
る

に
今
回
道
路
改
修
線
決
定
し
た
る

に
付
て
は
、
該 そ

の

道
路
以
北
に
変
更
す
る
時
は
移
転
す
へ
き
建
造
物
な
く
、
又
位
置
に
於
て
も
一
層
の
上
位
な
る
も
の
と
認
む
る
に
よ
り
、
指
定
地
の
変
更

を
申
請
せ
ん
と
す
る
六
番
の
発
案
に
、
十
四
番
初
め
成
規
の
賛
成
者
あ
り
た
る
に
よ
り
、
議
長
は
右
の
案
急
を
要
す
る
も
の
に
付
、
即
時
之
を
議
題
に
供

せ
ん
こ
と
を
議
場
に
謀
り
た
る
に
、
全
会
異
議
な
き
に
直
に
書
記
を
し
て
議
案
を
調
製

（
調
整
）

せ
し
め
、
会
議
に
付
し
た
る
に
、
全
会
異
議
な
く
原
案
に
決
す
。

次
に
議
長
へ
本
日
議
決
に
付
し
た
る
諸
案
は
、
孰 い

ず

れ
も
次
会
省
略
確
定
せ
ん
こ
と
を
会
議
に
問
ひ
た
る
に
、
諸
員
異
議
な
く
確
定
す
。

右
議
員
の
面
前
に
於
て
朗
読
を
な
し
、
左
の
三
名
署
名
す
。

明
治
四
十
一
年
四
月
二
十
七
日

議
長
村
長 

吉
田
知
行

村
会
議
員 

山
田
鉄
次
郎

同
上

松
原
磯
太
郎

午
後
第
五
時
二
十
分
閉
会
す
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村
会
議
事
録

左
記
事
件
議
決
の
為
め
、
明
治
四
十
一
年
七
月
十
五
日
、
長
久
手
村
会
を
長
久
手
村
役
場
内
に
招
集
す
。

一

小
学
校
指
定
地
変
更
に
関
す
る
諮
問
の
件

出
席
者

二
番 

加
藤
永
助

三
番 

山
田
鉄
次
郎

五
番 

青
山
亮

六
番 

浅
井
広
助

七
番 

水
野
春
次
郎

八
番 

中
野
京
三
郎

九
番 

村
瀬
正
録

十
番 

加

藤
浜
三
郎

十
一
番 

三
岡
兼
松

十
二
番 
倉
地
勇
太
郎

十
三
番 

伊
藤
富
三
郎

十
四
番 

浅
川
幸
右
エ
門

十
五
番 

川
本
斧
次
郎

十
六
番 

松
原

磯
太
郎

十
七
番 

戸
田
鉷
四
郎

十
八
番 

青
山
義
信

計
十
六
名

欠
席
者

一
番 

水
野
兼
太
郎

四
番 

與
語
九
蔵

計
二
名
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午
後
第
二
時
開
議
、
議
長
村
長
議
長
席
に
着
く
。

一

議
長
は
、
尋
常
高
等
小
学
校
指
定
地
の
位
置
変
更
に
関
す
る
諮
問
書
を
提
出
し
会
議
に
付
し
た
る
に
、
全
会
に
異
議
無
之
、
仍
て
議
長
は
本
件
に
付

い
て
は
次
会
を
省
略
し
、
決
定
せ
し
こ
と
を
諮
り
た
る
に
、
全
会
異
議
な
く
諮
問
の
通
り
確
定
す
。

右
議
員
の
面
前
に
於
て
朗
読
を
な
し
、
左
の
三
名
署
名
す
。

明
治
四
十
一
年
七
月
十
五
日

議
長
村
長 

吉
田
知
行

村
会
議
員 

青
山
義
信

同

戸
田
鉷
四
郎

午
後
第
四
時
閉
会
す

村
会
議
事
録

左
記
事
件
の
議
決
の
為
め
、
明
治
四
十
一
年
七
月
二
十
五
日
、
長
久
手
村
会
を
長
久
手
村
役
場
内
に
招
集
す
。

一

村
徴
収
督
促
手
数
料
條
例
案
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一

学
務
委
員
の
設
置
規
定
、
并
に
同
委
員
選
挙
の
件

一

山
林
植
栽
事
業
に
関
す
る
契
約
締
結
の
件

一

溜
池
廃
却
願
に
関
す
る
件

一

明
治
四
十
年
度
村
税
滞
納
金
徴
収
延
期
及
欠
損
の
件

一

同
年
度
歳
入
出
決
算
認
定
の
件

一

明
治
四
十
一
年
度
歳
入
出
予
算
の
変
更
の
件

一

村
有
財
産
積
立
金
支
出
の
件

一

明
治
四
十
一
年
度
歳
入
出
予
算
の
追
加
の
件

一

臨
時
委
員
選
挙
の
件
、
并
に
臨
時
委
員
山
田
鍵
三
郎
辞
任
の
理
由
、
当
否
認
定
の
件

出
席
者

一
番 

水
野
兼
太
郎 

二
番 

加
藤
永
助

六
番 

浅
井
広
助 

七
番 

水
野
春
次
郎

九
番 

村
瀬
正
録 
十
番 

加
藤
浜
三
郎

十
一
番 

三
岡
兼
松 

十
二
番 
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倉
地
勇
太
郎

十
四
番 

浅
川
幸
右
エ
門 

十
五
番 

川
本
斧
次
郎

十
六
番 

松
原
磯
太
郎 

十
七
番 

戸
田
鉷
四
郎

十
八
番 

青
山
義
信

計
十
三
名

欠
席
者

三
番 

山
田
鉄
次
郎 

四
番 
與
語
九
蔵

五
番 

青
山
亮 

八
番 

中
野
京
三
郎

十
三
番 

伊
藤
富
三
郎

計
五
名

午
前
第
十
時
開
議
、
議
長
村
長
議
長
席
に
着
く
。

一

第
十
三
号
案
村
徴
収
督
促
手
数
料
條
例
案
の
第
一
次
会
を
開
き
た
る
に
、
全
会
異
議
な
く
第
二
次
会
を
開
く
に
決
す
。
続
て
第
二
次
会
を
開
き
、
全

條
通
し
て
議
題
に
供
し
た
る
に
、
十
五
番
は
原
案
に
賛
成
し
次
会
省
略
決
せ
ん
こ
と
を
述
へ
た
る
に
、
全
員
異
議
な
く
原
案
に
確
定
す
。

一

次
に
第
十
四
号
案
学
務
委
員
設
置
規
定
を
付
議
し
た
る
に
、
六
番
は
委
員
の
任
期
を
問
ひ
た
る
に
、
議
長
は
任
期
な
る
も
の
は
法
則
に
成
定
し
あ
る

を
以
て
、
本
規
程
中
も
其
明
文
な
き
も
、
規
則
第
八
十
二
条
に
よ
れ
は
四
ヶ
年
な
る
旨
を
答
ふ
る
に
、
六
番
は
原
案
に
異
議
な
き
旨
を
述
ふ
。
十
七
番
は

原
案
に
賛
成
し
、
尚
次
会
を
省
き
即
決
せ
ん
こ
と
を
述
ふ
る
に
、
満
場
異
議
な
く
原
案
に
確
定
す
。
次
に
学
務
委
員
の
選
挙
を
行
ふ
。
其
顛
末
左
の
如
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し
。

(

一) 
七
票 

川
本
弥
六

二
票 

浅
川
幸
右
衛
門

一
票 

戸
田
勅
三
郎

一
票 

浅
井
為
三
郎

一
票 

寺
島
健
三
郎

一
票 

青
山
亮

(

二) 

十
票 

加
藤
宗
次
郎

三
票 

青
山
亮

依
て
、
過
半
数
を
得
た
る
川
本
弥
六
・
加
藤
宗
次
郎
を
以
て
当
選
と
す
。

一

次
に
、
第
十
五
号
案
山
林
植
栽
事
業
に
関
す
る
契
約
締
結
の
件
を
議
事
に
付
し
た
る
に
、
十
四
番
は
原
案
に
賛
成
し
、
尚
次
会
を
省
き
全
部
確
定
せ

ん
こ
と
を
述
ふ
る
に
、
全
会
異
議
な
く
原
案
に
確
定
す
。

一

次
に
第
十
六
号
案
溜
池
地
廃
却
の
件
を
付
議
し
た
る
に
、
十
四
番
は
制
第
四
十
五
条
に
よ
る
異
議
あ
る
を
以
て
退
席
す
。
十
番
・
十
六
番
は
原
案
に

異
議
な
き
旨
を
述
ふ
に
、
十
七
番
は
実
地
不
明
の
た
め
図
面
の
取
調
地
形
の
問
合
を
な
し
、
原
案
に
賛
成
を
表
す
る
に
、
他
に
異
説
異
議
な
く
次
会
省

略
、
原
案
に
確
定
す
。

一

続
て
第
十
七
号
案
村
税
未
納
金
徴
収
延
期
、
及
欠
損
に
関
す
る
件
、
一
よ
り
三
ま
て
一
括
し
て
会
議
に
付
し
た
る
に
、
何
れ
も
異
議
な
く
原
案
に
確

定
す
。
于
時

と

き

に

正
午
十
二
時
、
議
長
は
暫
時
休
憩
を
報
す
。
各
員
昼

餐

ち
ゅ
う
さ
ん

を
な
す
。
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一

午
後
零
時
四
十
分
各
員
着
席
す
。
議
長
は
第
十
八
号
案
明
治
四
十
年
度
歳
入
出
決
算
報
告
を
提
出
し
、
本
議
は
制
第
百
十
三
条
に
よ
り
議
長
代
理
者

共
も
故
障
あ
る
を
以
て
、
年
長
議
員
浅
川
幸
右
エ
門
を
以
て
議
長
席
に
着
せ
し
め
、
村
長
は
退
席
す
。

一

明
治
四
十
年
度
歳
入
出
決
算
報
告
を
認
定
に
付
す
。
十
五
番
は
調
査
委
員
を
設
け
ん
こ
と
を
述
へ
た
る
に
、
賛
成
者
な
く
各
員
之
か
調
査
を
な
す
。

第
一
款
よ
り
逐
次
調
査
を
遂
け
、
全
会
異
議
な
く
正
当
の
決
算
と
認
定
す
。
是
に
て
年
長
議
員
浅
川
幸
右
エ
門
退
席
す
。
村
長
吉
田
知
行
議
長
席
に
着

く
。

一

明
治
四
十
一
年
度
歳
入
出
予
算
変
更
の
件
を
議
事
に
付
し
た
る
に
、
全
会
異
議
な
く
原
案
に
可
決
確
定
す
。

一

次
に
第
二
十
号
案
財
産
積
立
金
支
出
の
件
を
会
議
に
付
し
た
る
に
、
全
会
異
議
な
く
原
案
に
決
す
。

一

次
に
第
二
十
一
号
案
、
明
治
四
十
一
年
度
歳
入
出
追
加
予
算
を
議
事
に
付
し
、
議
長
に
次
会
省
略
即
決
あ
ら
ん
こ
と
を
述
ふ
る
に
、
全
会
異
議
な
く

原
案
を
確
定
す
。

一

臨
時
委
員
山
田
鍵
三
郎
辞
職
届
出
に
付
、
後
任
者
の
選
挙
を
行
ふ
。
其
顛
末
左
の
如
し
。

十
一
票 

青
山
敬
一

一
票 

水
野
金
三
郎

一
票 

山
田
弥
助
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依
て
、
過
半
数
を
得
た
る
青
山
敬
一
を
以
て
当
選
と
す
。

一

臨
時
委
員
山
田
鍵
三
郎
辞
職
の
理
由
、
当
否
認
定
の
件
を
議
事
に
付
し
た
る
に
、
全
会
異
議
な
く
正
当
の
理
由
た
る
も
の
と
決
す
。

右
議
員
の
面
前
に
於
て
朗
読
を
な
し
、
左
の
四
名
署
名
す
。

明
治
四
十
一
年
七
月
二
十
五
日

議
長
村
長 

吉
田
知
行

議
長
年
長
議
員 

浅
川
幸
右
衛
門

議
員 

川
本
斧
次
郎

同
上 

加
藤
永
助

午
後
第
五
時
五
十
分
閉
会
す

村
会
議
事
録

今
回
左
の
事
件
議
決
の
為
め
、
明
治
四
十
一
年
九
月
十
日
、
長
久
手
村
会
を
長
久
手
村
役
場
内
に
招
集
す
。

一

明
治
四
十
年
四
月
二
十
六
日
議
決
議
案
中
、
追
加
及
更
生
の
件

一

郡
起
業
改
修
道
路
敷
地
に
係
る
、
村
有
地
買
収
に
応
す
る
の
件
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一

明
治
四
十
一
年
度
歳
入
出
追
加
予
算
議
決
の
件

一

明
治
四
十
一
年
度
追
加
村
税
賦
課
法
、
并
に
徴
収
期
限
案

一

常
設
委
員
選
挙
の
件

出
席
者

二
番 

加
藤
永
助 

九
番 

村
瀬
正
録

三
番 

山
田
鉄
次
郎 

十
三
番 

伊
藤
富
三
郎

四
番 

與
語
九
蔵 

十
五
番 

川
本
斧
次
郎

七
番 

水
野
春
次
郎 

十

六
番 

松
原
磯
太
郎

十
七
番 

戸
田
鉷
四
郎 
十
八
番 

青
山
義
信

計
十
名

欠
席
者

一
番 

水
野
兼
太
郎 

十
番 

加
藤
浜
三
郎

五
番 

青
山
亮 

十
一
番 

三
岡
兼
松

六
番 

浅
井
広
助 

十
四
番 

浅
川
幸
右
エ
門

八
番 

中
野
京
三
郎 

十

二
番 

倉
地
勇
太
郎

計
八
名
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午
後
第
一
時
開
議
、
議
長
村
長
吉
田
知
行
議
長
席
に
着
く
。

一

明
治
四
十
年
四
月
二
十
六
日
議
決
の
議
案
中
、
追
加
及
更
生
の
第
一
次
会
を
開
き
た
る
に
、
全
会
異
議
な
く
第
二
次
会
を
開
く
に
決
す
。

読
（
マ
マ
）

て
第

二
次
会
を
開
き
、
議
長
は
調
査
漏
れ
に
係
る
財
産
を
追
加
せ
ん
と
す
る
旨
を
述
へ
、
従
て
是
に
関
係
し
た
る
議
案
の
更
生
を
要
す
べ
き
理
由
を
説
明
し
た

る
に
、
全
会
異
議
な
く
次
会
を
省
略
し
、
原
案
に
確
定
す
。

一

道
路
敷
地
に
係
る
村
有
土
地
買
収
に
応
す
る
の
件
を
議
事
に
付
し
た
る
に
、
諸
員
異
議
な
く
原
案
に
確
定
す
。

一

明
治
四
十
一
年
度
歳
入
出
追
加
予
算
案
の
第
一
次
会
を
開
き
た
る
に
、
全
会
異
議
な
く
第
二
次
会
を
開
く
に
決
す
。
続
て
歳
出
経
常
費
の
第
二
次
会

を
開
き
、
議
長
は
追
加
の
止
む
を
得
さ
る
旨
の
説
明
を
な
し
た
る
に
、
二
番
・
三
番
賛
成
を
表
す
る
に
、
満
場
異
議
な
く
原
案
に
決
す
。
続
て
臨
時
費
の

第
二
次
会
を
開
き
た
る
に
、
二
番
・
十
六
番
は
他
は
賛
成
す
る
も
第
二
款
寄
付
金
は
附
記
に
よ
り
賛
成
し
か
た
き
旨
を
述
へ
、
削
除
せ
し
こ
と
を
陳
述
し

た
る
に
、
議
長
は
こ
れ
に
対
し
提
案
し
た
る
理
由
を
委
細
に
説
明
し
た
る
に
、
二
番
・
十
六
番
を
除
く
の
外
諸
員
異
議
な
く
賛
成
原
案
に
決
す
。
続
て
歳

入
出
の
第
三
次
会
を
開
き
た
る
に
、
第
二
次
会
の
通
り
確
定
す
。

一

明
治
四
十
一
年
度
追
加
村
税
賦
課
法
、
并
に
徴
収
期
限
案
を
議
事
に
付
し
た
る
に
、
全
会
異
議
な
く
次
会
を
略
し
原
案
に
確
定
す
。

一

満
期
改
選
に
付
、
常
設
委
員
の
選
挙
を
行
ふ
。
其
顛
末
左
の
如
し
。
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(
一) 

九
票 

伊
藤
牧
三
郎

一
票 

伊
藤
富
三
郎

(

二) 
七
票 

伊
藤
鎮
一
郎

三
票 

近
藤
吉
十
郎

(

三) 

六
票 

浅
井
松
兵
衛

四
票 

加
藤
伊
次
郎

(

四) 

七
票 

村
瀬
斧
三
郎

二
票 

水
野
金
三
郎

一
票 

青
山
敬
一

依
て
、
過
半
数
を
得
た
る
伊
藤
牧
三
郎
・
伊
藤
鎮
一
郎
・
浅
井
松
兵
衛
・
村
瀬
斧
三
郎
を
以
て
当
選
と
す
。

右
議
員
の
面
前
に
於
て
朗
読
を
な
し
、
左
の
三
名
署
名
す
。

明
治
四
十
一
年
九
月
十
日

議
長 

村
長 

吉
田
知
行

議
員 

松
原
磯
太
郎

同 

加
藤
永
助

午
後
第
五
時
十
分
閉
会
す

村
会
議
事
録
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今
回
左
記
事
件
議
決
の
為
め
、
明
治
四
十
一
年
十
月
二
十
七
日
、
長
久
手
村
会
を
長
久
手
村
役
場
内
に
招
集
す
。

一

郡
起
業
里
道
改
修
案
に
係
る
、
道
路
橋
梁
工
事
村
受
の
件

出
席
者

一
番 

水
野
兼
太
郎 

二
番 
加
藤
永
助

三
番 

山
田
鉄
次
郎 

五
番 

青
山
亮

九
番 

村
瀬
正
録 

八
番 

中
野
京
三
郎

十
三
番 

伊
藤
富
三
郎 

十
一
番 

三
岡
兼
松

十
六
番 

松
原
磯
太
郎 
十
五
番 

川
本
斧
次
郎

十
七
番 

戸
田
鉷
四
郎

計
十
一
名

欠
席
者

四
番 

與
語
九
蔵 

七
番 

水
野
春
次
郎

六
番 

浅
井
広
助 

十
番 
加
藤
浜
三
郎

十
二
番 

倉
地
勇
太
郎 

十
四
番 

浅
川
幸
右
エ
門

十
八
番 

青
山
義
信

計
七
名

午
後
第
二
時
開
議
、
議
長
村
長
吉
田
知
行
議
長
席
に
着
く
。

一

郡
起
業
里
道
改
修
工
事
に
係
る
、
道
路
橋
梁
工
事
村
請
負
案
の
第
一
次
会
を
開
き
た
る
に
、
全
会
異
議
な
く
第
二
次
会
を
開
く
に
決
す
。
続
て
第
二
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次
会
を
開
き
た
る
に
、
九
番
は
村
請
希
望
な
き
意
を
表
し
た
る
に
、
全
会
之
れ
に
賛
成
。
村
請
負
は
希
望
な
き
こ
と
に
決
す
。
次
に
第
三
次
会
を
開
き
た

る
に
、
第
二
次
会
の
通
り
確
定
に
て
原
案
は
否
決
す
。

右
議
員
の
面
前
に
於
て
朗
読
を
な
し
、
左
の
三
名
署
名
す
。

明
治
四
十
一
年
十
月
二
十
七
日

議
長 

村
長 

吉
田
知
行

議
員 
青
山
亮

同
上 

加
藤
永
助

午
後
第
五
時
閉
会
す

村
会
議
事
録

今
回
左
記
事
件
議
決
の
為
め
、
明
治
四
十
一
年
十
一
月
十
七
日
、
長
久
手
村
会
を
長
久
手
村
役
場
内
に
招
集
す
。

一

債
務
履
行
、
并
に
損
害
賠
償
被
請
求
訴
訟
の
件

出
席
者
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一
番 

水
野
兼
太
郎 

二
番 

加
藤
永
助

三
番 

山
田
鉄
次
郎 

四
番 

與
語
九
蔵

五
番 

青
山
亮 

六
番 

浅
井
広
助

七
番 

水
野
春
次
郎 

八
番 

中
野
京

三
郎

九
番 

村
瀬
正
録 

十
番 

加
藤
浜
三
郎

十
二
番 

倉
地
勇
太
郎 

十
三
番 

伊
藤
富
三
郎

十
四
番 

浅
川
幸
右
エ
門 

十
五
番 

川
本
斧
次
郎

十

六
番 

松
原
磯
太
郎 

十
七
番 

戸
田
鉷
四
郎

十
八
番 

青
山
義
信

計
十
七
名

欠
席
者

十
一
番 

三
岡
兼
松

計
一
名

午
後
第
一
時
三
十
分
開
議
、
議
長
村
長
議
長
席
に
着
く
。

一

債
務
履
行
、
并
に
損
害
賠
償
被
請
求
訴
訟

１
５

の
第
一
次
会
を
開
き
た
る
に
、
全
会
異
議
な
く
第
二
次
会
を
開
く
に
決
す
。
続
て
第
二
次
会
を
開
き
た

る
に
、
十
六
番
の
質
問
に
対
し
、
議
長
は
本
案
事
件
の
採
掘
権
な
る
も
の
は
既
に
移
付

（
移
譲
）

済
な
る
こ
と
、
及
請
地
は
砂
防
指
定
地
な
る
に
よ
り
出
願
許
可
に

関
す
る
手
続
、
并
に
鉱
主
と
作
業
者
の
間
に
於
け
る
契
約
上
に
付
、
交
渉
し
た
る
顛
末
を
説
明
せ
ら
れ
た
る
に
、
三
番
は
原
案
に
賛
成
す
る
外
な
き
旨
を

表
す
る
も
、
全
会
異
議
な
く
原
案
に
決
す
。
続
て
第
三
次
会
を
開
き
た
る
に
、
諸
員
異
議
な
く
原
案
に
確
定
す
。
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右
議
員
の
面
前
に
於
て
朗
読
を
な
し
、
左
の
三
名
署
名
す
。

明
治
四
十
一
年
十
一
月
十
七
日

議
長 

村
長 

吉
田
知
行

議
員 

加
藤
永
助

同 

山
田
鉄
次
郎

午
後
第
三
時
十
分
閉
会
す

村
会
議
事
録

左
記
事
件
議
決
の
為
め
、
明
治
四
十
一
年
十
一
月
二
十
五
日
、
長
久
手
村
会
を
長
久
手
村
役
場
内
に
招
集
す
。

一

尋
常
高
等
小
学
校
建
築
費
借
入
の
件

一

同
上
借
入
金
償
還
方
法
案

一

明
治
四
十
一
年
度
歳
入
出
追
加
予
算
の
件

出
席
者
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一
番 

水
野
兼
太
郎 

二
番 

加
藤
永
助

三
番 

山
田
鉄
次
郎 

四
番 

與
語
九
蔵

五
番 

青
山
亮 

六
番 

浅
井
広
助

七
番 

水
野
春
次
郎 

八
番 

中
野
京

三
郎

九
番 

村
瀬
正
録 

十
番 

加
藤
浜
三
郎

十
二
番 

倉
地
勇
太
郎 

十
三
番 

伊
藤
富
三
郎

十
四
番 

浅
川
幸
右
エ
門 

十
五
番 

川
本
斧
次
郎

十

六
番 

松
原
磯
太
郎 

十
七
番 

戸
田
鉷
四
郎

十
八
番 

青
山
義
信

欠
席
者

十
一
番 

三
岡
兼
松

計
一
名

零
時
三
十
分
開
議
、
議
長
村
長
吉
田
知
行
議
長
席
に
着
く
。

一

尋
常
高
等
小
学
校
建
築
費
へ
充
用
す
へ
き
金
借
入
案
の
第
一
次
会
を
開
き
た
る
に
、
全
会
異
議
な
く
第
二
次
会
を
開
く
に
決
す
。
続
て
第
二
次
会
を

開
き
た
る
に
、
全
会
異
議
な
き
に
よ
り
次
会
省
略
原
案
に
確
定
す
。

一

次
に
借
入
金
償
還
方
法
案
の
第
一
次
会
を
開
き
た
る
に
、
全
会
異
議
な
く
第
二
次
会
を
開
く
に
決
す
。
続
て
第
二
次
会
を
開
き
た
る
に
、
六
番
は
、

年
七
朱
と
あ
る
を
年
八
朱
以
内
と
修
正
せ
ん
こ
と
を
述
へ
た
る
に
賛
成
者
な
く
、
十
八
番
は
原
案
を
可
と
す
る
に
諸
員
異
議
な
く
、
原
案
に
決
す
。
続
て

第
三
次
会
を
開
き
た
る
に
、
第
二
次
会
の
通
り
原
案
に
確
定
す
。



- 74 -

一

明
治
四
十
一
年
度
歳
入
出
追
加
予
算
案
の
第
一
次
会
を
開
き
た
る
に
、
全
会
異
議
な
く
第
二
次
会
を
開
く
に
決
す
。
続
て
第
二
次
会
を
開
き
た
る

に
、
全
会
異
議
な
き
に
よ
り
議
長
は
次
会
を
省
略
決
せ
ん
こ
と
を
諮
り
た
る
に
、
全
会
異
議
な
く
原
案
に
確
定
す
。

右
議
員
の
面
前
に
於
て
朗
読
を
な
し
、
左
の
三
名
署
名
す
。

明
治
四
十
一
年
十
一
月
二
十
五
日

議
長
村
長 

吉
田
知
行

村
会
議
員 
加
藤
永
助

同 

山
田
鉄
次
郎

午
後
第
四
時
二
十
分
閉
会
す

長
久
手
村
会
議
事
録

左
記
事
件
議
決
の
為
め
、
明
治
四
十
二
年
三
月
二
日
、
長
久
手
村
会
を
長
久
手
村
役
場
内
に
招
集
す
。

一

明
治
四
十
一
年
度
県
税
戸
数
割
賦
課
方
法
案

一

村
長
退
職
の
件



- 75 -

出
席
者

二
番 
加
藤
永
助 

四
番 

與
語
九
蔵

六
番 

浅
井
広
助

八
番 

中
野
京
三
郎

十
番 

加
藤
浜
三
郎

十
一
番 

三
岡
兼
松

十
二
番 

倉
地
勇
太
郎 

十

三
番 

伊
藤
富
三
郎

十
四
番 

浅
川
幸
右
エ
門 

十
六
番 

松
原
磯
太
郎

十
七
番 

戸
田
鉷
四
郎

計
十
一
名

欠
席
者

一
番 

水
野
兼
太
郎

三
番 

山
田
鉄
次
郎

五
番 

青
山
亮

七
番 

水
野
春
次
郎 

九
番 

村
瀬
正
録

十
五
番 

川
本
斧
次
郎

十
八
番 

青
山
義
信

計
七
名

午
後
第
三
時
十
分
開
議
、
議
長
村
長
吉
田
知
行
議
長
席
に
着
く
。

一

明
治
四
十
一
年
度
県
税
戸
数
割
賦
課
方
法
案
を
議
事
に
付
し
た
る
に
、
六
番
議
員
初
め
五
名
よ
り
被
訴
訟
事
件
に
関
す
る
費
用
の
件
を
、
六
番
初
め

六
名
よ
り
被
訴
訟
代
理
人
解
任
の
件
を
、
六
番
初
め
他
四
名
よ
り
財
産
処
分
に
関
す
る
議
決
取
消
し
の
件
を
提
出
し
、
本
議
に
先
立
ち
議
決
あ
ら
ん
事
を

請
求
し
た
る
に
、
議
長
は
、
本
建
議
案
の
村
合
併
の
本
旨
に
反
し
た
る
も
の
取
調
不
充
分
の
も
の
、
又
適
法
を

誤

謬

ご
び
ゅ
う
（
誤
解
）

な
し
た
る
も
の
に
て
、
議
題
に
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供
す
へ
き
も
の
に
非 あ

ら

さ
る
旨
を
述
ふ
。
六
番
は
議
長
に
於
て
該
建
議
案
を
権
限
を
越
え
た
る
も
の
と
見
做

み

な

さ
る
る
も
、
之
を
即
決
せ
ら
れ
ん
事
を
強
請
し

た
る
に
よ
り
、
是
れ
を
議
題
に
供
す
る
や
否
や
会
議
に
諮
り
た
る
に
、
六
番
は
建
議
案
に
付
説
明
し
、
議
題
と
な
し
た
き
旨
を
述
ふ
る
に
、
満
場
異
議
な

く
之
れ
に
決
す
。

議
長
は
第
一
号
案
を
書
記
を
し
て
朗
読
せ
し
む
。
六
番
は
尚
理
由
を
説
明
し
た
る
に
、
満
場
異
議
な
き
に
よ
り
第
二
次
会
を
開
き
た
る
に
、
十
六
番
の
原

案
賛
成
に
諸
員
異
議
な
く
之
れ
に
決
す
。
議
長
は
次
に
第
二
号
案
を
書
記
を
し
て
朗
読
せ
し
む
。
六
番
は
決
議
の
必
要
な
る
旨
を
述
へ
、
諸
員
の
賛
同
を

求
め
た
る
に
、
満
場
異
議
な
き
に
よ
り
第
二
次
会
を
開
き
た
る
に
、
十
七
番
は
原
案
賛
成
と
述
り
。
是
又

こ
れ
ま
た

満
場
同
意
を
な
す
を
以
て
是
に
決
す
。
議
長
は

第
三
号
案
を
書
記
を
し
て
朗
読
せ
し
む
。
十
七
番
は
之
か
議
決
の
必
要
な
る
理
由
を
詳
細
に
述
へ
、
賛
成
を
求
め
た
り
。
依
て
第
二
次
会
を
開
き
た
る

に
、
満
場
異
議
な
く
是
れ
に
決
す
。
続
て
議
長
は
第
一
・
第
二
・
第
三
号
議
案
を
一
括
し
第
三
次
会
を
開
き
、
議
決
に
付
し
た
る
に
、
第
二
次
会
の
通
り

確
定
す
。
議
長
は
、
第
一
・
第
二
・
第
三
号
案
の
議
決
は
制
第
六
十
八
條
第
一
項
に
係
る
法
律
命
令
に
背
き
た
る
も
の
と
認
む
る
に
よ
り
、
是
を
再
議
に

付
す
旨
を
述
へ
、
直
ち
に
該
三
案
を
一
括
し
て
再
議
に
付
し
た
る
に
、
前
議
決
の
通
り
確
定
す
。
依
て
議
長
は
、
本
決
議
は
前
述
の
如
く
法
規
に
反
す
る

を
以
て
、
郡
参
事
会
の
採
決
を
仰
く
へ
き
旨
を
陳
述
し
、
休
憩
を
命
す
。
于
時

と

き

に

午
後
三
時
四
十
分

午
後
第
四
時
一
同
着
席
。
是
よ
り
第
一
号
議
案
明
治
四
十
二
年
度
県
税
戸
数
割
賦
課
方
法
を
議
事
に
付
し
、
第
一
次
会
を
開
き
た
る
に
、
全
会
異
議
な
き

に
よ
り
第
二
次
会
を
開
く
に
決
す
。
続
て
第
二
次
会
を
開
き
た
る
に
、
六
番
は
六
等
の
青
山
米
十
を
五
等
に
、
九
等
の
青
山
清
四
郎
を
八
等
に
、
十
等
山
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田
金
太
郎
を
八
等
に
上
げ
、
川
本
斧
次
郎
十
三
等
を
二
十
等
に
、
浅
井
鶴
次
郎
十
六
等
を
十
八
等
に
、
加
藤
昇
十
八
等
を
二
十
等
に
、
川
本
兼
助
二
十
二

等
を
三
十
五
等
に
、
川
島
藤
平
二
十
五
等
を
二
十
六
等
に
各
操
下
け
、

而
し
こ
う
し

て
二
十
五
等
加
藤
広
三
郎
を
二
十
三
等
に
上
け
、
松
原
長
之
助
・
加
藤
針
太

郎
二
十
三
等
を
二
十
五
等
に
、
浅
井
又
三
郎
二
十
六
等
を
二
十
七
等
に
下
け
、
浅
井
丈
助
二
十
八
等
を
二
十
六
等
に
、
青
山
左
五
郎
二
十
六
等
を
二
十
五

等
に
、
二
十
九
等
の
浅
井
藤
五
郎
を
二
十
七
等
に
上
け
、
二
十
八
等
浅
井
柳
助
を
三
十
等
に
、
加
藤
喜
代
四
郎
三
十
等
を
三
十
二
等
に
下
げ
、
三
十
三
等

浅
井
勇
太
郎
を
二
十
七
等
に
、
三
十
三
等
の
福
岡
常
四
郎
・
林
徳
十
を
三
十
等
に
操
上
け
、
二
十
八
等
丹
羽
銀
仁
朗
を
三
十
一
等
に
下
け
、
三
十
二
等
浅

井
豊
四
郎
を
二
十
九
等
に
上
け
、
二
十
七
等
浅
井
鶴
次
郎
を
二
十
八
等
に
、
三
十
三
等
加
藤
政
右
エ
門
を
三
十
五
等
に
下
け
、
三
十
四
等
加
藤
重
信
を
二

十
八
等
に
、
三
十
四
等
浅
井
徳
兵
エ
を
三
十
一
等
に
、
三
十
四
等
の
浅
井
捨
三
郎
を
三
十
等
に
上
け
、
三
十
等
福
岡
與
茂
吉
を
三
十
三
等
に
、
三
十
四
等

加
藤
市
蔵
を
三
十
六
等
に
下
け
、
浅
井
金
蔵
三
十
四
等
を
三
十
二
等
に
、
三
十
五
等
浅
井
政
四
郎
を
二
十
八
等
に
、
三
十
五
等
浅
井
勘
助
を
三
十
一
等

に
、
福
岡
連
三
郎
三
十
六
等
を
三
十
五
等
に
、
三
十
六
等
加
藤
源
三
郎
を
三
十
三
等
に
、
三
十
七
等
浅
井
富
太
郎
・
加
藤
千
太
郎
を
三
十
二
等
に
各
繰
上

げ
、

而
し
こ
う

し
て
、
三
十
七
等
加
藤
喜
代
十
な
る
も
の
は
絶
家
し
た
る
に
よ
り
之
を
削
除
し
、
三
十
七
等
長
戸
ふ
か
、
三
十
五
等
浅
井
庄
太
郎
、
三
十
六
等

林
鎌
太
郎
を
等
外
に
下
け
ん
こ
と
を
述
へ
た
る
に
、
全
会
異
議
な
く
之
に
決
す
。

十
七
番
は
十
三
等
鈴
木
宅
左
エ
門
を
十
二
等
に
、
十
六
等
伊
藤
永
左
エ
門
を
十
五
等
に
、
二
十
四
等
中
野
玉
助
を
二
十
三
等
に
繰
上
け
、
二
十
一
等
加
藤

宮
十
を
二
十
二
等
に
、
三
十
等
中
野
信
恒
を
三
十
二
等
に
、
二
十
九
等
伊
藤
富
三
郎
を
三
十
等
に
、
二
十
三
等
伊
藤
梅
吉
を
二
十
四
等
に
、
松
原
角
三
郎
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二
十
五
等
を
二
十
四
等
に
、
二
十
九
等
伊
藤
太
兵
衛
を
三
十
等
に
、
三
十
三
等
中
野
京
市
を
三
十
四
等
に
、
二
十
六
等
伊
藤
善
九
郎
を
二
十
五
等
に
、
三

十
三
等
中
野
兼
蔵
を
三
十
四
等
に
、
三
十
二
等
中
野
吉
之
助
を
三
十
四
等
に
、
十
七
等
中
野
京
三
郎
を
十
八
等
に
、
十
六
等
伊
藤
鎌
三
郎
を
十
五
等
に
、

二
十
一
等
近
藤
左
五
郎
を
二
十
六
等
に
、
十
六
等
伊
藤
由
三
郎
を
十
五
等
に
、
二
十
六
等
近
藤
亀
三
郎
を
二
十
七
等
に
、
三
十
二
等
の
近
藤
竹
三
郎
を
三

十
四
等
に
、
三
十
四
等
浅
井
菊
三
郎
を
三
十
七
等
に
、
三
十
七
等
近
藤
儀
十
を
三
十
五
等
に
、
三
十
六
等
近
藤
源
四
郎
を
三
十
四
等
に
、
三
十
四
等
丹
羽

竹
四
郎
を
三
十
三
等
へ
、
三
十
一
等
鈴
木
幸
助
を
三
十
三
等
に
、
二
十
一
等
與
語
志
よ
り
を
二
十
二
等
に
、
二
十
六
等
水
野
兵
次
郎
を
二
十
七
等
に
、
二

十
九
等
鈴
木
せ
き
、
二
十
八
等
水
野
か
く
を
三
十
等
に
、
二
十
九
等
高
部
英
光
を
三
十
一
等
に
、
三
十
等
松
原
喜
代
松
を
三
十
二
等
に
、
三
十
五
等
與
語

熊
次
郎
・
與
語
長
次
郎
・
浅
井
兼
太
郎
・
松
原
鉄
次
郎
を
三
十
六
等
に
、
三
十
六
等
伊
藤
松
次
郎
を
三
十
七
等
に
、
三
十
四
等
鈴
木
そ
の
を
三
十
七
等

に
、
二
十
一
等
加
藤
民
三
郎
・
與
語
義
三
郎
を
二
十
等
に
、
二
十
六
等
伊
藤
由
松
を
二
十
五
等
に
、
三
十
四
等
與
語
常
三
郎
を
三
十
二
等
に
各
昇
降
し
、

而
し
こ
う

し
て
、
三
十
七
等
浅
井
金
之
丞
な
る
も
の
は
行
衛

（
行
方
）

不
明
な
る
に
よ
り
之
を
削
除
し
、
三
十
五
等
へ
鈴
木
桂
五
郎
を
加
へ
ん
と
陳
述
し
た
る
に
、
満
場

異
議
な
く
之
に
決
す
。
議
長
は
三
次
会
を
開
く
や
否
を
問
ひ
た
る
に
、
十
六
番
三
次
会
を
省
略
せ
ん
こ
と
を
述
ふ
る
に
、
満
場
同
意
し
た
る
に
よ
り
二
次

会
の
通
り
確
定
す
。

続
て
第
二
号
議
案
村
長
退
職
の
件

１
６

に
付
し
た
る
に
、
六
番
は
異
議
な
き
旨
を
述
ふ
る
に
、
満
場
同
意
に
し
て
退
職
を
認
許
す
る
事
に
決
す
。

右
議
員
の
面
前
に
於
て
朗
読
を
な
し
、
左
の
三
名
署
名
す
。



- 79 -

明
治
四
十
二
年
三
月
二
日

議
長
村
長 

吉
田
知
行

議
員 

浅
井
広
助

議
員

加
藤
永
助

午
後
第
五
時
三
十
分
閉
会
す

長
久
手
村
会
議
事
録

左
の
事
件
議
決
の
為
め
、
明
治
四
十
二
年
三
月
二
十
五
日
、
長
久
手
村
会
を
長
久
手
村
役
場
内
議
事
場
に
招
集
す
。

一

仮
役
場
移
転
の
件

出
席
者

二
番 

加
藤
永
助 

四
番 

與
語
九
蔵

六
番 

浅
井
広
助 

八
番 

中
野
京
三
郎

七
番 

水
野
春
次
郎 

十
番 

加
藤
浜
三
郎

十
一
番 

三
岡
兼
松 

十
四
番 

浅
川
幸
右
エ
門

十
六
番 

松
原
磯
太
郎 

十
七
番 

戸
田
鉷
四
郎

十
三
番 

伊
藤
富
三
郎

計
十
一
名
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欠
席
者

一
番 
水
野
兼
太
郎

三
番 

山
田
鉄
次
郎 

五
番 

青
山
亮

九
番 

村
瀬
正
録 

十
二
番 

倉
地
勇
太
郎

十
五
番 

川
本
斧
次
郎 

十
八
番 

青
山
義
信

計
七
名

午
後
二
時
開
議
、
助
役
水
野
春
次
郎
議
長
席
に
着
く

１
７

。

議
長
は
開
会
の
趣
旨
を
述
へ
、
第
三
号
議
案
仮
役
場
移
転
の
件

１
８

第
一
次
会
を
開
き
た
る
に
、
一
の
質
問
な
く
を
以
て
第
二
次
会
を
開
く
に
決
す
。
次
に

第
二
次
会
を
開
き
た
る
に
、
全
会
異
議
な
し
に
依
り
三
次
会
を
省
略
し
原
案
に
確
定
す
。

右
議
員
の
面
前
に
於
て
朗
読
を
な
し
、
左
の
三
名
署
名
す

明
治
四
十
二
年
三
月
二
十
五
日

議
長
助
役 

水
野
春
太
郎

議
員 

伊
藤
富
三
郎

同 

加
藤
永
助

午
後
四
時
閉
会
す
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長
久
手
村
会
議
事
録

今
回
左
の
事
件
議
決
及
報
告
の
為
め
、
明
治
四
十
二
年
四
月
二
十
九
日
、
長
久
手
村
会
を
長
久
手
村
役
場
内
議
事
場
に
招
集
す
。

一

財
産
明
細
表
、
并
に
明
治
四
十
一
年
事
務
報
告
の
件

一

明
治
四
十
二
年
度
歳
入
出
予
算
案

一

同
年
度
村
税
賦
課
方
法
、
并
に
徴
収
期
限
案

一

同
年
度
歳
出
予
算
費
目
中
、
流
用
支
出
の
件

出
席
者

四
番 

與
語
九
蔵 

六
番 

浅
井
広
助

七
番 

水
野
春
次
郎 

十
番 
加
藤
浜
三
郎

十
一
番 

三
岡
兼
松 

十
三
番 

伊
藤
富
三
郎

十
六
番 

松
原
磯
太
郎 

十
七
番 

戸
田
鉷
四
郎

計
八
名

欠
席
者



- 82 -

二
番 

加
藤
永
助 

八
番 

中
野
京
三
郎

十
二
番 

倉
地
勇
太
郎 

十
四
番 

浅
川
幸
右
エ
門

計
四
名

定
員
十
八
名
の
内
、
六
名
は
欠
員
な
り

午
後
第
二
時
十
分
開
議
、
議
長
村
長
代
理
志
水
丈
右
エ
門
議
長
席
に
着
く

１
９

。

一

財
産
明
細
表
明
治
四
十
一
年
事
務
報
告
を
な
す
。

一

明
治
四
十
二
年
度
歳
入
出
予
算
案
の
第
一
次
会
を
開
き
た
る
に
、
全
会
異
議
な
く
歳
出
経
常
費
の
第
二
次
会
を
開
く
に
決
す
。
時
に
定
時
間
に
至
り

た
る
を
以
て
、
議
長
は
本
日
の
会
議
は
之
に
て
止
む
旨
を
述
ぶ
。
時
五
時
三
十
分
な
り
。
明
三
十
日
は
、
議
長
村
長
代
理
は
郡
長
よ
り
の
召
集
に
よ
り
郡

衛
へ
出
頭
す
る
に
付
、
明
後
五
月
一
日
開
会
の
旨
を
約
し
た
り
。

五
月
一
日
午
後
一
時
会
議
、
議
長
村
長
代
理
志
水
丈
右
エ
門
議
長
席
に
着
く
。

出
席
者

前
会
出
席
者
中
、
十
六
番
松
原
磯
太
郎
欠
席
。
亦 ま

た

欠
席
者
中
、
二
番
加
藤
永
助
・
八
番
中
野
京
三
郎
出
席
す
。
前
々
日
の
続
き
歳
出
経
常
費
の
第
二
次
会
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を
開
き
、
第
一
款
よ
り
逐
次
議
事
に
付
し
た
る
に
、
満
場
異
議
な
く
原
案
に
決
す
。
続
て
第
二
款
を
議
事
に
付
し
た
る
に
、
六
番
は
原
案
に
賛
成
す
る
旨

を
述
ぶ
。
全
員
異
議
な
く
原
案
に
決
す
。
依
て
第
三
款
土
木
費
を
議
事
に
付
し
た
る
に
、
十
七
番
は
原
案
に
賛
成
す
。
満
場
之
に
同
意
す
。
依
て
原
案
に

決
す
。
第
四
款
教
育
費
を
議
事
に
付
し
た
る
に
、
十
一
番
は
本
款
全
部
原
案
に
賛
成
す
。
全
会
異
議
な
く
之
に
決
す
。
六
番
は
第
五
款
以
下
全
部
原
案
に

異
議
な
き
に
よ
り
、
通
し
て
議
題
に
供
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
求
め
た
る
に
、
議
長
は
第
五
款
よ
り
十
一
款
ま
て
通
し
て
議
事
に
付
し
た
る
に
、
満
場
異
議
な

く
原
案
に
決
す
。
続
て
臨
時
費
第
一
款
教
育
費
を
議
事
に
付
し
た
る
に
、
全
会
異
議
な
く
原
案
に
決
す
。
第
二
款
補
助
費
を
付
し
た
る
に
、
八
番
は
原
案

に
賛
成
す
。
満
場
同
意
す
、
依
て
之
に
決
す
。
続
て
歳
入
の
第
二
次
会
を
開
き
た
る
に
、
十
七
番
は
歳
入
全
部
原
案
に
異
議
な
き
旨
を
述
ぶ
る
に
、
全
会

異
議
な
く
原
案
に
決
す
。
続
て
歳
出
歳
入
の
第
三
次
会
を
開
き
た
る
に
、
第
二
次
会
の
通
り
確
定
す
。
続
て
第
二
号
議
案
村
税
賦
課
方
法
、
并
に
徴
収
期

限
案
を
議
事
に
付
し
た
る
に
、
全
会
異
議
な
き
に
依
り
議
長
は

読
（
マ
マ
）

会
省
略
確
定
に
て
差
支
な
き
や
を
諮
り
た
る
に
、
満
場
異
議
な
く
原
案
に
確
定
す
。

続
て
第
三
号
案
、
明
治
四
十
二
年
度
歳
出
予
算
費
目
流
用
支
出
の
件
を
議
事
に
付
し
た
る
に
、
十
七
番
は
前
案
同
様
読
会
を
略
し
原
案
に
決
せ
ん
こ
と
を

述
ぶ
。
全
員
之
れ
に
賛
成
し
原
案
に
確
定
す
。

右
議
員
の
面
前
に
於
て
朗
読
を
な
し
、
左
の
三
名
署
名
す
。

明
治
四
十
二
年
五
月
一
日
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議
長
村
長 

志
水
丈
右
エ
門

議
員 

浅
井
広
助

同 

戸
田
鉷
四
郎

午
後
六
時
閉
会
す

村
会
議
事
録

左
記
事
件
議
決
の
為
め
、
明
治
四
十
二
年
五
月
十
五
日
、
長
久
手
村
会
を
長
久
手
村
役
場
内
に
召
集
す
。

一

寄
付
金
採
納
の
件

一

明
治
四
十
二
年
度
歳
入
出
予
算
の
件

一

本
村
大
字
長
湫
被
控
訴
事
件
に
関
す
る
、
弁
護
士
選
定
の
件

出
席

二
番 

加
藤
永
助 

四
番 

與
語
九
蔵

六
番 

浅
井
広
助 

七
番 

水
野
春
次
郎

八
番 
中
野
京
三
郎 

十
一
番 

三
岡
兼
松

十
二
番 

倉
地
勇
太
郎 

十
三

番 

伊
藤
富
三
郎

十
四
番 

浅
川
幸
右
エ
門 

十
六
番 

松
原
磯
太
郎

十
七
番 

戸
田
鉷
四
郎
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計
十
一
人

欠
席

十
番 

加
藤
浜
三
郎

計
一
人

午
後
三
時
開
議
、
議
長
代
理
村
長
志
水
丈
右
エ
門
議
長
席
に
着
く
。

一

寄
付
金
採
納
の
件
、
第
一
次
会
を
開
く
。
全
会
異
議
な
く
原
案
賛
成
可
決
す
。
続
て
同
案
第
二
次
会
を
開
く
。
全
会
一
致
第
三
次
会
省
略
。
原
案
に

可
決
確
定
す
。

一

明
治
四
十
二
年
度
歳
入
出
追
加
予
算
案
の
第
一
次
会
を
開
く
。
全
会
異
議
な
く
原
案
に
決
す
。
続
て
第
二
次
会
を
開
く
。
十
七
番
本
案
歳
入
に
於
て

は
差
支
へ
な
く
も
、
歳
出
に
於
て
は
大
い
に
調
査
す
る
の
必
要
あ
る
と
認
む
。
依
て
全
員
に
て
調
査
す
へ
し
と
の
説
に
全
会
賛
成
。
之
に
決
し
時
に
午
後

五
時
散
会
す
。

出
席
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二
番 

加
藤
永
助 

四
番 

與
語
九
蔵

六
番 

浅
井
広
助 

七
番 

水
野
春
次
郎

八
番 

中
野
京
三
郎 

十
番 

加
藤
浜
三
郎

十
一
番 

三
岡
兼
松 

十
二
番 

倉
地
勇
太
郎

十
三
番 

伊
藤
富
三
郎 

十
四
番 

浅
川
幸
右
エ
門

十
六
番 

松
原
磯
太
郎 

十
七
番 

戸
田
鉷
四
郎

計
十
二
人

五
月
十
九
日
午
後
三
時
開
議
、
議
長
代
理
村
長
志
水
丈
右
エ
門
議
長
席
に
着
く
。

一

追
加
予
算
歳
出
の
第
二
次
会
を
開
く
。
六
番
調
査
の
結
果
、
支
出
に
付
て
は
九
百
円
の
内
百
五
十
円
を
訴
訟
費
用
に
置
き
、
残
る
七
百
五
十
円
は
支

出
上
記
に
支
出
す
る
の
都
合
も
有
て
、
故
に
予
備
費
へ
編
入
す
る
方
宜
敷

よ
ろ
し
き

と
の
説
に
て
熟 い

ず

れ
も
賛
成
、
此
修
正
説
に
決
す
。
続
て
同
案
第
三
次
会
を
開

く
。
満
場
異
議
な
く
確
定
す
。
歳
入
予
算
の
第
二
次
会
を
開
く
。
満
場
異
議
な
く
、
次
会
省
略
原
案
に
決
す
。

一

弁
護
士
選
定
の
件
、
第
一
次
会
を
開
く
。
十
六
番
原
案
賛
成
説
に
満
場
賛
成
、
之
に
決
す
。
続
て
第
二
次
会
を
開
く
。
十
一
番
原
案
賛
成
説
に
満
場

異
議
な
く
、
之
を
決
す
。
続
て
第
三
次
会
を
開
く
。
全
会
一
致
第
二
次
会
通
り
可
決
確
定
す
。

右
議
員
の
面
前
に
於
て
朗
読
を
な
し
、
左
の
三
名
署
名
す
。

明
治
四
十
二
年
五
月
十
九
日



- 87 -

議
長
代
理
村
長 

志
水
丈
右
エ
門

村
会
議
員 

水
野
春
次
郎

同 

浅
井
広
助

午
後
五
時
三
十
分
閉
会
す

長
久
手
村
会
議
事
録

今
回
左
記
の
事
件
議
決
の
為
め
、
明
治
四
十
二
年
六
月
十
九
日
、
長
久
手
村
会
を
長
久
手
村
役
場
内
議
事
場
に
召
集
す
。

一

村
会
議
員
辞
職
採
用
の
件

２
０

出
席
者

四
番 

與
語
九
蔵 

六
番 

浅
井
広
助

七
番 

水
野
春
次
郎 

十
二
番 
倉
地
勇
太
郎

十
三
番 

伊
藤
富
三
郎 

十
七
番 

戸
田
鉷
四
郎

計
六
名

欠
席
者

二
番 

加
藤
永
助 

八
番 

中
野
京
三
郎

十
番 

加
藤
浜
三
郎 

十
一
番 

三
岡
兼
松

十
四
番 

浅
川
幸
右
エ
門 

十
六
番 

松
原
磯
太
郎
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計
六
名

定
員
十
八
名
の
内
六
名
は
欠
員
な
り

午
後
第
二
時
三
十
分
開
議
、
議
長
村
長
代
理
志
水
丈
右
エ
門
議
長
席
に
着
く
。

一 

第
一
号
議
案
村
会
議
員
山
田
鉄
次
郎
辞
職
案
の
一
次
会
を
開
き
た
る
に
、
全
会
異
議
な
く
第
二
次
会
を
開
く
に
決
す
。
続
て
二
次
会
を
開
き
た
る

に
、
六
番
は
原
案
に
賛
成
す
。
四
番
・
七
番
・
十
三
番
・
十
七
番
之
れ
に
同
意
す
。
依
て
原
案
に
決
す
。
次
に
第
二
号
議
案
川
本
斧
次
郎
辞
職
案
の
一
次

会
を
開
き
た
る
に
、
一
の
質
問
も
な
く
二
次
会
を
開
く
に
決
す
。
続
て
二
次
会
を
開
き
た
る
に
、
全
会
異
議
な
く
原
案
通
り
採
用
す
る
事
と
決
す
。
次
に

第
三
号
議
案
村
瀬
正
録
外
三
名
の
辞
職
案
の
一
次
会
を
開
き
た
る
に
、
是
亦

こ
れ
ま
た

一
の
質
問
な
く
二
次
会
を
開
く
に
決
す
。
続
て
二
次
会
を
開
き
た
る
に
、
全

会
異
議
な
く
原
案
に
決
す
。
続
て
第
一
号
・
第
二
号
・
第
三
号
議
案
の
第
三
次
会
開
き
た
る
に
、
第
二
次
会
通
り
確
定
す
。

右
議
員
の
面
前
に
於
て
朗
読
を
な
し
、
左
の
三
名
署
名
す

明
治
四
十
二
年
六
月
十
九
日

議
長
村
長
代
理 

志
水
丈
右
エ
門

議
員 

浅
井
広
助

議
員 

水
野
春
次
郎
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午
後
六
時
三
十
分
閉
会
す

長
久
手
村
会
議
事
録

左
記
事
件
議
決
の
為
め
、
明
治
四
十
二
年
七
月
十
三
日
、
長
久
手
村
会
を
長
久
手
村
役
場
内
議
事
場
に
招
集
す
。

一

明
治
四
十
一
年
度
歳
入
出
決
算
認
定
の
件

一

明
治
四
十
一
年
度
未
納
村
税
延
期
徴
収
の
件

一

明
治
四
十
二
年
度
歳
入
出
追
加
予
算
の
件

出
席
者

四
番 

與
語
九
蔵 

六
番 

浅
井
広
助

七
番 

水
野
春
次
郎 

八
番 

中
野
京
三
郎

十
一
番 

三
岡
兼
松 

十
二
番 

倉
地
勇
太
郎

十
三
番 

伊
藤
富
三
郎 

十
六
番 

松
原
磯
太
郎

十
七
番 

戸
田
鉷
四
郎

計
九
名
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欠
席
者

二
番 
加
藤
永
助 

十
番 

加
藤
浜
三
郎

十
四
番 

浅
川
幸
右
エ
門

計
三
名

定
員
十
八
名
の
内
六
名
は
欠
員
な
り

午
後
第
二
時
二
十
分
開
議
、
議
長
村
長
代
理
志
水
丈
右
エ
門
議
長
席
に
着
く
。

一

明
治
四
十
一
年
度
歳
入
出
決
算
報
告
を
提
出
し
、
本
議
は
制
第
百
十
三
条
に
よ
り
議
長
代
理
者
共
に
故
障
あ
る
を
以
て
、
年
長
議
員
浅
井
広
助
を
以

て
議
長
席
に
着
か
し
め
、
村
長
代
理
は
退
席
す
。

一

明
治
四
十
一
年
度
歳
入
出
決
算
報
告
を
認
定
に
付
し
た
る
に
、
各
員
共
に
調
査
を
な
す
。
第
一
款
よ
り
逐
次
調
査
を
遂
げ
、
全
会
異
議
な
く
正
当
の

決
算
と
認
定
す
。
是
に
て
年
長
議
員
浅
井
広
助
退
席
す
。
村
長
代
理
志
水
丈
右
エ
門
議
長
席
に
着
く
。
時
に
定
時
間
に
至
り
た
る
を
以
て
議
長
は
本
日
の

会
議
は
こ
れ
に
て
止
む
旨
を
述
ぶ
。
時
六
時
十
分
な
り
、
明
十
四
日
は
午
前
第
十
時
よ
り
開
会
を
約
し
会
議
を
止
む
。

七
月
十
四
日
出
席
者
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四
番 

與
語
九
蔵 

六
番 

浅
井
広
助

七
番 

水
野
春
次
郎 

十
一
番 

三
岡
兼
松

十
三
番 

伊
藤
富
三
郎 

十
六
番 

松
原
磯
太
郎

十
七
番 

戸
田
鉷
四
郎

計
七
名

欠
席
者

二
番 

加
藤
永
助 

八
番 
中
野
京
三
郎

十
番 

加
藤
浜
三
郎 

十
二
番 

倉
地
勇
太
郎

十
四
番 

浅
川
幸
右
エ
門

計
五
名

午
前
第
十
一
時
開
議
、
村
長
代
理
志
水
丈
右
エ
門
議
長
席
に
着
く
。
是
よ
り
明
治
四
十
一
年
度
村
税
徴
収
延
期
の
件
を
議
事
に
付
し
た
る
に
、
全
会
異
議

な
く
原
案
可
決
確
定
す
。
于
時

と

き

に

正
十
二
時
、
之
れ
に
て
暫
時
休
憩
午
飯
を
な
す
。

一

午
後
二
時
着
席
す
。
明
治
四
十
二
年
度
歳
入
出
追
加
予
算
を
議
事
に
付
し
、
議
長
は
次
会
省
略
即
決
あ
ら
ん
こ
と
を
述
ぶ
る
に
、
全
会
異
議
な
く
原

案
に
確
定
す
。

右
議
員
の
面
前
に
於
て
朗
読
を
な
し
、
左
の
四
名
署
名
す

明
治
四
十
二
年
七
月
十
四
日
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議
長
村
長
代
理 

志
水
丈
右
エ
門

議
長
年
長
議
員 

浅
井
広
助

議
員 

戸
田
鉷
四
郎

同 

松
原
磯
太
郎

午
後
六
時
閉
会
す

長
久
手
村
会
議
事
録

今
回
左
記
の
事
件
議
決
の
為
め
、
明
治
四
十
二
年
七
月
二
十
八
日
、
長
久
手
村
臨
時
村
会
を
同
村
役
場
内
議
事
場
に
招
集
す
。

一

村
会
議
員
辞
職
採
用
の
件

２
１

出
席
者

四
番 

與
語
九
蔵 

六
番 

浅
井
広
助

七
番 

水
野
春
次
郎 

十
三
番 
伊
藤
富
三
郎

十
六
番 

松
原
磯
太
郎 

十
七
番 

戸
田
鉷
四
郎

計
六
名

欠
席
者

二
番 

加
藤
永
助 

八
番 

中
野
京
三
郎

十
番 

加
藤
浜
三
郎 

十
一
番 

三
岡
兼
松
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計
四
名

定
員
十
八
名
の
内
八
名
は
欠
員
な
り

午
後
第
二
時
二
十
分
開
議
、
議
長
村
長
代
理
志
水
丈
右
エ
門
議
長
席
に
着
く
。

一

第
五
号
議
案
村
会
議
員
浅
川
幸
右
衛
門
辞
職
案
の
一
次
会
を
開
き
た
る
に
、
全
会
異
議
な
く
第
二
次
会
を
開
く
に
決
す
。
続
て
二
次
会
を
開
き
た
る

に
、
六
番
は
原
案
に
賛
成
す
。
同
意
者
多
数
に
付
原
案
に
決
す
。
次
に
第
六
号
議
案
倉
地
勇
太
郎
辞
職
案
の
一
次
会
を
開
き
た
る
に
、
全
会
異
議
な
く
第

二
次
会
を
開
く
に
決
す
。
続
て
二
次
会
を
開
き
た
る
に
、
全
会
異
議
な
く
原
案
通
り
採
用
す
る
事
に
決
す
。
続
て
第
五
号
・
第
六
号
思
案
の
第
三
次
会
を

開
き
た
る
に
、
第
二
次
会
通
り
確
定
す
。

右
議
員
の
面
前
に
於
て
朗
読
を
な
し
、
左
の
三
名
署
名
す
。

明
治
四
十
二
年
七
月
二
十
八
日

議
長
村
長
代
理 

志
水
丈
右
エ
門

議
員 

浅
井
広
助

同 

水
野
春
次
郎

午
後
第
五
時
三
十
分
閉
会
す
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長
久
手
村
村
会
議
事
録

左
の
事
件
議
決
の
為
め
、
明
治
四
十
二
年
九
月
七
日
、
長
久
手
村
会
を
長
久
手
村
役
場
内
議
事
場
に
招
集
す
。

一

村
條
例
設
定
の
件

一

常
設
委
員
辞
職
に
付
認
定
、
及
後
任
者
選
定
の
件

一

村
会
議
員
辞
職
認
定
の
件

一

尋
常
高
等
小
学
校
新
築
委
員
辞
職
認
定
の
件

一

助
役
選
挙
の
件

出
席
者

一
番 

浅
井
鶴
次
郎 

二
番 

川
本
儀
三
郎

三
番 

山
田
良
助 

四
番 

加
藤
善
麓

六
番 
加
藤
房
太
郎 

七
番 

村
瀬
長
松

八
番 

加
藤
徳
松 

十
番 

福
岡

徳
之
助

十
一
番 

松
原
平
太
郎 

十
二
番 

浅
井
庄
太
郎

十
三
番 

伊
藤
牧
三
郎 

十
四
番 

吉
田
太
三
郎

十
五
番 

山
田
鍵
三
郎 

十
六
番 

伊
藤
鎮
一
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郎計
十
四
名

欠
席
者

五
番

川
本
鎌
三
郎 

九
番 
川
本
久
左
衛
門

十
七
番 

水
野
五
右
衛
門

計
三
名

定
員
十
八
名
の
内
一
名
は
欠
員
な
り

正
午
十
二
時
開
議
、
議
長
村
長
代
理
志
水
丈
右
ェ
門
議
長
席
に
着
く
。

議
長
は
開
会
の
趣
旨
を
述
ふ
。
続
て
第
一
号
議
案
村
條
例
の
件
の
一
次
会
を
開
き
た
る
に
、
十
三
番
は
第
一
号
議
案
は
察
考

（
考
察
）

致
し
度 た

き

に
付
後
へ
廻
し
度 た

き

旨

を
述
ぶ
。
十
六
番
は
こ
れ
に
賛
成
す
。
之
れ
に
同
意
者
多
数
に
付
後
へ
廻
し
、
第
二
号
議
案
の
一
次
会
を
開
き
た
る
に
、
一
の
質
問
も
こ
れ
な
く
に
付
第

二
次
会
を
開
き
た
る
に
、
満
場
異
議
な
く
原
案
に
決
す
。
続
て
第
三
号
議
案
の
一
次
会
を
開
き
た
る
に
、
全
会
異
議
な
く
第
二
次
会
に
移
る
。
是
亦

な
お
ま
た

満
場

異
議
な
く
原
案
に
決
す
。
続
て
第
四
号
議
案
の
一
次
会
を
開
き
た
る
に
、
全
会
異
議
な
く
に
付
第
二
次
会
を
開
く
旨
を
述
ぶ
。
続
て
第
二
次
会
を
開
き
た
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る
に
、
満
場
異
議
な
く
原
案
に
決
し
、
第
二
・
第
三
・
第
四
号
共
各
第
三
次
会
を
開
き
た
る
に
、
全
会
異
議
な
く
二
次
会
通
り
確
定
す
。
議
長
は
暫
時
休

憩
を
報
す
。
于
時

と

き

に

午
後
第
一
時
三
十
分
な
り
。

午
後
第
二
時
二
十
分
一
同
着
席
す
。
十
五
番
山
田
健
三
郎
出
席
に
付
、
議
長
は
席
に
着
か
し
む
。
是
よ
り
第
一
号
議
案
の
延
期
し
た
る
村
條
例
の
件
を
開

き
た
る
に
、
十
三
番
は
無
限
延
期
し
た
き
旨
を
述
ぶ
。
之
れ
に
満
場
同
意
し
た
る
を
以
て
延
期
に
決
す
。
続
て
助
役
選
挙
を
行
ふ
。
其
顛
末
左
の
如
し

十
三
票 

吉
田
太
三
郎

一
票 
寺
嶌
勘
左
衛
門

依
て
投
票
過
半
数
を
得
た
る
吉
田
太
三
郎
を
以
て
当
選
と
す
。
続
て
常
設
委
員
の
選
挙
を
二
名
分
行
ふ
た
る
に
、
其
顛
末
左
の
如
し

(

一) 

十
四
票 

加
藤
宮
治
郎

(

二) 

十
二
票 

水
野
助
重

二
票 

伊
藤
富
三
郎

依
て
全
数
を
得
た
る
加
藤
宮
治
郎
、
投
票
過
半
数
を
得
た
る
水
野
助
重
を
以
て
当
選
と
す
。

右
議
員
の
面
前
に
於
て
朗
読
を
な
し
、
左
の
三
名
署
名
す
。

明
治
四
十
二
年
九
月
七
日
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議
長
村
長
代
理 

志
水
丈
右
エ
門

議
員 

山
田
良
助

議
員 

浅
井
鶴
次
郎

午
後
第
四
時
十
分
閉
会
す

長
久
手
村
々
会
議
事
録

左
の
事
件
議
決
の
為
め
、
明
治
四
十
二
年
十
月
七
日
、
長
久
手
村
会
を
長
久
手
村
役
場
内
議
事
場
に
招
集
す
。

一

契
約
解
除
の
件

一

寄
付
金
取
消
の
件

一

明
治
四
十
二
年
度
予
算
更
正
の
件

一

村
吏
員
給
料
額
変
換
の
件

一

書
記
選
任
の
件

一

村
長
選
挙
の
件
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一

助
役
選
挙
の
件

出
席
者

一
番 

浅
井
鶴
次
郎 
三
番 

山
田
良
助

四
番 

加
藤
善
麓 

六
番 

加
藤
房
太
郎

七
番 

村
瀬
長
松 

十
番 

福
岡
徳
之
助

十
一
番 

松
原
平
太
郎 

十
二

番 

浅
井
庄
太
郎

十
三
番 
伊
藤
牧
三
郎 

十
四
番 

吉
田
太
三
郎

十
五
番 

山
田
鍵
三
郎 

十
六
番 

伊
藤
鎮
一
郎

計
十
二
名

欠
席
者

二
番 

川
本
儀
三
郎 

五
番 

川
本
鎌
三
郎

八
番 

加
藤
徳
松 

十
七
番 

水
野
五
右
衛
門

計
四
名

定
員
十
八
名
の
内
二
名
は
欠
員
な
り

正
午
十
二
時
開
議
、
議
長
村
長
代
理
志
水
丈
右
エ
門
議
長
席
に
着
く
。

議
長
は
開
会
の
趣
旨
を
述
ふ
。
続
て
第
一
号
議
案
の
契
約
解
除
の
件
の
一
次
会
を
開
き
た
る
に
、
十
五
番
は
質
問
の
所
大
体
を
可
と
す
る
旨
を
述
ふ
。
こ
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れ
に
十
三
番
賛
成
あ
り
、
他
に
異
議
な
く
之
れ
に
決
す
。
第
二
号
議
案
の
寄
付
金
取
消
の
件
の
一
次
会
を
開
き
た
る
に
、
十
一
番
の
原
案
可
と
す
る
節
に

十
六
番
・
一
番
・
十
四
番
賛
成
に
他
に
異
議
な
く
原
案
に
決
す
。
続
て
第
三
号
議
案
の
明
治
四
十
二
年
度
予
算
更
正
の
件
の
一
時
会
を
開
き
た
る
に
、
十

五
番
は
原
案
を
可
と
す
と
の
説
に
一
番
賛
成
す
。
之
れ
に
満
場
同
意
す
。
次
に
第
四
号
議
案
の
村
吏
員

り

い

ん

給
料
額
変
換
の
件
の
一
次
会
を
開
き
た
る
に
、
十

四
番
原
案
を
可
と
す
の
説
に
十
一
番
・
十
六
番
・
一
番
・
十
番
賛
成
す
。
他
に
異
議
無
く
原
案
に
決
す
。
続
て
第
一
号
議
案
の
二
次
会
を
開
き
た
る
に
、

十
四
番
は
原
案
を
賛
成
す
。
之
れ
に
十
三
番
賛
成
す
。
他
に
異
議
な
く
原
案
に
決
す
、
第
二
号
案
の
二
次
会
を
開
き
た
る
に
、
満
場
原
案
に
賛
成
に
付
之

れ
に
決
す
。
第
三
号
案
の
二
次
会
を
開
き
た
る
に
満
場
原
案
に
賛
成
す
。
依
て
原
案
に
決
す
。
議
長
は
暫
時
休
憩
を
報
す
。
于
時

と

き

に

午
後
第
一
時
三
十
分
な

り
。

午
後
第
二
時
一
同
着
席
す
。
是
よ
り
第
四
号
案
の
二
次
会
を
開
き
た
る
に
、
十
三
番
村
長
給
料
十
八
円
を
二
十
円
に
修
正
し
、
他
は
原
案
通
り
と
の
説
に

十
四
番
・
十
六
番
・
四
番
・
三
番
賛
成
す
。
他
に
異
議
な
き
に
よ
り
修
正
説
に
決
す
。
第
一
号
よ
り
第
四
号
に
至
る
案
を
一
括
し
て
第
三
次
会
を
開
く

に
、
二
次
会
通
り
に
確
定
す
。
続
て
第
五
号
案
を
議
事
に
付
し
、
村
長
代
理
に
於
て

乎
（
カ
）

出
書
記
に
戸
田
勅
之
助
・
加
藤
源
一
・
伊
藤
富
三
郎
・
寺
島
貴

朗
を
推
薦
せ
し
に
、
十
一
番
之
れ
に
同
意
す
と
の
説
に
満
場
異
議
な
く
こ
れ
を
選
任
す
。
次
に
去
月
七
日
提
出
の
有
給
條
例
廃
止
案
延
期
の
処
、
議
長
は

こ
れ
を
撤
回
し
た
り
。
続
て
村
長
選
挙
を
行
ふ
。
其
顛
末
左
の
如
し
。

十
二
票 

志
水
丈
右
衛
門
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依
て
全
数
を
得
た
る
志
水
丈
右
衛
門
を
以
て
当
選
と
す

２
２

。

右
議
員
面
前
に
於
て
朗
読
を
な
し
、
左
の
三
名
署
名
す
。

明
治
四
十
二
年
十
月
六
日

議
長
村
長
代
理 

志
水
丈
右
エ
門

議
員 

山
田
良
助

同 

浅
井
鶴
次
郎

午
後
第
三
時
十
分
閉
会

長
久
手
村
会
議
事
録

左
記
の
事
件
議
決
の
為
め
、
明
治
四
十
三
年
二
月
十
七
日
、
長
久
手
村
会
を
長
久
手
村
役
場
内
議
事
場
に
招
集
す
。

一

本
村
助
役
事
務
分
掌
の
件

一

水
車
新
設
願
の
件

出
席
者
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一
番 

浅
井
鶴
次
郎 

二
番 

川
本
儀
三
郎

三
番 

山
田
良
助 

四
番 

加
藤
善
麓

五
番 

川
本
鎌
三
郎 

六
番 

加
藤
房
太
郎

七
番 

村
瀬
長
松 

八
番 

加

藤
徳
松

十
番 

福
岡
徳
之
助 

十
一
番 

松
原
平
太
郎

十
三
番 

伊
藤
牧
三
郎 

十
四
番 

吉
田
太
三
郎

十
五
番 

山
田
鍵
三
郎 

十
六
番 

伊
藤
鎮
一
郎

計
十
四
名

欠
席
者

十
二
番 

浅
井
庄
太
郎 

十
七
番 
水
野
五
右
衛
門

計
二
名

午
前
第
十
一
時
開
議
、
議
長
村
長
代
理
志
水
丈
右
エ
門
議
長
席
に
着
く
。

続
て
第
一
号
議
案
助
役
事
務
分
掌
の
件
を
議
事
に
付
し
、
第
一
次
会
を
開
き
た
る
に
、
全
会
異
議
な
く
第
二
次
会
を
開
く
に
決
す
。
続
て
第
二
次
会
を
開

き
た
る
に
、
全
会
異
議
な
き
に
よ
り
三
次
会
を
省
略
原
案
に
確
定
す
。
時
于

と

き

に

正
午
十
二
時
、
議
長
は
昼
食
の
為
め
暫
時
休
憩
を
報
す
。

午
後
第
一
時
一
同
着
席
す
。
第
二
号
議
案
水
車
新
設
願
の
第
一
次
会
を
開
き
た
る
に
、
全
会
異
議
な
く
第
二
次
会
を
開
く
に
決
す
。
続
て
第
二
次
会
を
開

き
た
る
に
、
十
一
番
は
実
地
不
明
の
為
め
、
該
図
面
に
よ
り
危
険
と
思
考
す
べ
き
場
所
に
付
害
な
き
や
を
問
ふ
。
議
長
は
問
に
対
し
実
地
踏
査
せ
し
顛
末
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を
詳
細
説
明
す
。
八
番
は
別
刷
図
面
の
如
く
、
水
車
の
水
取
場
所
は
用
水
に
接
近
し
あ
る
を
以
て
、
危
害
あ
る
も
の
と
認
む
る
を
以
て
賛
成
し
難
き
旨
を

述
ふ
る
に
、
満
場
同
意
に
し
て
之
に
決
す
。
続
て
第
三
次
会
を
開
き
た
る
に
二
次
会
の
通
り
確
定
す
。

右
議
員
の
面
前
に
於
て
朗
読
を
な
し
、
左
の
三
名
署
名
す

明
治
四
十
三
年
二
月
十
七
日

議
長
村
長 

志
水
丈
右
エ
門

議
員 
山
田
良
助

同 

山
田
鍵
三
郎

午
後
第
二
時
三
十
分
閉
会
す

長
久
手
村
会
議
事
録

左
記
事
件
議
決
の
為
め
、
明
治
四
十
三
年
二
月
二
十
八
日
、
長
久
手
村
会
を
長
久
手
村
役
場
内
議
事
場
に
招
集
す
。

一

明
治
四
十
三
年
度
県
税
戸
数
割
賦
課
方
法
案

一

常
設
委
員
辞
任
に
付
後
任
者
選
挙
の
件
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一

常
設
委
員
辞
任
の
理
由
当
否
認
定
の
件

一

臨
時
委
員
辞
任
に
付
後
任
者
選
挙
の
件

一

臨
時
委
員
辞
任
の
理
由
当
否
認
定
の
件

一

村
有
土
地
貸
与
の
件

出
席
者

一
番 

浅
井
鶴
次
郎 

二
番 

川
本
儀
三
郎

三
番 
山
田
良
助 

五
番 

川
本
鎌
三
郎

六
番 

加
藤
房
太
郎 

七
番 

村
瀬
長
松

十
番 

福
岡
徳
之
助 

十
一

番 

松
原
平
太
郎

十
二
番 

浅
井
庄
太
郎 

十
三
番 

伊
藤
牧
三
郎

十
五
番 

山
田
鍵
三
郎 

十
六
番 

伊
藤
鎮
一
郎

計
十
二
名

欠
席
者

四
番 

加
藤
善
麓 

八
番 

加
藤
徳
松

十
四
番 

吉
田
太
三
郎 

十
七
番 

水
野
五
右
衛
門

計
四
名
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午
後
第
三
時
開
議
、
議
長
村
長
志
水
丈
右
エ
門
議
長
席
に
着
く
。

一

明
治
四
十
三
年
度
県
税
戸
数
割
賦
課
方
法
案
を
議
事
に
付
し
、
第
一
次
会
を
開
き
た
る
に
、
全
会
異
議
な
き
に
よ
り
第
二
次
会
を
開
く
に
決
す
。
続

て
第
二
次
会
を
開
き
た
る
に
、
二
十
九
等
柴
田
を
き
を
三
十
五
等
に
、
三
十
五
等
の
伊
藤
生
次
郎
を
三
十
七
等
に
、
三
十
四
等
清
水
梅
松
を
二
十
七
等
に

繰
上
け
、

而
し
こ
う

し
て
、
二
十
八
等
へ
與
語
勇
四
郎
を
加
へ
ん
と
の
十
六
番
の
説
に
満
場
異
議
な
く
之
に
決
す
。
議
長
は
三
次
会
を
開
く
や
否
や
を
問
ひ
た

る
に
、
十
三
番
三
次
会
を
省
略
せ
ん
こ
と
を
述
ふ
る
に
、
満
場
同
意
し
た
る
に
よ
り
二
次
会
の
通
り
確
定
す
。

一

常
設
委
員
水
野
助
重
辞
任
に
付
、
後
任
者
の
選
挙
を
行
ふ
。
其
顛
末
左
の
如
し
。

十
二
票 

加
藤
彦
重

依
て
、
全
数
を
得
た
る
加
藤
彦
重
当
選
者
と
す
。

一

常
設
委
員
水
野
助
重
辞
任
の
理
由
、
当
否
認
定
の
件
を
議
事
に
付
し
た
る
に
、
全
会
異
議
な
く
正
当
の
理
由
あ
る
も
の
と
決
す
。
臨
時
委
員
浅
井
広

助
・
加
藤
房
太
郎
辞
職
届
出
に
付
、
先
に
辞
職
認
定
な
り
た
る
青
山
義
信
・
伊
藤
牧
三
郎
の
後
任
者
選
挙
を
一
名
毎
行
ひ
た
る
に
、
其
顛
末
左
の
如
し
。

十
二
票 

山
本
幸
三
郎

十
二
票 

水
野
信
三
郎

十
二
票 

加
藤
伊
次
郎

十
二
票 

浅
井
広
助
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依
て
、
全
数
を
得
た
る
前
記
四
名
を
当
選
者
と
す
。

一

臨
時
委
員
浅
井
広
助
・
加
藤
房
太
郎
辞
職
の
理
由
、
当
否
認
定
の
件
を
議
事
に
付
し
た
る
に
、
全
数
異
議
な
く
正
当
の
理
由
あ
る
も
の
と
決
す

一

村
有
土
地
貸
与
の
件
議
事
に
付
し
、
第
一
次
会
を
開
き
た
る
に
、
全
会
異
議
な
き
に
よ
り
第
二
次
会
を
開
く
に
決
す
。
続
て
第
二
次
会
を
開
き
た
る

に
、
三
番
原
案
を
可
と
す
る
に
満
場
同
意
に
し
て
之
に
決
し
た
る
を
以
て
、
議
長
は
三
次
会
を
開
く
や
否
を
問
ひ
た
る
に
、
十
番
は
三
次
会
を
省
略
せ
ん

こ
と
を
述
ふ
る
に
、
諸
員
異
議
な
き
に
よ
り
二
次
会
の
通
り
確
定
す
。

右
議
員
の
面
前
に
於
て
朗
読
を
な
し
、
左
の
三
名
署
名
す
。

明
治
四
十
三
年
二
月
二
十
八
日

議
長
村
長 

志
水
丈
右
エ
門

議
員 

山
田
健
三
郎

同 

松
原
平
太
郎

午
後
第
五
時
三
十
分
閉
会
す

長
久
手
村
会
議
事
録
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左
記
事
件
議
決
の
為
め
、
明
治
四
十
三
年
三
月
十
日
、
長
久
手
村
会
を
長
久
手
村
役
場
内
に
招
集
す
。

一

道
路
修
繕
費
郡
費
補
助
申
請
の
件

出
席
者

一
番 

浅
井
鶴
次
郎 

六
番 
加
藤
房
太
郎

七
番 

村
瀬
長
松

十
番 

福
岡
徳
之
助

十
一
番 

松
原
平
太
郎

十
二
番 

浅
井
庄
太
郎

十
三
番 

伊
藤
牧

三
郎

十
四
番 

吉
田
太
三
郎

十
五
番 

山
田
鍵
三
郎 

十
六
番 

伊
藤
鎮
一
郎

計
十
人

欠
席
者

二
番 

川
本
儀
三
郎

三
番 

山
田
良
助

四
番 

加
藤
善
麓

八
番 
加
藤
徳
松

五
番 

川
本
鎌
三
郎

計
五
人

午
後
三
時
開
議
、
議
長
村
長
志
水
丈
右
エ
門
議
長
席
に
着
く
。

一

道
路
修
繕
費
郡
費
補
助
申
請
の
件
、
第
一
次
会
を
開
く
に
全
会
一
致
。
第
二
次
会
を
開
く
に
決
す
。
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続
て
第
二
次
会
を
開
く
に
、
十
六
番
原
案
賛
成
第
三
次
会
省
略
原
案
通
決
定
す
と
の
説
に
、
満
場
賛
成
原
案
通
り
決
定
せ
り
。

右
議
員
の
面
前
に
於
て
朗
読
を
な
し
、
左
の
三
名
署
名
す
。

明
治
四
十
三
年
三
月
十
日

議
長
村
長 

志
水
丈
右
エ
門

議
員 

浅
井
鶴
次
郎

同
上 

浅
井
庄
太
郎

午
後
第
五
時
閉
会
す

長
久
手
村
会
議
事
録

左
記
の
事
件
議
決
及
報
告
の
為
め
、
明
治
四
十
三
年
三
月
三
十
一
日
、
長
久
手
村
会
を
長
久
手
村
役
場
内
議
事
場
に
招
集
す
。

一

財
産
明
細
表
、
并
明
治
四
十
二
年
事
務
報
告
の
件

一

明
治
四
十
三
年
度
歳
入
出
予
算
案
の
件

一

同
年
度
村
税
賦
課
方
法
并
徴
収
期
限
案
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一

同
年
度
歳
出
予
算
費
目
中
流
用
支
出
の
件

一

明
治
四
十
二
年
度
歳
出
予
算
変
更
の
件

一

村
農
会
補
助
の
件

一

常
設
委
員
浅
井
松
兵
衛
辞
任
に
付
後
任
者
選
挙
の
件

一

同
委
員
辞
任
理
由
当
否
認
定
の
件

出
席
者

一
番 

浅
井
鶴
次
郎 

三
番 

山
田
良
助

四
番 

加
藤
善
麓

六
番 

加
藤
房
太
郎

七
番 

村
瀬
長
松

八
番 

加
藤
徳
松

十
番 

福
岡
徳
之
助 

十
一
番 

松
原
平
太
郎

十
二
番 

浅
井
庄
太
郎 

十
三
番 

伊
藤
牧
三
郎

十
四
番 

吉
田
太
三
郎

十
五
番 

山
田
鍵
三
郎

十
六
番 

伊
藤
鎮
一
郎

計
十
三
名

欠
席
者

二
番 

川
本
儀
三
郎

五
番 

川
本
鎌
三
郎

十
七
番

水
野
五
右
エ
門
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計
三
名

午
前
第
十
一
時
開
議
、
議
長
村
長
志
水
丈
右
エ
門
議
長
席
に
着
く
。

一

財
産
明
細
表
、
并
明
治
四
十
二
年
事
務
報
告
を
な
す
。

一

明
治
四
十
三
年
度
歳
入
出
予
算
案
の
第
一
次
会
を
開
き
た
る
に
、
全
会
異
議
な
く
第
二
次
会
を
開
く
に
決
す
。

于
時

と

き

に

正
午
十
二
時
、
議
長
は
昼
食
の
為
め
暫
時
休
憩
を
報
す
。

午
後
第
一
時
一
同
着
席
。
是
よ
り
歳
出
経
常
費
の
第
二
次
会
を
開
き
、
第
一
款
よ
り
逐
次
議
事
に
付
し
た
る
に
、
十
一
番
は
村
長
給
料
百
八
十
円
と
あ
る

を
二
百
四
十
円
と
し
、
吏
員

り

い

ん

賞
与
費
五
十
円
と
あ
る
を
三
十
円
と
し
、
備
品
費
五
十
五
円
と
あ
る
を
三
十
五
円
と
修
正
し
、
他
は
原
案
に
賛
成
す
と
の
説

に
、
満
場
同
意
に
し
て
之
に
決
す
。
続
て
第
二
款
を
議
事
に
付
し
た
る
に
、
満
場
異
議
な
く
原
案
に
決
す
。
次
に
第
三
款
土
木
費
を
議
事
に
付
し
た
る

に
、
三
番
は
樋
管
修
繕
費
四
十
円
と
あ
る
を
二
十
円
に
修
正
す
る
旨
を
述
へ
た
る
に
、
諸
員
同
意
に
よ
り
修
正
説
に
決
す
。
続
て
第
四
款
教
育
費
全
部
を

通
し
て
議
事
に
付
し
た
る
に
、
十
六
番
原
案
を
可
と
す
。
之
に
満
場
同
意
し
た
る
に
よ
り
原
案
に
決
す
。

十
五
番
は
第
五
款
以
下
全
部
原
案
に
異
議
な
き
に
よ
り
、
通
し
て
議
題
に
供
せ
ら
れ
ん
事
を
求
め
た
る
に
よ
り
、
議
長
は
第
五
款
よ
り
第
十
款
ま
て
通
し

て
議
事
に
付
し
た
る
に
、
満
場
異
議
な
く
原
案
に
決
す
。
次
に
臨
時
費
を
議
事
に
付
し
た
る
に
、
満
場
異
議
な
く
原
案
に
決
す
。
続
て
歳
入
の
第
二
次
会
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を
開
き
、
議
員
は
本
年
度
予
算
は
村
税
賦
課
率
初
、
総 す

べ

て
前
年
度
に
因
り
た
る
も
の
に
付
、
其
の
金
額
に
於
て
も
前
年
度
と
大
差
な
き
に
よ
り
、
独 ひ

と

つ
雑

収
入
過
年
度
収
入
に
於
て
著
し
く
減
額
し
た
る
に
よ
り
、
之
に
付
き
詳
細
説
明
を
為
し
た
る
に
、
十
三
番
は
歳
入
全
部
原
案
に
異
議
な
き
旨
を
述
ふ
る

に
、
全
会
異
議
な
く
原
案
に
決
す
。
続
て
歳
入
出
の
第
三
次
会
を
開
き
た
る
に
、
第
二
次
会
の
通
り
確
定
す
。
次
に
第
三
号
議
案
村
税
賦
課
方
法
、
并
徴

収
期
限
を
議
事
に
付
し
た
る
に
、
全
会
異
議
な
き
に
よ
り
議
長
は
次
会
省
略
し
て
差
支
な
き
や
を
諮
り
た
る
に
、
満
場
異
議
な
く
原
案
に
確
定
す
。
続
て

第
四
号
議
案
明
治
四
十
三
年
度
歳
出
予
算
費
目
中
、
流
用
支
出
の
件
を
議
事
に
付
し
た
る
に
、
三
番
前
案
同
様
次
会
を
省
き
原
案
に
決
せ
ん
こ
と
を
述
へ

た
る
に
、
諸
員
異
議
な
く
原
案
に
確
定
す
。
次
に
、
第
五
号
議
案
明
治
四
十
二
年
度
歳
出
予
算
変
更
の
件
を
議
事
に
付
し
た
る
に
、
全
会
異
議
な
く
次
会

を
省
略
原
案
に
確
定
す
。
続
て
第
六
号
議
案
村
農
会
補
助
の
件
を
議
事
に
付
し
た
る
に
、
全
会
異
議
な
く
原
案
に
確
定
す
。

一

常
設
委
員
浅
井
松
兵
エ
辞
任
届
出
に
付
、
後
任
者
の
選
定
を
行
ふ
。
其
顛
末
左
の
如
し
。

十
三
票

加
藤
永
助

依
て
、
全
数
を
得
た
る
に
よ
り
加
藤
永
助
当
選
す
。

一

常
設
委
員
浅
井
松
兵
エ
辞
任
の
理
由
、
当
否
認
定
の
件
を
議
事
に
付
し
た
る
に
、
全
会
異
議
な
く
正
当
の
理
由
あ
る
も
の
と
決
す
。

右
議
員
の
面
前
に
於
て
朗
読
を
な
し
、
左
の
三
名
署
名
す
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明
治
四
十
三
年
三
月
三
十
一
日

議
長
村
長 

志
水
丈
右
エ
門

議
員 

松
原
平
太
郎

同
上 

川
本
儀
三
郎

午
後
第
五
時
閉
会
す

長
久
手
村
会
議
事
録

左
記
の
事
件
議
決
の
為
め
、
明
治
四
十
三
年
四
月
十
一
日
、
長
久
手
村
会
を
長
久
手
村
役
場
内
議
事
場
に
招
集
す
。

一

明
治
四
十
三
年
度
歳
入
出
予
算
変
更
の
件

一

同
年
度
村
税
賦
課
方
法
、
并
徴
収
期
限
変
更
の
件

出
席
者

二
番 

川
本
儀
三
郎 

四
番 

加
藤
善
麓

六
番 

加
藤
房
太
郎

七
番 

村
瀬
長
松

八
番 
加
藤
徳
松

十
番 

福
岡
徳
之
助

十
一
番 

松
原
平
太
郎

十

二
番 

浅
井
庄
太
郎

十
四
番 

吉
田
太
三
郎

十
五
番 

山
田
鍵
三
郎

十
六
番 

伊
藤
鎮
一
郎



- 112 -

計
十
一
名

欠
席
者

一
番 

浅
井
鶴
次
郎

三
番 

山
田
良
助

五
番 

川
本
鎌
三
郎

十
三
番 

伊
藤
牧
三
郎

十
七
番

水
野
五
右
エ
門

計
五
名

午
前
第
十
時
開
議
、
議
長
村
長
志
水
丈
右
エ
門
議
長
席
に
着
く
。

一

第
一
号
議
案
明
治
四
十
三
年
度
歳
入
出
予
算
変
更
の
第
一
次
会
を
開
き
た
る
に
、
全
会
異
議
な
く
第
二
次
会
を
開
く
に
決
す
。
続
て
第
二
次
会
を
開

き
た
る
に
、
十
一
番
は
原
案
を
可
と
し
、
三
次
会
省
略
決
定
せ
ん
こ
と
を
述
ふ
る
に
、
満
場
異
議
な
く
原
案
に
確
定
す
。
次
に
第
二
号
議
案
村
税
賦
課
方

法
、
并
徴
収
期
限
変
更
の
件
を
議
事
に
付
し
た
る
に
、
全
会
異
議
な
き
に
よ
り
第
二
次
会
を
開
く
に
決
す
。
続
て
第
二
次
会
を
開
き
た
る
に
、
六
番
は
第

三
次
会
省
略
原
案
に
決
せ
ん
こ
と
を
述
ふ
る
に
、
諸
員
異
議
な
き
に
よ
り
原
案
に
確
定
す
。

右
議
員
の
面
前
に
於
て
朗
読
を
な
し
、
左
の
三
名
署
名
す
。

明
治
四
十
三
年
四
月
十
一
日
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議
長
村
長 

志
水
丈
右
エ
門

議
員 

伊
藤
鎮
一
郎

同
上 

山
田
鍵
三
郎

午
後
第
一
時
閉
会
す

長
久
手
村
会
議
事
録

左
記
の
事
件
議
決
の
為
め
、
明
治
四
十
三
年
四
月
二
十
五
日
、
長
久
手
村
会
を
長
久
手
村
役
場
内
議
事
場
に
招
集
す
。

一

仮
役
場
位
置
変
更
の
件

出
席
者

一
番 

浅
井
鶴
次
郎 

二
番 

川
本
儀
三
郎

四
番 

加
藤
善
麓

五
番 
川
本
鎌
三
郎

六
番 

加
藤
房
太
郎 

八
番 

加
藤
徳
松

十
番 

福
岡
徳
之
助 

十
一

番 

松
原
平
太
郎

十
二
番 

浅
井
庄
太
郎 

十
三
番 

伊
藤
牧
三
郎

十
四
番 
吉
田
太
三
郎

十
五
番 

山
田
鍵
三
郎

十
六
番 

伊
藤
鎮
一
郎

計
十
三
名

欠
席
者
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三
番 

山
田
良
助 

七
番 

村
瀬
長
松

十
七
番

水
野
五
右
エ
門

計
三
名

午
後
第
一
時
開
議
、
議
長
村
長
志
水
丈
右
エ
門
議
長
席
に
着
く
。

一

第
一
号
議
案
本
村
仮
役
場
位
置
変
更
の
件
の
第
一
次
会
を
開
き
た
る
に
、
全
会
異
議
な
き
に
よ
り
第
二
次
会
を
開
く
に
決
す
。
続
て
第
二
次
会
を
開

き
た
る
に
、
十
五
番
は
原
案
を
可
と
す
。
同
意
者
多
数
に
し
て
之
に
決
す
。
続
て
第
三
次
会
を
開
き
た
る
に
二
次
会
の
通
り
確
定
す
。

右
議
員
の
面
前
に
於
て
朗
読
を
な
し
、
左
の
三
名
署
名
す
。

明
治
四
十
三
年
四
月
二
十
五
日

議
長
村
長 

志
水
丈
右
エ
門

議
員 

山
田
鍵
三
郎

同

松
原
平
太
郎

午
後
第
三
時
閉
会
す

村
会
議
事
録
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左
記
事
件
議
決
の
為
め
、
明
治
四
十
三
年
七
月
十
三
日
、
長
久
手
村
会
を
長
久
手
村
役
場
内
議
事
場
に
招
集
す
。

一

明
治
四
十
二
年
度
村
税
未
納
金
欠
換
の
件

一

同
年
度
歳
入
出
決
算
認
定
の
件

一

村
会
議
員
水
野
五
右
衛
門
辞
任
の
理
由
、
当
否
認
定
の
件

出
席
者

一
番 

浅
井
鶴
次
郎 

四
番 

加
藤
善
麓

五
番 
川
本
鎌
三
郎

八
番 

加
藤
徳
松

十
番 

福
岡
徳
之
助 

十
一
番 

松
原
平
太
郎

十
二
番 

浅
井
庄
太
郎 

十
三
番 

伊
藤
牧
三
郎

十
四
番 

吉
田
太
三
郎

十
五
番 
山
田
鍵
三
郎

十
六
番 

伊
藤
鎮
一
郎

計
十
一
名

欠
席
者

二
番 

川
本
儀
三
郎

三
番 

山
田
良
助

六
番 

加
藤
房
太
郎

七
番 

村
瀬
長
松

計
四
名
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午
後
第
二
時
開
議
、
議
長
村
長
志
水
丈
右
エ
門
議
長
席
に
着
く
。

一

第
一
号
議
案
村
税
未
納
金
欠
換
に
関
す
る
件
を
会
議
に
付
し
た
る
に
、
何
れ
も
異
議
な
く
原
案
に
確
定
す
。

一

続
て
明
治
四
十
二
年
度
歳
入
出
決
算
報
告
を
提
出
し
、
本
議
は
制
第
百
十
三
条
に
よ
り
議
長
代
理
者
共
に
故
障
あ
る
を
以
て
、
年
長
議
員
山
田
鍵
三

郎
を
以
て
議
長
席
に
着
か
し
め
、
村
長
は
退
席
す
。

一

明
治
四
十
二
年
度
歳
入
出
決
算
報
告
を
認
定
に
付
す
。
各
員
之
れ
か
調
査
を
な
す
。
第
一
款
よ
り
逐
次
調
査
を
遂
け
、
全
会
異
議
な
く
正
当
の
決
算

と
認
定
す
。
是
に
て
年
長
議
員
山
田
鍵
三
郎
退
席
す
。
村
長
志
水
丈
右
エ
門
席
に
着
く
。

一

村
会
議
員
水
野
五
右
衛
門
辞
職
の
理
由
、
当
否
認
定
の
件
を
議
事
に
付
し
た
る
に
、
全
会
異
議
な
く
正
当
の
理
由
あ
る
も
の
と
決
す
。

右
議
員
の
面
前
に
於
て
朗
読
を
な
し
、
左
の
四
名
署
名
す
。

明
治
四
十
三
年
七
月
十
三
日

議
長
村
長 

志
水
丈
右
エ
門

議
長
年
長
議
員 

山
田
鍵
三
郎

議
員

伊
藤
牧
三
郎

同

松
原
平
太
郎

午
後
第
五
時
閉
会
す
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長
久
手
村
会
議
事
録

左
記
事
件
議
決
の
為
め
、
明
治
四
十
三
年
七
月
三
十
日
、
長
久
手
村
会
を
長
久
手
村
役
場
内
に
招
集
す
。

一

明
治
四
十
三
年
度
歳
出
予
算
更
生
の
件

一

郡
費
負
担
の
道
路
、
及
橋
梁
修
繕
費
の
寄
付
の
件

出
席
者

一
番 

浅
井
鶴
次
郎 

六
番 

加
藤
房
太
郎

七
番 

村
瀬
長
松

十
番 

福
岡
徳
之
助

十
一
番 

松
原
平
太
郎

十
二
番 

浅
井
庄
太
郎

十
三
番 

伊
藤
牧

三
郎

十
四
番 

吉
田
太
三
郎

十
五
番 

山
田
鍵
三
郎

十
六
番 
伊
藤
鎮
一
郎

計
十
名

欠
席
者

二
番 

川
本
儀
三
郎

三
番 

山
田
良
助

四
番 

加
藤
善
麓

八
番 

加
藤
徳
松

五
番 

川
本
鎌
三
郎
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計
五
名

午
後
第
三
時
開
議
、
議
長
村
長
志
水
丈
右
エ
門
議
長
席
に
着
く
。

一

明
治
四
十
三
年
度
歳
出
予
算
更
生
の
件
を
議
事
に
付
し
た
る
に
、
満
場
異
議
な
く
第
二
次
会
開
く
に
決
す
。

一

郡
費
負
担
の
道
路
、
及
橋
梁
修
繕
費
の
寄
付
の
件
を
議
事
に
付
す
る
に
、
満
場
一
致
原
案
に
決
す
。
続
て
第
二
次
会
を
開
き
し
に
第
一
・
二
号
案
其

原
案
に
通
り
可
決
確
定
す
。
第
三
次
会
開
く
、
是
亦

こ
れ
ま
た

両
案
共
第
二
次
会
通
り
可
決
確
定
す
。

右
議
員
の
面
前
に
於
て
朗
読
を
な
し
、
左
の
三
名
署
名
す
。

明
治
四
十
三
年
七
月
三
十
日

議
長
村
長 

志
水
丈
右
エ
門

議
員 

浅
井
鶴
次
郎

同
上

浅
井
庄
太
郎

午
後
第
五
時
閉
会
す

長
久
手
村
会
議
事
録
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左
記
の
事
件
議
決
の
為
め
、
明
治
四
十
三
年
十
月
十
九
日
、
長
久
手
村
会
を
長
久
手
村
役
場
内
議
事
場
に
招
集
す
。

一

収
入
役
満
期
に
付
選
任
の
件

一

書
記
選
任
の
件

一

常
設
委
員
満
期
に
付
改
選
の
件

出
席
者

一
番 

浅
井
鶴
次
郎 

二
番 

川
本
儀
三
郎

五
番 
川
本
鎌
三
郎

六
番 

加
藤
房
太
郎

七
番 

村
瀬
長
松

八
番 

加
藤
徳
松

十
番 

福
岡
徳
之
助

十

一
番 

松
原
平
太
郎

十
二
番 

浅
井
庄
太
郎

十
三
番 
伊
藤
牧
三
郎

十
四
番 

吉
田
太
三
郎

十
五
番 

山
田
鍵
三
郎

十
六
番 

伊
藤
鎮
一
郎

計
十
一
名

欠
席
者

三
番 

山
田
良
助

四
番 

加
藤
善
麓

計
二
名
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午
後
第
一
時
開
議
、
村
長
志
水
丈
右
エ
門
議
長
席
に
着
く
。

議
長
は
開
会
の
趣
旨
を
述
へ
、
第
一
号
議
案
を
議
事
に
付
し
、
本
村
収
入
役
浅
井
為
三
郎
満
期
に
付
、
後
任
者
に
伊
藤
富
三
郎
を
推
薦
せ
し
に
、
十
六
番

之
に
同
意
す
と
の
説
に
満
場
異
議
な
く
之
れ
を
選
任
す
。
第
二
号
議
案
を
議
事
に
付
し
、
本
村
書
記
の
加
藤
宗
次
郎
を
推
薦
せ
し
に
、
諸
員
異
議
な
く
之

れ
を
選
任
す
。

一

満
期
改
選
に
付
、
常
設
委
員
の
選
挙
を
各
一
名
毎
に
行
ふ
。
其
顛
末
左
の
如
し
。

一
回

十
三
票

加
藤
彦
重

二
回

十
三
票

加
藤
宮
治
郎

三
回

十
三
票

加
藤
永
助

四
回

十
三
票

川
本
丑
三
郎

依
て
、
全
数
を
得
た
る
前
記
の
四
名
を
以
て
当
選
と
す
。

右
議
員
の
面
前
に
於
て
朗
読
を
な
し
、
左
の
三
名
署
名
す
。

明
治
四
十
三
年
十
月
十
九
日

議
長
村
長 

志
水
丈
右
エ
門

議
員 

浅
井
鶴
次
郎

同
上

浅
井
庄
太
郎

午
後
第
四
時
三
十
分
閉
会
す
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長
久
手
村
会
議
事
録

左
記
事
件
議
決
の
為
め
、
明
治
四
十
四
年
二
月
二
十
七
日
、
長
久
手
村
会
を
長
久
手
村
役
場
内
議
事
場
に
招
集
す

一

明
治
四
十
四
年
度
県
税
戸
数
割
賦
課
方
法
案

一

明
治
四
十
三
年
度
歳
出
予
算
変
更
の
件

一

学
務
委
員
辞
任
に
付
後
任
者
選
挙
の
件

一

同
上
辞
任
の
理
由
当
否
認
定
の
件

一

書
記
寺
島
豊
市
辞
職
に
付
後
任
者
選
任
の
件

出
席
者

一
番 

浅
井
鶴
次
郎 

二
番 

川
本
儀
三
郎

三
番 

山
田
良
助

四
番 

加
藤
善
麓

五
番 
川
本
鎌
三
郎

六
番 

加
藤
房
太
郎

七
番 

村
瀬
長
松

八
番 

加
藤
徳
松

十
番 

福
岡
徳
之
助

十
一
番 

松
原
平
太
郎

十
二
番 

浅
井
庄
太
郎

十
三
番 
伊
藤
牧
三
郎

十
四
番 

吉
田
太
三
郎

十
五
番 

山
田
鍵
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三
郎

十
六
番 

伊
藤
鎮
一
郎

計
十
五
名

欠
席
者
な
し

午
前
第
十
時
開
議
、
村
長
志
水
丈
右
エ
門
議
長
席
に
着
く
。

議
長
は
開
会
の
趣
旨
を
述
べ
、
第
一
号
議
案
明
治
四
十
四
年
度
県
税
戸
数
割
賦
課
方
法
案
を
議
事
に
付
し
、
第
一
次
会
を
開
き
た
る
に
、
全
会
異
議
な
く

第
二
次
会
を
開
く
に
決
す
。
続
て
第
二
次
会
を
開
き
た
る
に
、
十
五
番
は
原
案
を
可
と
し
、
第
三
次
会
省
略
確
定
せ
ん
こ
と
を
述
ぶ
る
に
、
満
場
異
議
な

く
に
よ
り
原
案
に
確
定
す
。

一

明
治
四
十
三
年
度
歳
出
予
算
変
更
の
件
を
議
事
に
付
し
た
る
に
、
満
場
異
議
な
く
原
案
に
決
す
。

一

学
務
委
員
川
本
弥
六
辞
任
届
出
に
付
き
、
後
任
者
の
選
挙
を
行
ふ
。
其
顛
末
左
の
如
し
。

十
四
票

吉
田
太
三
郎

一
票

戸
田
鉷
四
郎

依
て
、
多
数
を
得
た
る
吉
田
太
三
郎
当
選
と
す
。
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一

学
務
委
員
川
本
弥
六
辞
任
の
理
由
、
当
否
認
定
の
件
を
議
事
に
付
し
た
る
に
、
全
会
異
議
な
く
正
当
の
理
由
あ
る
も
の
と
決
す
。

一

本
村
書
記
寺
島
豊
市
辞
任
に
付
、
後
任
者
に
青
山
胤
針
を
推
薦
せ
し
に
、
諸
員
異
議
な
く
之
れ
を
選
任
す
。

右
議
員
の
面
前
に
於
て
朗
読
を
な
し
、
左
の
三
名
署
名
す

明
治
四
十
四
年
二
月
二
十
七
日

議
長
村
長 

志
水
丈
右
エ
門

議
員 
浅
井
鶴
次
郎

同

浅
井
庄
太
郎

午
後
第
五
時
閉
会
す

長
久
手
村
会
議
事
録

左
記
事
件
議
決
の
為
め
、
明
治
四
十
四
年
三
月
十
七
日
、
長
久
手
村
会
を
長
久
手
村
役
場
内
議
事
場
に
招
集
す
。

一

財
産
明
細
票
及
明
治
四
十
三
年
度
事
務
報
告
の
件

一

明
治
四
十
四
年
度
歳
入
出
予
算
案
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一

同
年
度
村
税
賦
課
方
法
并
徴
収
期
限
案

一

同
年
度
歳
出
予
算
費
目
中
流
用
支
出
の
件

一

本
村
収
入
役
及
書
記
給
料
額
更
正
の
件

一

明
治
四
十
三
年
度
歳
出
予
算
更
正
の
件

一

本
村
農
会
費
補
助
の
件

一

本
村
手
数
料
條
例
案

一

本
村
公
告
式
條
例
案

一

文
具
支
給
規
程
議
決
の
件

一

寄
付
金
採
納
の
件

一

常
設
委
員
加
藤
彦
重
辞
任
に
付
、
後
任
者
選
挙
及
同
上
辞
任
の
理
由
当
否
認
定
の
件

一

本
村
校
舎
敷
地
買
収
の
件
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出
席
者

一
番 
浅
井
鶴
次
郎 

三
番 

山
田
良
助

四
番 

加
藤
善
麓

五
番 

川
本
鎌
三
郎

六
番 

加
藤
房
太
郎

十
番 

福
岡
徳
之
助

十
二
番 

浅
井
庄
太
郎

十
三
番 

伊
藤
牧
三
郎

十
五
番 

山
田
鍵
三
郎

十
六
番 

伊
藤
鎮
一
郎

計
十
名

欠
席
者

二
番 

川
本
儀
三
郎

七
番 

村
瀬
長
松

八
番 
加
藤
徳
松

十
一
番 

松
原
平
太
郎

十
四
番 

吉
田
太
三
郎

計
五
名

午
前
第
十
時
開
議
、
議
長
村
長
志
水
丈
右
エ
門
議
長
席
に
着
く
。

一

財
産
明
細
票
、
及
明
治
四
十
三
年
度
事
務
報
告
を
為
す
。

一

明
治
四
十
四
年
度
歳
入
出
予
算
案
の
第
一
次
会
を
開
き
た
る
に
、
全
会
異
議
な
き
に
よ
り
第
二
次
会
を
開
く
に
決
す
。
于
時

と

き

に

正
午
十
二
時
、
議
長
は

昼
食
の
為
め
暫
時
休
憩
を
報
す
。
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午
後
第
一
時
一
同
着
席
。
是
よ
り
歳
出
経
常
費
の
第
二
次
会
を
開
き
、
第
一
款
よ
り
逐
次
議
事
に
付
し
た
る
に
、
一
番
原
案
を
可
と
す
る
説
に
満
場
異
議

な
き
に
よ
り
原
案
に
決
す
。
続
て
第
二
款
会
議
費
を
議
事
に
付
し
た
る
に
、
諸
員
異
議
な
く
原
案
に
決
す
。
続
て
第
三
款
土
木
費
を
議
事
に
付
し
た
る

に
、
満
場
異
議
な
く
原
案
に
決
す
。
次
に
第
四
款
教
育
費
を
議
事
に
付
し
た
る
に
、
諸
員
異
議
な
く
原
案
に
決
す
。
続
て
第
五
款
よ
り
第
十
二
款
及
臨
時

費
に
至
る
迄
通
し
て
議
題
に
供
し
た
る
に
、
全
会
異
議
な
く
原
案
に
決
す
。

一

続
て
歳
入
の
第
二
次
会
を
開
き
、
第
一
款
よ
り
第
九
款
に
至
る
全
部
を
通
し
て
議
事
に
付
し
た
る
に
、
諸
員
異
議
な
く
原
案
に
決
す
。

一

続
て
第
二
号
議
案
村
税
賦
課
方
法
、
并
徴
収
期
限
案
を
議
事
に
付
し
た
る
に
、
全
会
異
議
な
き
に
よ
り
、
議
長
は
次
会
省
略
確
定
し
て
差
支
な
き
や

を
諮
り
た
る
に
、
満
場
異
議
な
く
原
案
に
確
定
す
。

一

次
に
第
三
号
議
案
明
治
四
十
四
年
度
歳
出
予
算
費
目
中
、
流
用
支
出
の
件
を
議
事
に
付
し
た
る
に
、
三
番
は
前
案
同
様
次
会
を
省
略
、
原
案
に
決
せ

ん
こ
と
を
述
ふ
る
に
、
諸
員
異
議
な
く
原
案
に
確
定
す
。
次
に
歳
入
出
予
算
案
の
第
三
次
会
を
開
き
た
る
に
、
満
場
異
議
な
く
二
次
会
の
通
り
確
定
す
。

一

続
て
第
四
号
議
案
収
入
役
及
書
記
給
与
額
更
正
案
を
議
事
に
付
し
た
る
に
、
諸
員
異
議
な
く
原
案
に
決
す
。

一

続
て
第
五
号
議
案
明
治
四
十
三
年
度
歳
出
予
算
更
正
の
件
を
議
事
に
付
し
た
る
に
、
全
会
異
議
な
く
原
案
に
決
す
。

一

次
に
第
六
号
議
案
村
農
会
費
補
助
の
件
を
議
事
に
付
し
た
る
に
、
全
会
異
議
な
く
原
案
に
決
す
。
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一

続
て
第
七
号
議
案
よ
り
第
十
号
議
案
に
至
る
四
案
を
一
括
し
て
議
事
に
付
し
た
る
に
、
満
場
異
議
な
く
原
案
に
決
す
。
次
に
第
四
号
議
案
よ
り
第
十

号
議
案
を
通
し
て
第
三
次
会
を
開
き
た
る
に
、
全
会
異
議
な
き
に
よ
り
原
案
に
確
定
す
。

一

常
設
委
員
加
藤
彦
重
辞
任
届
出
に
付
、
後
任
者
の
選
挙
を
行
ふ
。
其
顛
末
左
の
如
し
。

十
票

與
語
九
蔵

依
て
、
全
数
を
得
た
る
に
よ
り
與
語
九
蔵
当
選
す
。

一

常
設
委
員
加
藤
彦
重
辞
任
の
理
由
、
当
否
認
定
の
件
を
議
事
に
付
し
た
る
に
、
全
会
異
議
な
く
正
当
の
理
由
あ
る
も
の
と
決
す
。

一

次
に
第
十
二
号
議
案
を
議
事
に
付
し
た
る
に
、
全
会
異
議
な
く
次
会
省
略
原
案
に
確
定
す
。

右
議
員
の
面
前
に
於
て
朗
読
を
な
し
、
左
の
三
名
署
名
す
。

明
治
四
十
四
年
三
月
十
七
日

議
長
村
長 

志
水
丈
右
エ
門

議
員 

浅
井
鶴
次
郎

同
上

浅
井
庄
太
郎

午
後
第
五
時
五
十
分
閉
会
す
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長
久
手
村
会
議
事
録

左
記
事
件
議
決
の
為
め
、
明
治
四
十
四
年
四
月
十
日
、
長
久
手
村
会
を
長
久
手
村
役
場
内
議
事
場
に
招
集
す
。

一

明
治
四
十
四
年
度
歳
入
出
予
算
更
正
の
件

一

同
年
度
村
税
賦
課
方
法
、
并
徴
収
期
限
更
正
の
件

出
席
者

三
番 

山
田
良
助

四
番 

加
藤
善
麓

五
番 

川
本
鎌
三
郎

七
番 

村
瀬
長
松

八
番 

加
藤
徳
松

十
番 

福
岡
徳
之
助

十
一
番 

松
原
平
太
郎

十

二
番 

浅
井
庄
太
郎

十
四
番 

吉
田
太
三
郎

十
六
番 

伊
藤
鎮
一
郎

計
十
名

欠
席
者

一
番 

浅
井
鶴
次
郎

二
番 

川
本
儀
三
郎

六
番 

加
藤
房
太
郎

十
三
番 

伊
藤
牧
三
郎

十
五
番 

山
田
鍵
三
郎



- 129 -

計
五
名

午
後
第
二
時
開
議
、
議
長
村
長
志
水
丈
右
エ
門
議
長
席
に
着
く
。

一

第
十
三
号
議
案
明
治
四
十
四
年
度
歳
入
出
予
算
更
正
の
第
一
次
会
を
開
き
た
る
に
、
全
会
異
議
な
く
第
二
次
会
を
開
く
に
決
す
。
続
て
第
二
次
会
を

開
き
た
る
に
、
三
番
は
原
案
を
可
と
し
、
三
次
会
省
略
決
定
せ
ん
こ
と
を
述
ぶ
る
に
、
諸
員
異
議
な
く
原
案
に
確
定
す
。
続
て
第
十
四
号
議
案
村
税
賦
課

方
法
、
并
徴
収
期
限
更
正
の
件
を
議
事
に
付
し
た
る
に
、
全
会
異
議
な
く
第
二
次
会
を
開
く
に
決
す
。
続
て
第
二
次
会
を
開
き
た
る
に
、
五
番
は
第
三
次

会
を
省
略
原
案
に
確
定
せ
ん
こ
と
を
述
ぶ
る
に
、
全
会
異
議
な
く
原
案
に
確
定
す
。

右
議
員
の
面
前
に
於
て
朗
読
を
な
し
、
左
の
三
名
署
名
す
。

議
長
村
長 

志
水
丈
右
エ
門

村
会
議
員 

松
原
平
太
郎

同
上

浅
井
庄
太
郎

午
後
第
六
時
閉
会
す

長
久
手
村
会
議
事
録
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今
回
左
の
事
件
議
決
の
為
め
、
明
治
四
十
四
年
四
月
十
七
日
、
長
久
手
村
会
を
長
久
手
村
役
場
に
招
集
す
。

一

明
治
四
十
四
年
度
歳
入
出
追
加
予
算
議
決
の
件

一

同
上
村
税
賦
課
法
、
并
徴
収
期
限
案

一

本
村
郵
便
局
と
電
信
事
務
開
始
を
申
請
、
及
該
建
設
費
中
寄
付
の
件

一

本
年
度
県
税
戸
数
割
賦
課
方
法
案
更
正
の
件

出
席
者

一
番 

浅
井
鶴
次
郎 

二
番 

川
本
儀
三
郎

三
番 

山
田
良
助

四
番 

加
藤
善
麓

五
番 

川
本
鎌
三
郎

六
番 

加
藤
房
太
郎

七
番 

村
瀬
長
松

八
番 

加
藤
徳
松

十
番 

福
岡
徳
之
助

十
一
番 

松
原
平
太
郎

十
二
番 

浅
井
庄
太
郎

十
三
番 

伊
藤
牧
三
郎

十
四
番 

吉
田
太
三
郎

十
六
番 

伊
藤
鎮

一
郎

計
十
四
名

欠
席
者
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十
五
番 

山
田
鍵
三
郎

計
一
名

午
後
第
二
時
開
議
、
議
長
村
長
志
水
丈
右
エ
門
議
長
席
に
着
く
。

一

明
治
四
十
四
年
度
歳
入
出
追
加
予
算
案
の
第
一
次
会
を
開
き
た
る
に
、
全
会
異
議
な
く
第
二
次
会
を
開
く
に
決
す
。
続
て
臨
時
費
の
第
二
次
会
を
開

き
た
る
に
、
六
番
は
原
案
を
可
と
し
、
三
次
会
省
略
確
定
せ
ん
こ
と
を
述
ぶ
る
に
、
満
場
異
議
な
く
に
よ
り
原
案
に
確
定
す
。
次
に
歳
入
の
第
二
次
会
を

開
き
た
る
に
、
四
番
は
原
案
に
賛
成
し
、
三
次
会
省
略
決
定
せ
ん
旨
を
述
ふ
る
に
、
諸
員
異
議
な
く
之
に
確
定
す
。

一

明
治
四
十
四
年
度
追
加
村
税
賦
課
法
、
并
に
徴
収
期
限
案
を
議
事
に
付
し
た
る
に
、
全
会
異
議
な
く
次
会
を
省
略
し
原
案
に
確
定
す
。

一

本
村
郵
便
局
と
電
信
事
務
開
始

２
３

を
申
請
し
、
該
建
設
費
中
寄
付
の
件
を
議
事
に
付
し
た
る
に
、
全
会
異
議
な
く
次
会
を
略
し
原
案
に
確
定
す
。

一

明
治
四
十
四
年
二
月
二
十
七
日
議
決
の
議
案
中
、
更
正
の
件
を
議
事
に
付
し
た
る
に
、
全
会
異
議
な
く
第
二
次
会
を
開
く
に
決
す
。
続
て
第
二
次
会

を
開
き
、
議
長
は
調
査
誤
謬

ご
び
ゅ
う

に
係
る
浅
井
広
助
の
標
準
額
三
千
円
な
る
を
四
千
円
と
誤
記
し
た
る
に
よ
り
、
是
か
更
正
を
要
す
へ
き
理
由
を
説
明
し
た
る

に
、
全
会
異
議
な
く
次
会
を
省
略
、
原
案
に
確
定
す
。
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右
議
員
の
面
前
に
於
て
朗
読
を
な
し
、
左
の
三
名
署
名
す
。

明
治
四
十
四
年
四
月
十
七
日

議
長
村
長 

志
水
丈
右
エ
門

村
会
議
員 

山
田
良
助

同
上

伊
藤
牧
三
郎

午
後
第
六
時
閉
会
す

村
会
議
事
録

左
記
事
件
議
決
及
認
定
の
為
め
、
明
治
四
十
四
年
七
月
十
三
日
、
長
久
手
村
会
を
長
久
手
村
役
場
内
議
事
場
に
招
集
す
。

一

明
治
四
十
三
年
度
村
税
未
納
金
欠
損
の
件

一

同
年
度
歳
入
出
決
算
報
告
認
定
の
件

一

明
治
四
十
四
年
度
追
加
村
税
歳
入
出
予
算
議
決
の
件

一

同
年
度
村
税
確
保
方
法
、
并
徴
収
期
限
案
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出
席
者

一
番 
浅
井
鶴
次
郎 

三
番 

山
田
良
助

四
番 

加
藤
善
麓

五
番 

川
本
鎌
三
郎

六
番 

加
藤
房
太
郎

七
番 

村
瀬
長
松

八
番 

加
藤
徳
松

十
番 

福
岡
徳
之
助

十
一
番 

松
原
平
太
郎

十
二
番 

浅
井
庄
太
郎

十
三
番 

伊
藤
牧
三
郎

十
四
番 

吉
田
太
三
郎

十
五
番 

山
田
鍵
三
郎

十
六
番 

伊

藤
鎮
一
郎

計
十
四
名

欠
席
者

二
番 

川
本
儀
三
郎

計
一
名

午
後
第
二
時
開
議
、
議
長
村
長
志
水
丈
右
エ
門
議
長
席
に
着
く
。

一

第
十
九
号
議
案
村
税
未
納
金
欠
損
に
関
す
る
件
を
会
議
に
付
し
た
る
に
、
何
れ
も
異
議
な
く
原
案
に
決
す
。
続
て
第
二
次
会
を
開
き
た
る
に
、
三
番

は
三
次
会
省
略
原
案
に
決
せ
ん
こ
と
を
述
ぶ
る
に
、
諸
員
異
議
な
く
原
案
の
通
り
確
定
す
。
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一

第
二
十
号
議
案
明
治
四
十
三
年
度
歳
入
出
決
算
報
告
を
提
出
し
、
本
議
は
制
第
百
十
三
條
に
據 よ

り
議
長
代
理
者
共
に
故
障
あ
る
を
以
て
、
年
長
議
員

山
田
鍵
三
郎
を
以
て
議
長
席
に
着
か
し
め
、
村
長
は
退
席
す
。

一

明
治
四
十
三
年
度
歳
入
出
決
算
報
告
を
認
定
に
付
す
。
諸
員
之
れ
に
付
き
歳
入
出
諸
帳
簿
、
及
証
據

（
証
拠
）

書
類
等
逐
一
調
査
を
為
し
た
る
に
、
全
会
異
議

な
く
正
当
の
決
算
と
認
定
す
。
是
れ
に
年
長
議
員
山
田
鍵
三
郎
退
席
す
。
依
て
村
長
志
水
丈
右
エ
門
議
長
席
に
着
く
。

一

第
二
十
一
号
議
案
明
治
四
十
四
年
度
歳
入
出
追
加
予
算
案
を
提
出
し
、
第
一
次
会
を
開
き
、
歳
出
経
常
費
及
臨
時
費
に
付
詳
細
な
る
説
明
を
為
し
た

る
に
、
諸
員
異
議
な
き
に
よ
り
第
二
次
会
を
開
く
に
決
す
。
続
て
第
二
次
会
を
開
た
る
に
、
六
番
は
三
次
会
省
略
原
案
に
決
せ
ん
こ
と
を
述
べ
た
る
に
、

満
場
同
意
に
し
て
原
案
に
確
定
す
。

一

第
二
十
二
号
議
案
明
治
四
十
四
年
度
追
加
村
税
賦
課
方
法
、
并
徴
収
期
限
案
を
議
事
に
付
し
た
る
に
、
満
場
異
議
な
き
に
よ
り
第
二
次
会
を
開
く
に

決
す
。
続
て
第
二
次
会
を
開
き
た
る
に
、
三
次
会
省
略
原
案
に
決
せ
ん
と
の
十
五
番
の
説
に
、
諸
員
異
議
な
き
に
よ
り
原
案
に
確
定
す
。

右
議
員
の
面
前
に
於
て
朗
読
を
な
し
、
左
の
四
名
署
名
す
。

明
治
四
十
四
年
七
月
十
三
日

議
長
村
長 

志
水
丈
右
エ
門

議
長
年
長
議
員 

山
田
鍵
三
郎

議
員

川
本
鎌
三
郎

同
上

村
瀬
長
松
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午
後
第
六
時
閉
会
す

村
会
議
事
録

左
記
の
事
件
議
決
の
為
め
、
明
治
四
十
四
年
九
月
二
十
七
日
、
長
久
手
村
会
を
長
久
手
村
役
場
内
議
事
場
に
招
集
す
。

一

村
長
臨
時
辞
職
申
出
に
付
、
議
決
の
件

一

常
設
委
員
川
本
丑
三
郎
辞
任
に
付
、
後
任
者
選
挙
の
件

一

同
上
川
本
丑
三
郎
辞
任
理
由
の
当
否
認
定
の
件

出
席
者

一
番 

浅
井
鶴
次
郎 

二
番 

川
本
儀
三
郎

三
番 

山
田
良
助

四
番 

加
藤
善
麓

五
番 

川
本
鎌
三
郎

六
番 

加
藤
房
太
郎

七
番 

村
瀬
長
松

八
番 

加
藤
徳
松

十
番 

福
岡
徳
之
助

十
一
番 

松
原
平
太
郎

十
二
番 

浅
井
庄
太
郎

十
四
番 

吉
田
太
三
郎

十
六
番 

伊
藤
鎮
一
郎

計
十
三
名
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欠
席
者

十
三
番 
伊
藤
牧
三
郎

十
五
番 

山
田
鍵
三
郎

計
二
名

午
後
第
二
時
開
議
、
議
長
代
理
助
役
吉
田
太
三
郎
議
長
席
に
着
く
。

一

村
長
志
水
丈
右
衛
門
辞
職
申
出
の
件

２
４

、
議
事
に
付
し
た
る
に
、
事
実
止
み
難
き
事
情
あ
り
と
認
む
る
に
付
、
退
職
申
出
を
納
む
る
る
の
十
一
番
の

説
に
満
場
異
議
な
く
之
れ
に
決
す
、

一

常
設
委
員
川
本
丑
三
郎
辞
任
届
出
に
付
、
後
任
者
の
選
挙
を
行
ふ
。
其
顛
末
左
の
如
し
。

十
三
票

水
野
金
三
郎

依
て
、
全
数
を
得
た
る
水
野
金
三
郎
当
選
者
と
す
。

一

常
設
委
員
川
本
丑
三
郎
辞
任
の
理
由
、
当
否
認
定
の
件
を
議
事
に
付
し
た
る
に
、
全
会
異
議
な
く
正
当
の
理
由
あ
る
も
の
と
決
す
。

右
議
員
の
面
前
に
於
て
朗
読
を
な
し
、
左
の
三
名
署
名
す
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明
治
四
十
四
年
九
月
二
十
七
日

議
長
代
理
助
役 

吉
田
太
三
郎

議
員

伊
藤
鎮
一
郎

同
上

浅
井
鶴
次
郎

午
後
第
六
時
閉
会
す

村
会
議
事
録

左
記
の
事
件
議
決
の
為
め
、
明
治
四
十
四
年
十
月
一
日
、
長
久
手
村
会
を
長
久
手
村
役
場
内
議
事
場
に
招
集
す
。

一

有
給
村
長
條
例
廃
止
の
件

出
席
者

一
番 

浅
井
鶴
次
郎 

二
番 

川
本
儀
三
郎

三
番 

山
田
良
助

四
番 

加
藤
善
麓

五
番 

川
本
鎌
三
郎

六
番 

加
藤
房
太
郎

七
番 

村
瀬
長
松

八
番 

加
藤
徳
松

十
番 

福
岡
徳
之
助

十
一
番 

松
原
平
太
郎

十
二
番 

浅
井
庄
太
郎

十
四
番 

吉
田
太
三
郎

十
六
番 

伊
藤
鎮
一
郎

計
十
三
名
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欠
席
者

十
三
番 
伊
藤
牧
三
郎

十
五
番 

山
田
鍵
三
郎

計
二
名

午
後
第
二
時
開
議
、
議
長
助
役
吉
田
太
三
郎
議
長
席
に
着
く
。

一

有
給
村
長
條
例
廃
止
の
件

２
５

を
議
事
に
付
し
、
第
一
次
会
を
開
き
た
る
に
、
全
会
異
議
な
き
に
よ
り
第
二
次
会
を
開
く
に
決
す
。
続
て
第
二
次
会
を

開
き
た
る
に
、
十
一
番
は
三
次
会
省
略
原
案
に
決
せ
ん
こ
と
を
述
ふ
る
に
、
満
場
異
議
な
く
原
案
に
確
定
せ
り
。

右
議
員
の
面
前
に
於
て
朗
読
を
な
し
、
左
の
三
名
署
名
す
。

明
治
四
十
四
年
十
月
一
日

議
長
助
役 

吉
田
太
三
郎

議
員

伊
藤
鎮
一
郎

同
上

浅
井
鶴
次
郎

午
後
第
六
時
閉
会
す
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長
久
手
村
会
議
事
録

左
記
事
件
議
決
の
為
め
、
明
治
四
十
四
年
十
一
月
十
九
日
、
長
久
手
村
会
を
長
久
手
村
役
場
内
議
事
場
に
招
集
す
。

一

明
治
四
十
四
年
度
歳
出
予
算
更
正
の
件

一

皇
太
子
殿
下
御
下
賜
金
保
存
の
件

一

本
村
校
舎
敷
地
買
収
の
件

一

村
長
選
挙
の
件

出
席
者

一
番 

浅
井
鶴
次
郎 

三
番 

山
田
良
助

四
番 

加
藤
善
麓

五
番 
川
本
鎌
三
郎

七
番 

村
瀬
長
松

八
番 

加
藤
徳
松

十
番 

福
岡
徳
之
助

十
一
番 

松
原
平
太
郎

十
二
番 

浅
井
庄
太
郎

十
三
番 

伊
藤
牧
三
郎

十
四
番 
吉
田
太
三
郎

十
五
番 

山
田
鍵
三
郎

十
六
番 

伊
藤
鎮
一
郎

計
十
一
名

欠
席
者
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二
番 

川
本
儀
三
郎

六
番 

加
藤
房
太
郎

十
一
番 

松
原
平
太
郎

十
二
番 

浅
井
庄
太
郎

計
四
名

午
後
第
六
時
開
議
、
議
長
村
長
代
理
吉
田
太
三
郎
議
長
席
に
着
く
。

一

第
二
十
六
号
議
案
本
年
度
歳
出
予
算
更
正
の
件
を
議
事
に
付
し
、
第
一
次
会
を
開
き
た
る
に
、
全
会
異
議
な
き
に
よ
り
第
二
次
会
を
開
く
に
決
す
。

続
て
第
二
次
会
を
開
き
た
る
に
、
三
次
会
省
略
原
案
に
決
せ
ん
こ
と
を
述
ぶ
る
に
、
満
場
異
議
な
く
原
案
に
確
定
せ
り
。

第
二
十
七
号
議
案
御
下
賜
金
を
保
有
財
産
に
編
入
の
件
を
議
事
に
付
し
た
る
に
、
十
五
番
は
郵
便
貯
金
と
し
保
存
せ
ん
と
の
説
を
述
ふ
る
に
よ
り
、
是
に

於
て
議
長
は
議
案
に
対
し
保
存
の
法
を
詳
細
述
へ
た
る
も
、
議
案
は
終
に
否
決
せ
り
。

一

第
二
十
八
号
議
案
校
舎
敷
地
買
収
の
件
を
議
事
に
付
し
た
る
に
、
全
会
異
議
な
き
に
よ
り
第
二
次
会
を
開
き
た
る
に
、
七
番
は
原
案
を
可
と
し
三
次

会
省
略
決
定
せ
ん
こ
と
を
述
ふ
る
に
、
満
場
異
議
な
く
原
案
に
確
定
せ
り
。

一

続
て
村
長
選
挙
を
行
ふ
。
其
顛
末
左
の
如
し
。

十
一
票

加
藤
宗
次
郎
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依
て
、
全
数
を
得
た
る
加
藤
宗
次
郎

２
６

を
以
て
当
選
と
す
。

議
長
は
、
是
に
て
本
日
の
議
事
終
了
し
た
る
に
よ
り
署
名
者
を
決
せ
ん
こ
と
を
述
べ
た
る
に
、
一
番
・
十
三
番
に
決
定
せ
り

右
議
員
の
面
前
に
於
て
朗
読
を
な
し
、
左
の
三
名
署
名
す

明
治
四
十
四
年
十
一
月
十
九
日

議
長
村
長
代
理
助
役 

吉
田
太
三
郎

議
員 

伊
藤
牧
三
郎

同
上

浅
井
鶴
次
郎

午
後
第
九
時
三
十
分
閉
会

１  

長
久
手
村
の
成
立
：
長
湫
・
岩
作
・
前
熊
・
熊
張
の
四
村
は
、
明
治
二
十
一
年(

１
８
８
８)

の
市
町
村
制
施
行
の
時
期
に
合
併
の
試
み
が
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
が
、

実
際
は
前
熊
と
熊
張
が
合
併
し
上
郷
村
が
成
立
す
る
に
留
ま
っ
た
。
新
村
名
を
「
長
久
手
村
」
と
し
、
役
場
と
小
学
校
を
岩
作
に
置
く
と
い
う
合
意
が
で
き
た
が
、
他
の

問
題
で
折
り
合
い
が
付
か
な
か
っ
た
。
し
か
し
明
治
三
十
八
年(

１
９
０
５)

、
県
知
事
に
よ
る
町
村
合
併
推
進
の
訓
令
も
あ
り
、
そ
れ
を
受
け
て
愛
知
郡
役
所
か
ら
の
強
力

な
働
き
か
け
が
あ
っ
た
。
各
村
は
困
惑
し
た
が
、
結
果
的
に
明
治
三
十
九
年(

１
９
０
６)

五
月
に
三
ヶ
村
が
合
併
し
た
。
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２  
村
会
議
員
と
選
挙
：
明
治
三
十
九
年
八
月
一
日
に
村
会
議
員
選
挙
が
行
わ
れ
、
各
地
区
に
長
湫
七
名
・
岩
作
六
名
・
前
熊
二
名
・
大
草
二
名
・
北
熊
一
名
の
議
員
が
割

り
当
て
ら
れ
た
。

３  

村
役
場
：
明
治
三
十
九
年
五
月
、
知
行
は
父
の
旧
宅
で
あ
る
中
島
一
番
地
に
役
場
を
設
置
し
た
。
現
在
の
長
久
手
消
防
署
前
か
ら
新
富
士
橋
に
至
る
新
道
と
、
長
久
手

小
学
校
前
か
ら
西
へ
続
く
旧
道
と
の
交
差
点
の
南
東
角
の
付
近
が
中
島
一
番
地
で
あ
る
。
明
治
十
四
年(

１
８
８
１)

に
岩
作
の
小
学
校
の
教
師
に
元
士
族
の
榊
原
豊
教(

知

行
の
妹
邑
美
の
夫)
が
赴
任
し
、
こ
の
地
に
郵
便
局
を
開
設
し
た
が
、
こ
の
地
が
役
場
に
な
っ
た
際
、
郵
便
局
は
長
池
に
移
動
し
た
。

４  

初
代
村
長
吉
田
知
行
：
長
久
手
村
発
足
時
、
最
大
の
懸
案
は
初
代
村
長
を
誰
に
す
る
か
で
あ
っ
た
。
思
案
の
果
に
浮
上
し
た
の
は
吉
田
知
行
で
あ
っ
た
。
父
の
知
紀
は

禄
高
四
百
石
の
尾
張
藩
士
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
岩
作
村
に
一
五
六
石
を
所
領
し
て
い
た
。
維
新
後
、
岩
作
中
島
一
番
地
に
居
を
移
し
、
明
治
六
年(

１
８
７
３)

に
こ
の
地
で

死
去
し
た
。
知
行
は
旧
藩
時
代
か
ら
慶
勝
側
近
と
し
て
活
躍
し
て
お
り
、
維
新
後
も
北
海
道
八
雲
村
の
開
拓
事
業
を
軌
道
に
乗
せ
た
実
績
が
あ
っ
た
。
関
係
者
か
ら
の
村

長
就
任
の
要
請
を
受
け
、
知
行
は
長
久
手
村
の
村
長
代
理
に
就
任
し
た
。
「
大
草
村
誌
」
に
よ
る
と
、
「
初
代
の
村
長
は
、
名
古
屋
藩
士
士
族
吉
田
知
行
を
有
給
に
て
雇

入
れ
、
後
に
は
村
の
人
に
て
行
政
を
な
す
。
岩
崎
村
志
水
丈
右
衛
門
を
加
ふ
」
と
あ
る
。
彼
は
「
雇
わ
れ
村
長
」
と
し
て
村
政
上
の
数
々
の
ト
ラ
ブ
ル
に
巻
き
込
ま
れ
る

こ
と
に
な
る
。
二
代
目
志
水
丈
右
衛
門
も
同
様
で
あ
っ
た
。

５  

訴
願
に
つ
い
て
：
第
一
の
議
題
は
、
長
湫
の
川
本
庄
助
、
川
本
儀
三
郎
、
川
本
久
左
衛
門
、
岩
作
の
加
藤
市
蔵
の
四
名
か
ら
提
出
さ
れ
た
訴
願
で
あ
っ
た
。
こ
の
年
の

村
会
議
員
選
挙
の
際
、
村
長
代
理
の
吉
田
知
行
が
、
地
区
の
行
政
末
端
組
織
で
あ
る
伍
長
会
の
席
上
で
自
分
の
意
に
合
っ
た
者
へ
の
投
票
を
勧
め
、
ま
た
選
挙
権
の
な
い

者
に
投
票
を
依
頼
し
た
り
、
投
票
所
で
の
参
観
者
の
入
室
を
不
許
可
に
し
た
と
い
う
事
実
を
受
け
、
選
挙
の
無
効
を
主
張
し
た
。
審
議
の
結
果
、
い
ず
れ
も
そ
の
事
実
は

な
い
と
し
て
選
挙
は
有
効
と
決
ま
っ
た
。

６  

県
税
戸
数
割
賦
課
：
町
村
税
と
し
て
、
町
村
は
独
自
に
等
級
を
設
け
、
等
級
ご
と
に
定
め
た
額
を
各
戸
に
割
り
当
て
た
。
そ
の
戸
数
割
の
等
級
や
賦
課
額
は
、
各
戸
の

資
産
や
所
得
な
ど
の
見
立
て(

査
定)

に
基
づ
き
毎
年
の
町
村
会
で
決
議
さ
れ
た
。
町
村
独
自
の
基
準
を
も
と
に
戸
別
の
「
個
数
」
が
規
程
さ
れ
、
そ
の
合
算
値
は
、
段
階
的

な
幅
を
設
け
て
賦
課
の
標
準
個
数(

分
定)

に
置
き
換
え
ら
れ
、
各
等
級
の
負
担
額
が
算
出
さ
れ
た
。

７ 

水
野
春
次
郎
：
明
治
三
十
八
年
ま
で
上
郷
村
長
を
務
め
た
有
力
者
で
、
初
代
助
役
に
選
任
さ
れ
た
。

８ 

常
設
委
員
：
議
会
に
提
出
す
る
議
案
の
検
討
を
主
と
す
る
議
員
。

９  

村
長
月
報
：
明
治
三
十
年
ご
ろ
の
小
学
校
教
員
や
巡
査
の
給
与
は
九
円
程
度
で
あ
り
、
当
時
の
一
円
は
現
在
の
約
二
万
円
に
相
当
す
る
。
村
長
の
月
報
は
３
０
万
円
弱
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と
推
定
さ
れ
る
。

１
０ 

三
村
の
尋
常
小
学
校
お
よ
び
岩
作
高
等
小
学
校
が
一
つ
に
ま
と
め
ら
れ
、
十
二
月
一
日
に
長
久
手
尋
常
小
学
校
が
発
足
し
た
。

１
１ 

町
村
制
第
百
十
三
条
：
明
治
二
十
一
年(

１
８
８
８)

制
定
、
「
決
算
報
告
を
為
す
と
き
は
第
四
十
条
の
例
に
準
し
て
議
長
代
理
者
共
に
故
障
あ
る
も
の
と
す
」

１
２ 

町
村
制
第
四
十
七
条
：
「
町
村
会
の
会
議
は
公
開
す
但
議
長
の
意
見
を
以
て
傍
聴
を
禁
ず
る
こ
と
を
得
」

１
３ 

１
４ 

１
５ 

１
６ 

明
治
四
十
二
年(

１
９
０
９)

、
三
月
二
日
、
出
席
議
員
十
一
名
、
欠
席
七
名
の
村
会
の
席
で
、
吉
田
知
行
村
長
の
辞
職
を
満
場
同
意
で
認
め
た
。
長
久
手
村
成
立
に
あ

た
り
、
二
代
に
わ
た
り
「
雇
わ
れ
村
長
」
を
他
か
ら
招
い
た
理
由
は
明
ら
か
で
な
い
。
新
し
い
村
の
行
政
を
行
う
能
力
や
経
験
を
持
っ
た
人
物
が
村
内
に
い
な
か
っ
た
と

い
う
理
由
も
考
え
に
く
い
。
郡
会
議
員
や
旧
村
の
村
長
の
経
験
者
も
か
な
り
い
た
為
で
あ
る
。
結
局
、
地
区
ご
と(

特
に
岩
作
と
長
湫)

の
主
導
権
争
い
が
そ
の
原
因
だ
っ
た

と
推
察
さ
れ
る
。
知
行
は
退
職
後
、
大
正
二
年(

１
９
１
３)

に
東
京
徳
川
邸
に
招
か
れ
た
際
、
侯
爵
家
の
紹
介
で
三
浦
博
士
よ
り
胃
癌
の
宣
告
を
受
け
た
。
「
苦
し
く
な
ら

ぬ
う
ち
に
私
の
植
え
た
桜
が
見
た
い
」(

村
の
創
業)

と
徳
川
侯
爵
邸
か
ら
上
野
ま
で
自
動
車
で
向
か
い
、
上
野
か
ら
夜
行
列
車
に
乗
っ
て
八
雲
へ
行
き
、
戸
板
に
横
た
わ
っ

て
桜
並
木
を
見
物
し
た
と
言
わ
れ
る
。
大
正
二
年(

１
９
１
３)

五
月
二
十
二
日
没
。
墓
地
は
常
丹
山
に
あ
り
、
そ
の
碑
は
名
古
屋
の
方
を
向
い
て
い
る
。

１
７ 

七
名
の
議
員
が
欠
席
す
る
中
、
助
役
の
水
野
春
次
郎
が
村
長
代
理
で
議
長
を
務
め
た
が
、
村
長
選
出
の
議
題
は
出
て
い
な
い
。

１
８ 

中
島
一
番
地
の
役
場
は
「
当
家
に
て
入
用
」
と
の
理
由
で
、
村
は
立
ち
退
き
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
結
局
役
場
は
中
島
五
十
二
番
地
の
旧
岩
作
小
学
校
跡
地
に

移
転
す
る
こ
と
に
な
っ
た(

大
正
十
三
年
ま
で)

。

１
９ 

日
進
村
岩
崎
の
志
水
丈
右
衛
門
を
村
長
代
理
と
し
て
迎
え
た

２
０ 

こ
の
日
の
村
会
で
、
議
員
辞
職
の
件
が
上
程
さ
れ
、
山
田
鉄
次
郎
、
川
本
斧
次
郎
、
青
山
亮
、
青
山
義
信
、
村
瀬
正
録
、
水
野
兼
太
郎
の
六
名
が
辞
職
し
た
。
主
に
長

湫
選
出
の
議
員
で
あ
っ
た
。
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２
１ 

先
月
に
続
き
、
岩
作
の
浅
川
幸
右
衛
門
、
倉
地
勇
太
郎
も
辞
職
届
を
提
出
し
、
村
会
は
麻
痺
状
態
に
陥
っ
た
。
八
月
一
日
、
長
久
手
村
の
第
二
回
村
会
議
員
選
挙
が
行

わ
れ
、
旧
議
員
は
全
て
身
を
引
い
た
。

２
２ 

本
選
挙
に
よ
り
志
水
丈
右
衛
門
が
正
式
に
二
代
村
長
に
就
任
し
た
。
初
代
村
長
辞
任
か
ら
七
ヶ
月
ぶ
り
に
正
常
な
状
況
を
取
り
戻
し
た
。

２
３ 

長
久
手
村
の
郵
便
事
業(

当
時
は
岩
作
郵
便
局)

は
す
で
に
明
治
十
四
年(

１
８
８
１)

に
認
可
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
年
に
電
信
事
業
が
認
可
さ
れ
た

２
４ 

本
議
会
に
て
辞
職
届
と
と
も
に
村
長
臨
時
辞
職
申
出
が
提
出
さ
れ
た
。
本
人
が
日
進
村
の
村
長
に
当
選
し
た
の
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。
志
水
丈
右
衛
門
は
明
治
三
十
六

年(

１
９
０
３)

以
降
郡
会
議
員
を
務
め
る
な
ど
の
経
歴
が
買
わ
れ
、
長
久
手
村
は
村
長
に
迎
え
た
。
長
久
手
村
民
に
と
っ
て
彼
の
辞
任
は
あ
っ
け
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

２
５ 

前
月
の
志
水
村
長
の
突
然
の
辞
任
の
影
響
か
、
村
長
の
有
給
条
例
を
廃
止
し
た
。

２
６ 

加
藤
宗
次
郎
：
岩
作
村
出
身
、
明
治
四
十
三
年(

１
９
１
０)

十
月
に
長
久
手
村
書
記
に
就
任
、
本
議
会
に
て
三
代
目
村
長
に
就
任
し
た
。
以
降
の
村
長
は
岩
作
・
長

湫
・
上
郷
の
三
地
区
の
順
番
で
た
ら
い
回
し
に
す
る
慣
行
と
な
っ
た
。




